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会 議 録 

会議の名称 令和７年度(2025 年度)第１回つくば市公文書管理推進会議 

開催日時 令和７年８月 20 日(水) 午後１時 55 分から午後３時 30 分

まで  

開催場所 つくば市役所コミュニティ棟１階 会議室３ 

事務局（担当課） 総務部総務課 

出 

席 

者 

委員 小野村順子委員、白井哲哉委員、富田任委員、依田健委員 

事務局 

 

総務部総務課課長 渡邉健、課長補佐 木口明則 

係長 高橋道子、主任 木田花緒里 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 １人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

・報告 令和６年度のつくば市の公文書管理の状況について 

・議事 旧市町村文書評価選別（茎崎町） 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開 会 

２ 委嘱状交付 

３ 副市長挨拶 

４ 座長の選出について 

５ 報 告 
 令和６年度のつくば市の公文書等の管理状況について 

６ 議 事 
旧市町村文書評価選別（茎崎町） 

７ その他 

８ 閉 会 

９ 事務連絡 

 ＜審議内容＞ 
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○事務局 定刻前ではございますけれども、令和７年度第 1 回公文書管理推進

会議を開催いたします。それではまず、委員をお引き受けいただいた皆様

に委嘱状の交付を行います。お名前をお呼びしますので、前にお進みくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

≪各委員へ委嘱状交付≫ 

○事務局 ありがとうございます。委員はもう 1 人の髙村委員にお願いしてお

りますけれども、本日は御欠席となっております。以上で委嘱状交付を終

了いたします。ここで副市長の篠塚より挨拶申し上げます。 

○篠塚副市長 改めましてこんにちは。副市長の篠塚でございます。委員の皆

様にはお忙しい中御出席をいただきまして誠にありがとうございます。平

成 30 年度に策定しました公文書等管理指針に基づく取組も今年で８年目

を迎えました。これまでの委員の皆様のお力添えに深く感謝申し上げます。

今年度、評価選別する旧町村文書は茎崎町の昭和期のものと聞いておりま

す。茎崎町は前身の茎崎村から平成 14 年に合併するまで行政区域を変更し

なかった数少ない自治体でございます。茎崎町から引き継いでいる公文書

の中には貴重な文書が多く含まれるかと思います。評価選別を通して、つ

くば市の記録を改めて見直し、今後の活動に役立て、その貴重な文書を将

来に引き継いでいくため、委員の皆様に引き続きのお力添えをお願い申し

上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。ここで副市長は次の公務のため退席させて

いただきます。それでは、委員の皆様から自己紹介をお願いしたいと思い

ます。初めに小野村委員から、席順にお願いしたいと思います。 

≪各委員自己紹介≫ 

○事務局 ありがとうございます。それでは会議に先立ちまして、事務局の職

員の紹介をさせていただきます。まず、課長補佐の木口です。公文書管理
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係長の高橋です。同じく主任の木田です。最後に私、総務課長の渡邉です。

よろしくお願いいたします。本日の予定ですけれども、報告が１件、議事

が１件となっております。午後４時前までの終了を予定しております。御

協力をお願いいたします。続きまして、次第４の座長の選出に移らせてい

ただきます。つくば市公文書管理推進会議を運営するに当たりまして、座

長を選出していただきたいと思います。座長の選出については、つくば市

公文書管理推進会議開催要項第４条第 1 項に基づきまして、「座長は委員

の互選により定める」と規定しております。いかがいたしましょうか。 

○富田委員 座長を推薦したいのですが、これまでも会議の円滑な推進に尽力

いただいている筑波大学の白井哲哉様にお願いしたいと思います。 

○事務局 いかがでしょうか。 

≪一同賛同≫ 

○事務局 ありがとうございます。それでは白井委員、座長をよろしくお願い

いたします。ではここで座長に御挨拶をお願いいたします。 

○白井座長 この会議において、これまでも座長を引き受けることがありまし

たけれども、引き続き皆様の御協力を賜りながら、円滑な実りのある会を

運営していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局 ありがとうございます。推進会議の開催要項の第４条第３項に基づ

きまして、座長の職務代理者の指名をお願いしたいと思います。 

○白井座長 座長の職務代理者につきましては、私の方で提案を申し上げてよ

ろしいですか。 

○事務局 はい。 

○白井座長 そうでしたら、自治体の公文書管理に大変精通しておられます富

田委員に職務代理者をお願いしたいと思います。 

〇富田委員 よろしくお願いいたします。 
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○事務局 ありがとうございます。議事に入る前にお願いがございます。この

推進会議の開催は常に過半数を超える委員３名以上の出席で開催したいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、この推進会

議の位置付けと、今年度のスケジュールについて事務局から説明させてい

ただきます。 

それではまず、お手元の資料１を御覧ください。資料１がつくば市公文

書管理推進会議開催要項となっております。要項の内容に前回から特に変

更はございませんが、改めて確認のために申し上げます。この推進会議は

つくば市公文書等管理指針に基づく公文書等の管理及び評価選別、並びに

市町へ移管された歴史公文書等の保存及び利用について、有識者の皆様か

ら専門的、第三者的な見地から御意見をいただき、協議及び検討を行って

いただくことを目的としております。続きまして、資料２が今年度委員を

お引き受けいただきました委員の皆様の名簿になります。続きまして、資

料３を御覧ください。資料３が令和７年度の公文書等管理計画となってお

ります。文書管理全般、研修、点検・監査、それからつくば市公文書管理

推進会議と列を分けて記載しております。研修、点検・監査は例年通り実

施予定です。自己点検については計画通り終了しております。今年度の会

議については３回を予定しております。具体的なスケジュールはまた改め

て調整をいたしますが、現時点の予定を記載させていただいております。

事務局からは以上となります。 

それでは次第５の報告に移ります。ここからは、推進会議の開催要項に

基づきまして、白井座長に進行をお願いいたしたいと思います。白井座長、

よろしくお願いします。 

○白井座長 それではこの後の報告及び議事を進めるに当たりまして、その前

にこの会議の公開・非公開について、この推進会議は、つくば市附属機関

の会議及び懇談会等の公開に関する条例の第４条に規定する非公開とする
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ことができる会議には該当いたしませんので、配付資料及び会議録も含め、

公開するものとして進めることを確認したいと思います。本日は報告が１

件と議事が１件となっておりますが、報告の「令和６年度のつくば市の公

文書等の管理状況について」ということで、まず事務局の方から報告をお

願いいたします。 

○事務局 はい。それではお手元の資料４を御覧いただきながら、令和６年度

の公文書管理の状況の概要について報告させていただきます。資料４は枝

番で５までお手元にございます。最初に資料の訂正について御連絡します。

資料４－３の「歴史公文書移管表旧市町村分」というものがございますが、

これの 22 ページの 453 番と 454 番の列に書いてある資料について、下の方

の旧つくば市の１番と２番の方に移動したのですけれども、削除漏れがご

ざいまして、461 番まで番号がいってしまっているのですが、実際には 459

件です。 

〇白井座長 確認ですが、22 ページに表が２つあって、その上の表の最後にあ

る 460 番と 461 番の２行削除ということですか。 

〇事務局 453 番と 454 番が削除になって、番号が繰り上げになります。 

〇白井座長 分かりました。 

〇事務局 それから、１ページ目の一番上に「大穂町：P1-P23、旧つくば市：

P23」と記載しておりますが 22 ページまでになります。 

それでは、資料４－１に戻りまして、こちらの方をお話させていただき

ます。まず令和６年度における公文書等の管理状況の概要報告ということ

で、１ページ目で趣旨、対象機関、対象期間を記載しております。公文書

等の管理状況については、まず２ページ目から行政文書の保有量を記載し

ております。令和６年度に各実施機関で作成された文書フォルダは 11 万

1600 件で、内訳は表 1 のとおりです。次に令和５年度以前に各実施機関で

作成され、保有されている保存文書はフォルダ件数の把握ができないため、
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保存箱数で算出しており、1 万 942 箱です。内訳の箱数は次ページの表２

にまとめてございます。こちらの表の方で学校につきましては、各学校の

書庫で保管しているため、表から除外しております。今年度参考値としま

して、文書量にファイルメーターでの記載を追加しました。その下の表３

には旧町村文書のうち、歴史公文書評価選別を未実施の分について、行政

文書として保有量を記載しています。続きまして、４ページのイの表４に、

保存期間満了時の措置の設定状況をまとめております。こちらは作成時の

評価選別の実施状況になります。令和６年度発生文書については、全体で

92.7％が作成時に評価選別の設定をしております。続きまして、５ページ

に参ります。５ページが保存期間満了した文書フォルダの移管・廃棄の状

況となります。こちらが資料４－２に内訳をまとめております。全体で

1,498 件が特定歴史公文書等として移管となっています。それから先ほど

訂正した資料４－３が、旧町村文書である大穂町のもの、それから旧つく

ば市のものとなっております。続きまして、文書管理に係る研修の実施状

況ですが、例年通り職層別の研修を実施しております。受講人数は、資料

４－４の方に内訳の人数をまとめております。受講者の全員の合計数は 379

名となっています。この他に保育所向けに対面でシステム操作説明を伴う

文書管理研修などを実施しております。次に点検・監査の実施状況ですが、

事前に資料４－５で事前点検を実施した後に現地での監査を実施し、改善

などを行っています。また行政文書ファイル等の紛失等の状況ですが、令

和６年度は行政文書の紛失・誤廃棄は生じておりません。最後に、特定歴

史公文書等に関する事項です。令和６年度末における特定歴史公文書等の

保有数は 9,540 件となりました。内訳は７ページの表にまとめております。

表５－１が保存期間を満了して、現在のつくば市で各実施機関から異動さ

れたもののこれまでの合計となります。令和５年度までの報告では、評価

選別をしたものも含めて旧町村文書の保有量の方に旧町村文書の数をまと
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めてあったのですけれども、今年度は表５－２として改めて旧町村単位で

特定歴史公文書等の件数を御報告することとしました。   

最後に、公文書等の管理に係る例規等の制定又は改廃の状況をまとめて

おります。令和６年度は大きな改正はございませんでした。文書事務の手

引に関して改正がございまして、こちらは文書管理システムの改修に伴う

様式の変更、書庫の移転に伴う保存文書の利用方法の変更、それから法改

正により生じた文言の改正などとなっております。簡単ですが、報告は以

上です。 

○白井座長 ありがとうございました。ただいま事務局から報告をいただきま

した、令和６年度における公文書等の管理状況の概要報告につきまして、

委員の皆様からの御質問、御意見等あればお出しいただきたいと思います。

富田委員、お願いします。 

〇富田委員 ２点あるのですけれども、まず１点目は３ページの保有文書量に

関する内容です。表の２のファイルメーターの算出の仕方についてちょっ

と具体的に教えていただければなと思います。 

〇事務局 はい。おおよそのものに関しては、この文書保存箱の内径の幅が約

40 センチぐらいなので、0.4 メーターと換算して箱数にかけています。た

だ、物によっては小さい箱に入っていたり文書が少なかったりするので、

そこでちょっと増減がある部分があるかもしれないです。 

〇富田委員 そうすると例えば、上から２番目に公平委員会で箱数が 1 箱です

が、参考概算値が 0.14 となっているのもそういう理由でしょうか。 

〇事務局 そうですね、これに関しては小さい箱に入っています。 

〇富田委員 はい、分かりました。もう 1 点よろしいでしょうか。先ほど令和

６年度に規定の変更がなかったということで、文書事務の手引については

説明があったのですけれども、８ページの表６の下から２番目につくば市

の選挙管理委員会の処務規程が改正になっていますけれどもこれはどうい
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った理由でしょうか。 

〇事務局 処務規程ですので文書管理以外の規定も含まれておりまして、文書

管理に関する項目に関しての改正ではなかったということです。 

〇富田委員 はい、分かりました、ありがとうございます。 

〇白井座長 今の富田委員からの最初の質問の方ですが、私も確認したいので

すが、先ほどの御指摘で、この報告の３ページの表２の公平委員会の参考

概算値ファイルメーターというので 0.14 というのは、これは 14 センチと

いう意味ですか。 

〇事務局 はい、14 センチです。 

〇白井座長 なるほど。そういう形で見ていくわけですね。 

〇事務局 ファイルメーターというのがＡ４サイズの書類を重ねていったとき

に、何メーターになるかという指標なので、ファイルで閉じられた文書を

1 つの基準として積み上げて並べたりしたときに総長何メーターになるか

というものです。 

〇白井座長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。依田委員、お願

いします。 

〇依田委員 何点かお聞きしたいと思います。この資料４－１の１ページの対

象機関で教育委員会と書いてありますけれども、学校については、いくつ

か実施していない項目もあるということでよろしいですか。 

〇事務局 はい。学校は教育委員会に含まれておりますが、実際にはできてい

ない部分というのがあります。 

〇依田委員 選別とかは実施していないということですよね。 

〇事務局 そうですね。選別をしていないです。 

〇依田委員 他の部分はやっていますか。 

〇事務局 フォルダを作って管理はしています。文書保存箱なども各学校には

ありますが、保存期間を決めて保存はされているという形です。 
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〇依田委員 研修とかはどうですか。 

〇事務局 研修も総務課ではしていないのですけれども、総務課で作成した資

料を提供して、教育総務課の方から学校向けに研修を行っています。 

〇依田委員 分かりました。次に、この資料４－３の旧市町村分の移管表があ

りますけれども、ここに載っているリストは移管されたもののリストとい

うことですよね。この資料名が 7 年度になっていますが、今年度になって

から移管されたものですか。 

〇事務局 例年３月 31 日で保存期間を満了したものをこの時点で報告してい

ます。 

〇白井座長 令和６年度に評価選別を行って移管とするのを決定したものだっ

たと思いますが、それが令和７年３月 31 日を持って保存期間を満了したの

で、令和７年度に「移管する」、「移管された」のどちらですか。 

〇事務局 この時点では「移管する」ですが、この概要報告は３月 31 日時点の

状況を申し上げているので、「移管される」ということになります。 

〇白井座長 今年度移管手続を行う、あるいは行った文書の一覧ということで、

令和７年度とついているという、そういう理解でよろしいですか。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 依田委員、そういうことのようです。 

〇依田委員 分かりました。そうすると、この資料４－１の５ページに資料４

－３の説明があり、「470 冊移管された」とありますが、「移管される」

ということですね。 

〇事務局 はい。 

〇依田委員 分かりました。次に資料４－４の研修実施状況の表がありますが、

ここに実施回数と受講人数が出ていますが、この受講人数はその実際の所

属している人の何割くらいとか分かりますか。 

〇事務局 今すぐに割合でお答えするのは難しいです。 
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〇依田委員 例えば初任者は 100％近いような気はしますけれども、一番下の

課長級だと 17 人というのはどのくらいの割合なのかと気になったところ

です。 

〇事務局 主事級以外は、タイミング的に初任時に受講できなかった方以外に

関しては、初任者の人数になっています。主事級はちょっと多いので、年

度を分けて、人事課の方で、発令して受講しているという形です。課長級

も去年初めて課長級になった者が 17 名ということです。 

〇依田委員 そうすると、初めてこの職に就いた人が受講の対象になっていて、

よっぽど都合が悪くなければ原則受けるということですか。 

〇事務局 はい。 

〇依田委員 その職になり立てに研修を受けて、その職でいる限りはもう研修

を受けないということですか。 

〇事務局 はい。 

〇依田委員 分かりました。国では毎年度受講するようにということになって

いるので、その辺を聞きたかった訳です。 

〇事務局 毎年度というのは、全員が受講するということですか。 

〇依田委員 制度も移管の基準も頻繁に変わっているので、その辺を考えて毎

年度受講できるようにしておくということになっています。 

次に、この資料４－１の最終ページの例規等の制定・改廃の状況のとこ

ろですが、移管基準を昨年この会議で検討しましたが、その基準は既に改

正されたのか、あるいは、まだ改正されてないのか、その辺を教えていた

だけますか。 

〇事務局 改正がまだ間に合っておりませんが、今年度は去年の改正を反映し

た形で評価選別するように通知はしておりまして、具体的な改正のための

起案とかはこれからになります。 

〇依田委員 ということは、今年度からは、去年検討したものに沿って移管・
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廃棄の判断をするが、その移管基準自体はまだ改正されていないというこ

とですか。 

〇事務局 そうです。 

〇依田委員 分かりました。 

〇白井座長 今の依田委員とのやり取りで、念のため確認ですけれども、教育

委員会の学校の文書については、かなり早い時期から度々ここで取り上げ

る話題となり、いろいろお話を伺うこともあるのでありました。学校は教

育委員会所管ですから、教育総務課が独自に文書管理を当然行っていて、

そして教育委員会の確かあれも指針を確か作ったはずですけれども、その

指針に基づいて、学校の文書管理担当に対する研修会が行われているとい

うことの理解でよろしいでしょうか。 

〇事務局 学校に関しては、評価選別は、進んではいないです。 

〇白井座長 先ほどの依田委員とのやり取りもあったように、その文書管理研

修というのは行われているという話はさっき出ていたと思いますが。 

〇事務局 もっと手前の何が行政文書であるのか、何をファイリングしなけれ

ばいけないのかというところからの説明が必要なので、そういったなぜフ

ァイリングしなければいけないのかという内容になっています。 

評価選別というところまでは、判断も難しいというところで、やり方と

して、市長部局とかと同様にはちょっとできないかなというふうに考えて

いるので、やり方自体を考えて提案しなければ実施できないかなと考えて

います。 

〇白井座長 その点は教育総務課と総務課との間での意見交換は行われている

ということでしょうか。 

〇事務局 そうですね、基本的な教育とか、あとはファイリングの整理とかい

うところから始まっているという形ですね。 

〇白井座長 繰り返しますが、教育総務課の方で、学校向けの文書管理研修と
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いうのは、内容はともかくとして実施はされているということですね。 

〇事務局 そうですね。 

〇白井座長 それに参加される方というのは、学校の事務の方といいましょう

か、職員の方で教員の方ではないですね。 

〇事務局 教員ではないですね。 

〇白井座長 教育総務課の職員さんだと、本庁に来ることもあるし違う学校に

行くこともあるというそういう方だと思いますけど、そういう方々を対象

とした文書管理研修は毎年行われているという理解でよろしいでしょう

か。 

〇事務局 事務の方の研修は行われています。それから文書管理主任研修、フ

ァイリングの研修に関しては、市長部局からは発令できないのですけれど

も、教頭先生に参加していただけるように御案内はしております。 

〇白井座長 参加の実績というのはございますか。 

〇事務局 あります。 

〇白井座長 分かりました。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

この機会に今後のことでもおそらく課題にも関わるようなこともあろうか

と思いますのでお気付きの点があれば、御意見あるいは御質問いただきた

いと思いますがよろしいでしょうか。小野村委員、お願いします。 

〇小野村委員 資料４－５の行政文書の管理に関する自己点検票ですが、総務

課の研修を全員が受けられるわけでもなく、ただ文書は本当に誰もが接す

るものなので、この自己点検票はうまく使えたらいいのかなと思います。

文章の管理者だけじゃなく、その点検すべきところとしっかり皆さんに指

導していただけたらいいかなと思います。学校においても、場所によって

管理の仕方とか、管理する文書の内容とか、クラス数とか、学校の規模も

全然違うので、相当まちまちじゃないかなという予想しています。この自

己点検票というのを詳しくマニュアル化して伝えられると実行していただ
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けるのかなと思います。 

〇白井座長 小野村委員ありがとうございます。学校の文書管理の問題は、市

長部局の管轄所管とは言いがたいところはありますけれども、市全体の公

文書管理としてはかなり大きい問題だというのは、かなり早い時期からの

話題であったかと思います。教育委員会との連携をお願いするということ

で、この委員会からそういう意見が出たということで、お伝えいただける

とありがたいと思います。富田委員お願いします。 

〇富田委員 先ほど学校の教頭先生が文書の研修に参加されているところもあ

るということだったのですが、確か事務職員以外に学校の校内全体のこと

は、教頭先生がかなり内部のことをされていると思いますので、教頭先生

に必ず出ていただけるように働きかけするのが一番いいかなと思います。

ただ、学校の県の教職員は市町村を跨いで移動しますから、少なくともつ

くば市にいる間はルールをきちんとやってくださいというような言い方で

いいと思いますが、それを徹底されたらすごく良くなると思います。 

〇白井座長 はい。ありがとうございます。 

〇事務局 付け加えさせていただきますと、自己点検と監査につきましては学

校も御協力していただいておりまして、実際にどうやって点検するのかと

いうお問い合わせもいただいたりとか、御提出もいただいていて、ファイ

リングの管理状況とかも見せていただけたりはしている状況ではありま

す。 

〇白井座長 では引き続きの富田委員の御発言も含めて、学校の文書管理につ

いて教育総務課との連携は総務課の方でも引き続きお進めいただきたいと

いうことを委員会の意見としてお伝えしたいと思います。はい。依田委員

お願いします。 

〇依田委員 この資料４－２を見て気付いたところですけども、ここに移管・

廃棄・検討中とありますが、「検討中」というのは、今後、移管・廃棄を
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決めるつもりがあるということでよろしいですか。 

〇事務局 学校についてですか。 

〇依田委員 はい。 

〇事務局 学校に関しては、保存期間満了したものはおそらく廃棄されている

だろうと思われます。 

〇白井座長 ここに「検討中」として残すのが適切かどうかというお話ですか。 

〇依田委員 はい。「検討中」になっているので、これから検討が始まるのか

とちょっと期待したわけですけれども。 

〇白井座長 確認ですが、３月 31 日時点で検討中となっていて、この段階で未

決ということですよね。要するに移管か廃棄というというのは、ただそれ

は廃棄のことが多いだろうという想定を総務課としてはされているけれど

も、少なくともデータ上はこの段階では未決であるというそういう理解で

すか。 

〇事務局 はい、おっしゃる通りです。 

〇白井座長 ここに載っている「検討中」が次年度どうなっているかはまた別

の話ということだと思います。報告ではありますが、やはりいろんな内容

を含んでいる報告なので、委員の皆さんからもいろいろな御意見御質問を

いただいたところです。一応ここで一旦報告の検討につき質疑につきまし

ては終わりといたします。もしまたお気つきの点あれば、その最後その他

のときにでも御発言いただければありがたいと思います。では、報告をこ

こまでといたしまして、続きまして、次第にありますとおり旧市町村文書

評価選別、今回は茎崎町のものでありますけれども、これにつきましてま

ず事務局から御説明をお願いいたします。 

〇事務局 はい。資料 5 を御覧ください。今回は茎崎町の昭和 30 年から平成６

年までの文書の目録化を行いました。対象となった文書と同じ箱に昭和 30

年以前の文書が保存されていたため、今回の一覧に含めています。今回の
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対象文書は全部で 208 件の文書があり、移管が 185 件、廃棄が７件、検討

中を 16 件としております。移管とした文書は、議会に関する文書や公示文

書、叙位叙勲に関する文書等になります。また、廃棄とした文書は、閲覧

用として作成された会議録と他団体が作成した冊子となります。 

今回の評価選別に当たり、補足資料に相談案件をまとめております。補

足資料の(1)は、昭和 58 年 6 月の会議録になります。102 番は３名のうち、

２名分の直筆署名がありますが、103 番、104 番は正本の複写物となり、３

名分の署名が印字されています。この場合、どれを副本として移管するべ

きか判断が付かず、検討中としています。(2)については、資料の 15 番の

「写真アルバム(茎崎村役場落成式写真ほか)」に保存されていた文書にな

ります。これらの文書は一つにまとめられて保存されていました。年代も

分からないものもあるため、検討中としています。これらの文書について、

全て移管しても良いか。御意見を頂戴したいと思っております。事務局か

らは以上です。 

〇白井座長 はい。ありがとうございました。この会議が始まる前に、実際に

今回の対象文書の現物を見て、委員の皆様には、一部ではありますが御確

認をいただいたかと思いますが、これの評価選別について御意見を賜りた

いと思います。資料５の補足資料ということで、会議録のその検討中のも

のが挙がっていますけれども、実は会議録のセットというのは実はもっと

別のものもあるわけで、昭和 52 年、53 年、それから 54 年のところ、それ

から 55 年ですね。資料５でいうと、３ページの終わりぐらいの 60 番から

始まってくるここが閲覧用というものを含めて、正・副・閲覧用というこ

とで３種類１セットになっていると言うこともあるわけですよね。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 これと先ほどの補足資料に載せている会議録は同種のものと見て

よろしいでしょうか。 
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〇事務局 同種のものではなく、補足の方は印刷物になります。 

〇白井座長 こちらは印刷物で、副本というのが同じものが、３点あるという

ことです。 

〇事務局 102 番の方は直筆署名が２名分あり、103 番と 104 番は３名の署名が

直接印刷されている形になります。 

〇白井座長 102 番は直筆で２人だけが署名されていて、103 番、104 番は印刷

であるが、102 番で直筆のないもう１人が印刷されているということです

か。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 はい、分かりました。資料５でいいますと、５ページ目の 101 番、

102 番、103 番、104 番というのが１つのセットで、101 番が正本でこれは

３人分の署名があり、これは手書き作成で、102 番は手書き作成の副本だ

けど、３名署名するところが２名しか署名がなく、103 番と 104 番は正本

の完全な印刷物で、全く内容は同じで署名もあるということですね。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 分かりました。従来こういう話になったときに、正本・副本まで

は、特に印刷物を含めて、２つまでは保存して、後を廃棄としたこともあ

ったように思いますが、先ほどから出ているようなものをどう考えるかと

いうのは、またちょっと事例が変わっているように思いますが、委員の皆

様からの御意見をいただければありがたいと思いますがいかがでしょう

か。 

補足資料に載せていない先ほどの昭和 52 年、53 年あたりのもので言う

ならば、手書きの正本と手書きの副本があって、副本の方に署名はなかっ

たですけれども、正本の方には署名があって、それが完成形になっている。

閲覧の方は、これはコピーだったり孔版印刷、ガリ版だったりということ

でこれは完全な複写物ということになっていたということですよね。 
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〇事務局 はい。 

〇白井座長 閲覧用は 58 年まであり、これを要するに正本副本以外のものが作

られていると。51 年以前はそうではなく、また 59 年以後もそうではない

ということですね。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 いかがでしょうか。現物を確認されたものもあるかと思いますが、

はい。富田委員お願いします。 

〇富田委員 まず閲覧用については、私は議案の原案に書いてあるのですが、

廃棄でよろしいかと思います。それからもう 1 点ですが、先ほど話題にな

った 101 番から 104 番までのもの。確かに 102 番は署名が２人分しかない

ということだったのですが、103 番と 104 番が印刷物だということなので、

これも 101 番と 102 番を移管にして、103 と 104 番は廃棄でよろしいかな

と思うのですが、いかがでしょうか。 

〇白井座長 はい。ありがとうございます。確認ですが、今いただいているこ

の表では評価選別理由のところが一番端にありますが、備考とかで何か別

に特記事項を書くことはありますでしょうか。 

〇事務局 はい。あります。 

〇白井座長 その際にちょっと細かい話になりますが、それがどうやらその 50

年代のものは正本と副本はカーボンで写し取っているということもあるわ

けですが、その成り立ちについての特徴を記載することというのは可能で

しょうか。また、そういうことはしてらっしゃるでしょうか。 

〇事務局 今のところカーボンというのは記載してないのですけれども、記録

することはできます。 

〇白井座長 閲覧用というものは現物を確認すると、コピーのものもあれば孔

版印刷、ガリ版のものもあると。それから、こちらの補足資料にある 103

番 104 番は活字印刷ということを記録するということは、移管・廃棄にか
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かわらず、特に廃棄するとなるともう失われてしまうことになりますから、

情報としては必要に思うので、まずそれは特記事項として記録をしていた

だきたいというのは私の意見ですけれども、要望したいと思います。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 それを踏まえて、富田委員の趣旨としては、正本・副本を基本そ

ろえていき、そのプラスアルファの部分は、その媒体にかかわらず、内容

は同じなので、それは廃棄でいいだろうというそういうことですね。他に

いかがでしょうか、今のことについて御意見いかがでしょうか。特に委員

の皆様から御意見がなければ、富田委員の御発言について異議がないよう

でしたら、これをここでの議論の方針としていきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

≪一同賛同≫ 

廃棄の場合には、文書が失われてしまうので、その点の記録は是非して

いただきたいと思いますので、これは要望として出しておきたいと思いま

す。それからもう 1 つは写真アルバムになります。これはいろいろなもの

が断片的に挟まっていたもので、江戸時代に遡る記録で中身はないけれど

も、これ自身は正直眺めているだけで大変興味深いのです。これについて、

事務局としては基本移管で、検討中にした理由は何かあるのでしょうか。 

〇事務局 年代が分からなかったので検討中としています。昭和 30 年以前であ

れば移管とするのですが分からないものがありましたので、検討中としま

した。 

〇富田委員 このアルバムに挟まれていたということですが、それを別々に例

えば 1 つの箱の中に入ってあり、それ以外の資料もあったというような状

態で、要するに別の資料と考えることができるのか、それともアルバムに

挟まっていて、その中をわざと分割して目録を取られたのかそれがよく分

からなかったです。もともと１つのものだったらば、中を詳細に分析する
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のはいいと思うのですが、１点の資料と考えれば、これは明らかに移管す

べきものじゃないかなと思ったのですが、その辺の出てきたときの形態は

どういう状態だったのか教えて欲しいです。 

〇事務局 はい。出てきた形としてはまず資料アルバムの中にその関連写真の

封筒に入っていたのが 1 つで、文書体がたくさん包まれていたものが現状

でした。 

〇白井座長 そこが確認の点で、要はアルバムがあってアルバムを開いたらあ

ちこちにここにあるような文書が挟まっていたという理解でいいのか。そ

うじゃなくて、アルバム本体の上に乗っかっていたり、その下に潜り込ん

でいたり、それが箱の中に一塊で入っていたということなのか。 

〇事務局 アルバム自体に挟まっていました。 

〇富田委員 例えば１冊の行政文書の簿冊があったときに、簿冊の中に挟まっ

ていて、それでこれ年次が分からないから、それだけを除いて検討しよう

なんてこと普通はしないと思います。だから、これを細かく分析するのは

いいと思うのですが、これをすべて一括にして移管にすればいいというふ

うに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇白井座長 今の事務局の最後の発言では、とにかく１つにまとまっていたも

のだということであれば、富田委員の御指摘のとおりだと私も思いますが、

この辺いかがでしょうか。他の委員の皆さんで何か御意見が特にないよう

でしたら、これは１つのまとまりということで、富田委員がおっしゃると

おり、まずアルバムとしてあって、その中に写真と同等の位置付けで、こ

れらのものが挟み込まれているので、これは枝番処理ですか。 

〇事務局 お手元の資料で箱番号順になっている評価選別表があるかと思うの

ですけれども、そちらの９ページの方を御覧いただいてもよろしいですか。

こちらの方で元々入っていた箱の番号と、発見したときの順番が枝番にな

るような形で資料番号を振っていって、なので原秩序に戻せる状況ではあ
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ります。 

〇白井座長 これの確認ですけれども、評価選別表の箱番号順となっているホ

チキス止めの９ページ目の上から５番目から始まる 000435-1 から

000435-30 までというのが１つの固まりになっているそうです。もともと

は先ほどの事務局からの御発言のとおり、アルバムの中に収まっていた文

書を分割し、その枝番をつけたと。それをここでは資料としてアルバムを

単体で取り出す形で、それ以外のものをどうするかという検討課題という

ことで示されたということですね。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 そうであれば、これは一括の資料ということになるのがよく分か

ります。そうすると先ほどの富田委員の発言そのものかと思いますので、

個人的には江戸時代の包紙だけでもその事実を示す話ではあるので、興味

深いとは思います。まずは事務局の方から出ていた補足資料の案件につき

ましてはこのぐらいだというふうに思いますが、他に何かお気付きの点が

委員の皆様がありましたら、御発言いただきたいと思いますがいかがでし

ょうか。少し確認をしたいのですけれども、茎崎町のものは、前回もやり

ましたか。 

〇事務局 前回ではなく、前々回になります。３回目になります。 

〇白井座長 大変いろいろな文書が残っているということは、冒頭の副市長の

話にもあったところですけれど、これで茎崎町は全部終わるというとこで

しょうか。 

〇事務局 まだ続きます。今年度は大体平成７年までの文書を評価選別してい

まして、平成８年以降の文書については、来年度以降また文書整理を進め

ながら、出てきた順に評価選別していくことになります。 

〇白井座長 まだしばらく続くということですね。 

〇事務局 はい。 
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〇白井座長 他の旧町村についてはいかがですか。 

〇事務局 他の旧町村に関しては一旦終了しています。 

〇白井座長 旧茎崎町の場合は、まだ大量にあるので、まだしばらくこの旧町

村の分の評価選別は続くということですね。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 はい。分かりました。古いところは大体終わってきているという

ことですか。 

〇事務局 そうですね、ただ途中出てくることもあります。 

〇白井座長 はい。依田委員、お願いします。 

〇依田委員 この資料５でいきますと、３ページの 49 番に「栄典事務提要」と

いうのがあって、選別理由として、「旧市町村における重要な文書」とい

うことですけれども、実際に現物を見たら、県から各市町村へ配布した事

務マニュアルのようなものでした。こういうのも旧市町村における重要な

文書で移管になるようなものですか。 

〇白井座長 依田委員、確認ですけど、茨城県が作成したものということで、

茨城県の場合ですと、行政刊行物として持っているかどうかかと思います

が。 

〇富田委員 今の段階だと、把握していないです。 

〇白井座長 栄典事務ということは、行幸啓とかではなくて、表彰とか、勲章

ですか。 

〇依田委員 勲章になりますね。 

〇白井座長 県レベルじゃないですね。 

〇依田委員 国ですけど、内閣府から各県にマニュアルを送付して、各県はそ

れを各市町村に送付していると思われます。昭和 20 年代だと移管だと分か

りますが、昭和 40 年代なのでどうなのでしょう。 

〇白井座長 旧総理府のものとして、行政刊行物だとすると、国立国会図書館
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が持っていたりする可能性がありますか。 

〇富田委員 これは県の県民室が作成しているものなので、どうでしょうか。 

〇白井座長 国の旧総理府の通達を受けて県の県民部が作ってさらに市町村に

ということですか。 

〇富田委員 はい。 

〇白井座長 分かりました。 

〇富田委員 茨城県立歴史館では、昭和 46 年は保存していないです。「栄典事

務手引」「栄典事務提要」は昭和 50 年、55 年、58 年、61 年のもので、そ

れ以前は管理していないですね。 

〇白井座長 なるほど。逆にもう残ってないかもしれないということですね。 

〇富田委員 おそらく国からのを市町村に送付していると思われます。 

〇白井座長 国の方で、いつこれを更新しているかというのは、細かい話で言

えばあって、それが都道府県に降りてきて、さらに市町村に降りてきたと

いうものだということですね。 

〇富田委員 依田委員がおっしゃったように、つくば市の公文書なのかどうか

ですね。 

〇事務局 一緒に保存されていた文書としては、叙位叙勲に関する綴があった

ので、それらと同様として移管にしました。 

〇白井座長 一括として移管にしたということですか。 

〇事務局 文書としてではなく、事務として一括にしています。同じ箱に「昭

和 42 年～昭和 57 年 叙位叙勲に関する綴」があり、その中にも昭和 51 年

の「栄典事務提要」が保存してあります。 

〇白井座長 全く同じものが同時期の文書の中にある。 

〇富田委員 たまたま 42 年から 50 年の間だけれども、昭和 46 年の栄典事務提

要だけは別に綴られたということですね。 

〇依田委員 実際に受賞した人の名前は書いてありますか。茨城県からの通知
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だけだったら、廃棄でも良いような気がしますが。 

〇事務局 茎崎町が発出した文書も入っています。 

〇白井座長 最終的な判断をどうするかというのは、事務局の問題だと思いま

すが、一連の簿冊がそこで完結していて、それの最新のものとして、茨城

県立歴史館でも管理している昭和 50 年の栄典事務提要があると。それは１

つ完結してまとまっているものとしてあって、それを参考に過去のものが

ついていたということだと思います。依田委員、それから富田委員がおっ

しゃるのは、それがあるのは理解するけれども、それを単体で見たときに、

これをつくば市の歴史的公文書として判断するか否かという問題だと思い

ますので、ここまでの意見のやりとりでは、これが単体として残っている

限りにおいて、つくば市の歴史的公文書として判断するのはやや無理があ

るのではないかという意見が出ているということまでは、今のここの議論

だと思います。それはうなずけるところだと個人的には思います。なので、

その辺はちょっと再度検討いただいて、ここでどうするというのではなく、

いややっぱりこれも大事だということであれば、最終的な判断は事務局の

方でやってくださっていいかと思いますが、ここではそういう意見が出た

というところで留めておきたいと思います。 

〇事務局 はい。改めて検討したいと思います。 

〇白井座長 はい。他にはいかがでしょうか。やっぱりいろいろ見るといろん

な話が出てくるなというところですけれども、お願いいたします。 

〇依田委員 あと 1 点ですけれど、陳情書とか要望書が結構残っていて、旧市

町村では重要な内容だという判断であれば別にいいのですが、何でもかん

でも残すのはどうなのかと思っています。国であれば、政策に影響を与え

た要望とか陳情とかは移管にしているのですけれども、それは全体量の中

のほんの僅かになっています。今回は旧市町村で残っていたものは全部移

管にしているように見えるのですけど、その辺はどうなのかと思いました。 
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〇白井座長 これについては、ちょっと個人的な経験があるので申し上げると、

私ではないのですけど、県内のとある市町村市で要望書・陳情書で一覧を

作り、それで通史を書いたことがあります。当然採択されているものがあ

れば、否決されるものはあるのですけど、これがやっぱり町村レベルだと、

かなり個別具体的でして、この道をどうにかしろとか、この用水路をどう

にかしろとかのレベルのものがあったりします。それ自体が地元の切実な

要望を反映するということがかなりあるということはちょっと実感として

知っております。もちろん、いろんな団体がいろんなことを挙げてくると

いうのもあって、それに意味があるかどうかというのはまた別の話になる

かと思いますけど、その量自体もまた町村のレベルで、そういうものが要

望として上がって来たのはいつからかみたいな話を含めて、町村民の住民

の請願行動という意味では 1 つの資料になるというふうに、個人的には思

っておりますので、これはそのままでもいいかなというのは私の個人的な

意見であります。他にはいかがでしょうか。富田委員、お願いします。 

〇富田委員 今の陳情・請願に関する文書の件ですが、資料名を取るときに、

例えば陳情の中で６ページの 120 番から 123 番に、「「牛久沼聖地公苑」

に関する陳情書」なというふうに具体的に名前が入っている文書はどうい

うものか分かります。おそらく、牛久沼の近くに墓地か何か作ることで請

願か陳情があったのだろうなということは分かるのですけれども、そのあ

との 124 番、125 番も分かります。ただ単純に「陳情・請願」と書いてあ

るものは、一体何か分からないものがあります。例えば、７ページの 150

番の「昭和 63 年 4 月～昭和 63 年 4 月 陳情書等」なんて書いてあるこれ

などは、逆にこの具体的な名前が入っていれば、つくば市や旧茎崎町にと

って大きな内容だったのかということが分かると思います。だから残すの

であれば、ある程度表題の中に、内容分かるようなものを取っといたほう

がいいのかなと思うのですが、ただ陳情・請願については私も意味があっ
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たものがここに残っているのかなというふうに思っているので、確かに依

田委員と同じように、何でもかんでも残せばいいっていうものではなくて、

意味があるものが残っているなら私は残すべきだろうとは思っています 

〇白井座長 はい。これは今の富田委員の御質問でもあるのですが、例えば７

ページの一番上から 3 番目のところの 133 番「昭和 61 年 9 月～昭和 63 年

3 月 陳情書等」とあるのは、これはあれでしょうか複数のものを合冊し

ているといいましょうか、要するにたくさんあるものを全部まとめている

という理解でよろしいですか。 

〇事務局 はい、そうです。 

〇白井座長 単体のものは、相当たくさんあり、簿冊になっているのであって、

大抵の場合は紹介議員さんなどがいて、何人かの人たちが請願あるいは陳

情するという形なので、決して大量にはならないので、それが 1 年間にど

れだけ請願が来たかというのが、要するに簿冊化されているということな

ので、だから中身はいろいろだと思います。なので、これのタイトルを付

けるのはちょっと難しいのではないかと思います。 

〇富田委員 タイトルを付けるというのが難しいのは分かったので、あとはつ

くば市さんの方で重要なものかどうかを判断していただくしかないかなと

思います。 

〇白井座長 依田委員、お願いします。 

〇依田委員 請願は請願だけ別にあって、これには陳情・要望だけがファイル

されているということで大丈夫ですか。 

〇白井座長 請願と陳情、要望は違うので、これは一括になっているのか、そ

れともちゃんと分類されているのかと、これは当時の文書の編成の仕方の

問題だと思いますけれども、今の分かる範囲で結構です。 

〇事務局 その簿冊のタイトルに陳情書と書いてあったら、資料名を陳情書と

しているのですけれども、実際中身を見たら請願が含まれているというの
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はあります。 

〇白井座長 その辺は同種のものとして扱っていて、その時の文書の担当者が

何と付けたかということに制約されているということですね。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 本当は陳情と請願は違うものだと思いますけれども、少なくとも

この簿冊の作成の段階では、それらを必ず種別しているとは言いがたいと

ころがあるということですね。 

〇事務局 はい。 

〇白井座長 分かりました。では、陳情・請願については、いろいろな御意見

もありましたので、そこを踏まえて最終的な判断を事務局の方で進めてい

ただくということにしたいかと思いますがよろしいでしょうか。 

≪一同賛同≫ 

〇白井座長 ありがとうございます。大分検討いただきましたが、あと何か御

発言があればお受けいたしますが、はい。お願いいたします。 

〇富田委員 昨年度の会議の中で、つくば市の移管された文書の検索のシステ

ムについて、投影して見せていただいたことがあるのですが、７年度の計

画の中で、それを例えば具体的にこう進めていくとか、そういったこと計

画はこの最初の表の中には入ってなかったかと思うのですが、その辺ちょ

っと見通しがあれば教えていただければと思います。 

〇白井座長 次第の７その他の方でちょっと御発言いただきたいと思います 

〇富田委員 分かりました。 

〇白井座長 とりあえずはこの「6 議事 旧市町村評価選別文書（茎崎町）」

について、一旦ちょっと話をまとめたいと思いますが、他にこの件につい

て、特になければ一旦ここで検討終わりにしたいと思いますが、委員の皆

様よろしいでしょうか。それでは、6 の議事はここまでといたします。7 の

その他に移ります。7 のその他で、今の富田委員の発言も踏まえて、事務
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局から昨年度いろいろ議論があったところがありますので、それについて

の進捗についてお話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

〇事務局 昨年度、特定歴史公文書等の利用ということで、利用の方法なども

御相談させていただいたのですけれども、現在はいただいた御意見などを

踏まえまして、先ほど富田委員の方からもお話のあった目録の充実化とか

ですねデータの方の作成とか、あとは条例や公文書館に関する調査研究を

進めている状況ではあります。本日議事とする内容までは、何かまとまっ

た成果があるということはございませんので、状況の共有のみとさせてい

ただきたいと思います。また具体的になりましたら議事として、委員の皆

様からもう一度御意見をいただけるようになればと考えております。 

〇白井座長 今の事務局からのお話について、富田委員、何かもしコメントが

あればお出しいただきたいと思います。 

〇富田委員 進捗が進まれることを希望しております。 

〇白井座長 今の話の中で、公文書館等の施設の調査を開始していると受け取

れる話があったかと思いますが、実際にどちらかの視察とかそういうこと

はなさったことがありますか。 

〇事務局 はい。今年度はしていないのですけれども、例えば、例えば久喜市

ですとか常陸大宮市とか、近隣市町村や自治体規模が似ているところなど

視察させていただいてはおります。 

〇白井座長 今年度も計画は考えてはおられるところがありますか。 

〇事務局 今年の具体的な計画は今時点ではないですが、話が進めばあるかも

しれないという感じです。 

〇白井座長 はい。分かりました。他に委員の皆様が今の話についてもし事務

局の方に御助言等あれば御発言いただきたいと思いますがいかがでしょ

う。よろしいでしょうか。その他ですので、委員の皆様からこの機会に御
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発言等あれば、あるいはすでに進んできた報告や、先ほどの議事のところ

で言い忘れた等のことがあれば、こちらでお受けしたいと思いますがいか

がでしょうか。依田委員、お願いします。 

〇依田委員 先ほどもちょっと出た、昨年度からも出ている学校文書の評価選

別ですけど、これについては私も他の自治体で関わっているところで条例

施行されているところですけれども、そこに全部学校の選別を実施してい

るので、そういう他の自治体の事例とかも御覧になって進めると良いかな

と思ったところです。 

〇事務局 はい。 

〇依田委員 もう 1 点ですけど、この会議の過去の資料をつくば市のホームペ

ージで見ようと思ったのですけど、掲載場所が分からなくて、どこに載っ

ているか教えていただければと思います。 

〇事務局 当会議の資料として、懇談会の会議録としてまとめているので他の

会議とかと一緒に総務課の部分に載っているので、後ほど御案内というこ

とでもいいでしょうか。 

〇白井座長 総務課の懇談会のところに行くということですね。 

〇座長 つくば市の制度のところで、市政情報で会議録というページを設けて

おります。 

〇白井座長 総務からではなくて、市役所全体の会議録を探していくと、その

懇談会の中にこれがあるということですか。 

〇事務局 はい。資料と会議録と一括で載せております。 

〇白井座長 最初に御発言のあった今日少し前半で議論になった学校文書につ

いては、やはりずっと課題なので、こちらの公文書管理の問題としては、

教育委員会の所轄で云々というのは、ここにいる委員の皆さん全員が承知

している事情ではあるかと思いますけれども、それを乗り越えていくこと

が、そろそろつくば市さん求められるべきではないかというのは私も思う
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ところです。引き続き何かありましたら、ぜひこういう場で提案してくだ

されば、またいろんな意見も出ようかと思いますし、依田委員の御発言は

他の自治体の例も参考にしてくださいということだと思いますので、それ

はぜひ検討していただきたいというふうに私も思いますので、この点も申

し添えます。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは本

日は報告１件、議事１件でございましたので、第２回以降はもう少し時間

かかるように思いますが、ここでその他も終わりにしたいと思います。事

務局にお返しいたします。 

〇事務局 はい。ありがとうございました。それではここで事務局の方から事

務連絡ということでさせていただきます。今回は委員の皆様御多忙のとこ

ろ調整に御協力いただきましてありがとうございました。また次回の日程

につきまして、少し時間が空きますが、計画では 11 月頃としております。

もう少し幅を持った形で日程調整の御連絡を差し上げたいと思いますの

で、改めて御協力の方お願いできればと思います。よろしくお願いいたし

ます。事務局からは以上となります。今後も公文書管理会議の運営に御理

解御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げ、本日の会議を終了させ

ていただきます。ありがとうございました。 
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 令和６年度のつくば市の公文書等の管理状況について 

 

６ 議 事 

旧市町村文書評価選別（茎崎町） 

 

７ その他 

 

８ 閉 会 

 

９ 事務連絡 

 

 

 

※配付資料一覧 

資料１ つくば市公文書管理推進会議開催要項 

資料２ つくば市公文書管理推進会議委員名簿 

資料３ 令和７年度公文書等管理年間計画 

資料４ 令和６年度における公文書等の管理状況の概要報告 

資料５ 令和７年度旧市町村文書等評価選別目録（茎崎町：令和７年８月時点） 



   つくば市公文書管理推進会議開催要項 

 

 （目的） 

第１条 つくば市公文書等管理指針に基づく公文書等の管理及び評価選別並びに市

長へ移管された歴史公文書等の保存及び利用について、専門的・第三者的な見地

から意見を聴き、協議及び検討をするため、つくば市公文書管理推進会議（以下

「推進会議」という。）を開催する。 

 （協議事項） 

第２条 推進会議は、つくば市公文書等管理指針に基づく公文書等の管理及び評価

選別並びに市長へ移管された歴史公文書等の保存及び利用について、必要な協議

及び検討をする。 

 （構成） 

第３条 推進会議は、委員５人以内で構成する。 

２ 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 (1) 公文書管理に関する専門的知識を有する者 

 (2) 学識経験者 

 (3) 市民で地方行政に関して優れた識見を有する者 

 （座長） 

第４条 推進会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員が、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第５条 推進会議は必要に応じて市長が招集し、座長はその議長となる。 

 （庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、総務部総務課において処理する。 

   附 則 

 この要項は、令和元年６月１日から施行する。 

 

資料１ 



令和7年度(2025年度）つくば市公文書管理推進会議委員名簿

（敬称略、50音順）

№ 氏名 ふりがな 所属等

1 小野村　順子 おのむら　じゅんこ 元つくば市職員

2 白井　哲哉 しらい　てつや 筑波大学図書館情報メディア系

3 髙村　恵美 たかむら　めぐみ 常陸大宮市教育委員会文化スポーツ課

4 富田　任 とみた　たもつ 茨城県立歴史館史料学芸部行政資料課

5 依田　健 よだ　たけし 独立行政法人国立公文書館

資料２



【つくば市】令和７年度 公文書等管理年間計画

時期 研修 点検・監査 つくば市公文書管理推進会議

総務課 庁内

４月 上旬
新規採用職員研修
文書管理主任研修

中旬
公文書等の管理に関す
る年間計画通知

文書分類整理期間
（前年度分のファイル基
準表の整理と確定）

各階層別研修【随時】
（主事、主任、主査、係長
級）

下旬
年間計画通知
（点検・監査につい
て）

５月 上旬

下旬

６月 上旬
保存期間満了文書の
分類情報による評価
選別

自己点検期間

下旬

７月 上旬 文書管理責任者研修

下旬

８月 上旬
・歴史公文書の抽出
・各課での現物確認

下旬 現物確認

第１回会議
・令和６年度の公文書管理状況の報告
・移管文書に関する報告
・旧町村文書の評価選別（茎崎町３期
～４期）

９月 上旬

下旬 担当課との調整

10月 上旬 新規採用職員研修

下旬
行政文書の管理状況に
関する監査

11月 上旬

第２回会議
・評価選別状況
・旧町村文書評価選別継続案件
について
・現年度文書の評価選別につい
て

下旬

12月 上旬

下旬 　

１月 上旬

下旬

第３回会議
・継続案件について
・現年度文書の評価選別につい
て
・次年度へ向けて

２月 上旬

下旬 過年度文書引継
保存期間満了時の措
置の確定

３月 上旬

下旬

市長へ報告
(1)令和７年度の公文
書管理状況の報告
(2)移管表

文書廃棄

公文書等管理全般

資料3



 

 

 

 

令和６年度における公文書等の管理状況の概要報告 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年８月 

つくば市総務部総務課 
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１ 趣旨 

 つくば市公文書等管理指針（平成 30 年 4 月 1 日施行。以下、「指針」という。）

には、「行政文書」及び「特定歴史公文書等」を総称して「公文書等」として定義

し、この公文書等の管理について基本的事項を定めること等により、行政文書等の

適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図ることとしており、こ

れらの状況を把握するため、公文書等の管理状況について毎年度市長に報告するこ

ととされている。 

 本報告は指針に基づき、令和６年度におけるつくば市における公文書等の管理状

況をまとめ、報告するものである。 

 

２ 対象機関 

  指針における実施機関を対象とする。実施機関とは、つくば市情報公開条例（平

成 27 年つくば市条例第 27 号）における実施機関と同じ、市長、教育委員会、選挙

管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防

長及び公営企業管理者並びに議会。ただし、令和６年度における公営企業管理者と

は水道事業及び下水道事業の２機関である。 

 

３ 対象期間 

 本報告における対象期間は令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までである。

時点を問うものについては、令和７年３月 31 日時点の状況。 

 

４ 公文書等の管理状況等 

  公文書等の管理状況等は次のとおりである。 

 (1) 行政文書の管理状況 

指針において、つくば市の職員は、公文書等の管理に関する法律（平成 21 年

法律第 66 号。以下「公文書管理法」という。）の趣旨を踏まえて、つくば市の歴

史的事実の記録である公文書等を残すことが将来の市政運営につながるというこ

とを認識し、常に審議又は検討その他経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事

務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるように公文書等

を作成し、適切に管理、保存しなければならないとされている。これに基づき、

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有する行政文書

について分類し、相互に密接な関係を有するものを一の集合物（以下「文書フォ

ルダ」という。）にまとめ、名称を付するものとしている。本報告においては、こ

の文書フォルダの数を行政文書の件数とみなす。ただし、行政文書の管理を簿冊

によって行っていた平成８年度以前に発生した保存文書については、簿冊の冊数

を行政文書の件数とみなす。 
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ア 行政文書の保有数量 

 令和６年度に各実施機関で作成された文書フォルダは 111,600 件である。そ

の内訳は表１のとおりである。 

 令和５年度以前に各実施機関で作成され現在保有されている保存文書の保存

箱数は 10,942 箱である。各実施機関の保存文書の内訳は表２のとおりである。 

また、旧市町村文書のうち、歴史公文書評価選別を未実施の保存箱数は約 370

箱であり内訳（保存箱以外を含む）は表３のとおりである。 

 

表１ 行政文書の発生数（令和６年度末廃棄済分を含む） 

実施機関名 件数（フォルダ） 

市長 56,321 

公平委員会 55 

固定資産評価審査委員会 20 

教育委員会 10,442 

学校 36,180 

消防本部 2,823 

議会 590 

選挙管理委員会 478 

監査委員 115 

農業委員会 279 

水道事業 1,965 

下水道事業 2,332 

合計 111,600 
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表２ 保有文書量 

（平均的な文書保存箱サイズ：幅 410mm×奥 320mm×高 285mm） 

 

 

表３ 旧町村文書保有量 内訳 

（文書保存箱サイズ：幅 410mm×奥 320mm×高 285mm） 

文書発生時の市町

村名 
種類 箱数・件数 

参考概算値 

(fm) 

茎崎町 

※評価選別未実施分 

文書保存箱 287 箱 114.8 

パネル ６点 ― 

計画図書、設計図、図面(筒) 13 件 ― 

つくば市 旧つくば市(平成８年度以前) 83 箱 33.2 

  

保有実施機関名 箱数 
参考概算値 

(fm) 

市長 8,485 3,173.76 

公平委員会 
1  

※法務課保存箱に収納分有り 
0.14 

固定資産評価審査委員会 
0  

※納税課保存箱に収納分有り 
0 

教育委員会 ※学校を除く 821 307.05 

消防本部 346 129.40 

議会 33 12.34 

選挙管理委員会 43 16.08 

監査委員 45 16.83 

農業委員会 87 32.54 

水道事業 390 145.86 

下水道事業 691 258.43 

合計 10,942 4,092.31 
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イ 保存期間満了時の措置の設定状況 

  指針では保存期間満了時の措置は、保存期間が満了するまでのできるだけ

早い時期に設定することとされている。（指針「５ 行政文書の整理」） 

 令和６年度に発生したフォルダのうち、保存期間が満了時の措置を設定済

みとしているものは、71,071 件(92.7%)となっている。実施機関ごとの内訳

は表４のとおりである。 

 

表４                     (単位：フォルダ、％） 

実施機関名 
設定済 

未設定 
移管 廃棄 

市長 2,040 
(3.6%) 

50,247 
(89.2%) 

4,039 
(7.2%) 

公平委員会 2 
(3.6%) 

38 
(69.1%) 

15 
(27.3.%) 

固定資産評価審査委員会 1 
(6.7%) 

14 
(93.3%) 

0 
(0.0%) 

教育委員会 

※学校を除く 

123 
(1.2%) 

9,254 
(88.6%) 

1,065 
(10.2%) 

消防本部 12 
(0.4%) 

2,553 
(90.4%) 

258 
(9.1%) 

議会 11 
(1.9%) 

554 
(93.9%) 

25 
(4.2%) 

選挙管理委員会 8 
(1.7%) 

454 
(95.0%) 

16 
(3.3%) 

監査委員 2 
(1.7%) 

104 
(90.4%) 

9 
(7.8%) 

農業委員会 17 
(6.1%) 

257 
(92.1%) 

5 
(1.8%) 

水道事業 73 
(3.7%) 

1,810 
(92.1%) 

82 
(4.2%) 

下水道事業 38 
(1.6%) 

2,192 
(94.0%) 

102 
(4.4%) 

合計 2,341 

(3.1%) 

68,730 

(89.6%) 

5,630 

(7.3%) 
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ウ 保存期間が満了した文書フォルダの移管・廃棄の状況 

 令和６年度保存期間を満了した文書約 10 万 2 千件のうち、保存期間満了

時の措置として移管されることとなった文書は 1,498 件である。令和６年

度保存期間満了文書の移管及び廃棄件数の内訳は【別紙４-２】を参照。 

 このほかに、幼稚園から 6 冊の学籍の記録が移管された。また、旧市町

村文書は 470 冊移管された。【資料４-３】 

 判断に当たってはつくば市公文書管理推進会議において有識者等へ意見

を求め、最終的な決定を行っている。 

 

エ 文書管理に係る研修の実施状況 

職員一人一人が高い意識の下、公文書管理法の趣旨を踏まえ適正な文書

管理を行うためには、文書管理に関する知識及び技能を習得させ、又は向

上させるための研修の実施が不可欠であるとされている。 

研修の実施状況は【資料４-４】のとおりである。 

令和６年度の研修は、主に動画を用いたオンライン研修を実施した。文

書管理主任研修及び係長研修については、動画研修のほかに知識の定着を

狙いとしたグループワークを取り入れた対面研修を実施した。研修実施後

は、新規採用職員は研修レポートの提出、その他の職員に対しては効果測

定問題の提出を課した。 

研修の教材はイントラネット上に設置された電子書庫に掲載し、対象職

員以外の視聴も常時可能とした。また、ネット環境の整わない施設等の職

員や在宅勤務中の受講を可能とするため、希望により動画を収録したＤＶ

Ｄの貸し出しを行った。 

このほかに、保育所職員向けに対面でシステム操作説明を伴う文書管理

研修を実施した。保育所 22 か所から各 2 名程度が参加した。 

 

オ 点検・監査の実施状況 

指針では、文書管理責任者は、所掌事務に係る行政文書の管理状況につ

いて、少なくとも毎年度一回点検を行うこととしている。また、総括文書

管理責任者は、行政文書の管理状況について、毎年度計画的に監査を行う

こととしている。 

 

(ア) 自己点検 

   期間 令和６年６月３日から令和６年６月 28 日まで 

   対象 全庁 

   点検内容 【資料４-５】事前点検表に基づく点検 

   点検者 文書管理主任及び文書取扱員の立ち合いのもと担当職員が
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実施する。 

 

(イ) 行政文書の管理状況の監査 

庁内の部署８か所及び出先機関７か所の計 15 部署を対象として総務

課による監査を行った。 

おおむね良好であったが、一部の部署において文書分類において、保

存年限が適切でない、歴史公文書の設定がされていない、継続文書に該

当しないものが継続文書とされている事例などがあり、改善を求めた。 

 

   実施期間 令和６年９月 26 日から令和６年１2 月 20 日まで 

対象 15 部署（危機管理課、人事課、科学技術戦略課、資産税課、産業

振興課、会計事務局、消防総務課、農業行政課、つくば駅前市民

窓口センター、つくば市民センター、谷田部保健センター、九重

児童館、桜南保育所、二の宮幼稚園、東幼稚園） 

 

カ 行政文書ファイル等の紛失等の状況 

令和６年度は、行政文書の紛失・誤廃棄は生じていない。 

 

(2) 特定歴史公文書等に関する事項 

ア 保存状況（特定歴史公文書等の数等） 

令和６年度末における特定歴史公文書等の保有数（旧市町村からの移管分

を除く）は、9,540 件である。現在は市長へ移管されており、移管元の実施

機関ごとの件数は表５-１のとおりである。 

また、旧市町村文書のうち、評価選別を終え特定歴史公文書として保有し

ているものは 1,663 件である。文書の発生元である旧市町村ごとの内訳件数

は表５-２のとおりである。 

特定歴史公文書等の利用提供方法については、現在も検討中である。 
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表５-１ 特定歴史公文書等の保有数（つくば市） 

移管元実施機関名 件数 

市長 7,713 

公平委員会 7 

固定資産評価審査委員会 39 

教育委員会 950 

学校 0 

消防本部 26 

議会 195 

選挙管理委員会 0 

監査委員 4 

農業委員会 9 

水道事業 135 

下水道事業 462 

合計 9,540 

 

表５-２ 特定歴史公文書等の保有数（旧市町村分） 

文書発生時の市町村名 件数 

筑波町 326 

大穂町 459 

豊里町 125 

谷田部町 253 

桜村 217 

茎崎町 258 

旧つくば市 25 

合計 1,663 
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５ 公文書等の管理に係る例規等の制定又は改廃の状況 

  公文書等の管理に係る例規等は表６のとおりであり、令和６年度には新たな

例規は制定されていない。改正は２件あり、公文書等の管理に関する改正とし

ては、「文書事務の手引」において文書管理システムの改修に伴う様式の変

更、書庫の移転に伴う保存文書の利用方法の変更、法改正により生じた文言の

改正などを行った。 

 

 表６ 

名称 制定又は改廃 

つくば市公文書等管理指針（平成 30 年４月施行） 該当なし 

つくば市行政文書管理規程（平成 31 年つくば市訓

令第 1 号） 

該当なし 

文書事務の手引 令和７年２月３日改訂 

つくば市水道事業及び下水道事業行政文書管理規

程(令和２年水道事業及び下水道事業管理規程第３

号) 

該当なし 

つくば市教育局処務規程(昭和 62 年つくば市教育

委員会訓令第５号） 

該当なし 

つくば市議会事務局処務規程（昭和 62 年議会訓令

第２号） 

該当なし 

つくば市選挙管理委員会処務規程（昭和 63 年選挙

管理委員会規程第 2 号） 

令和６年４月９日改正 

つくば市監査委員事務局処務規程（昭和 63 年監委

訓令第 2 号） 

該当なし 

 



保存
期間

継続
区分

発生年度 移管区分 市長 公平委員会
固定資産評価
審査委員会

教育委員会 消防本部 議会
選挙管理
委員会

監査委員 農業委員会 水道事業 下水道事業 合計 学校
※評価選別未実施

移管 102 0 0 17 7 0 0 0 0 4 133 263 0

廃棄 2,191 0 0 39 61 3 2 1 10 137 115 2,559 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407

移管 288 1 0 50 0 0 0 0 0 1 9 349 0

廃棄 15,377 1 0 2,284 681 49 13 74 102 626 595 19,802 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,746

移管 155 1 0 13 0 0 0 0 0 7 5 181 0

廃棄 7,042 7 0 1,021 704 218 39 2 44 98 105 9,280 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,559

移管 73 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1 90 0

廃棄 16,139 0 0 3,930 904 112 37 15 70 495 223 21,925 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,709

移管 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

廃棄 542 0 0 187 95 3 2 10 0 40 10 889 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,688

移管 73 0 0 6 0 28 0 0 0 0 2 109 0

廃棄 381 0 0 66 16 2 0 0 0 6 16 487 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

移管 305 0 10 56 0 0 0 4 0 2 5 382 0

廃棄 4,485 0 22 295 17 20 0 2 6 91 56 4,994 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280

移管 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 42 0

廃棄 1,637 3 0 47 12 13 2 1 7 15 4 1,741 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

移管 34 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 43 0

廃棄 1,449 0 0 769 23 40 1 2 5 56 4 2,349 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121

移管 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 31 0

廃棄 1,432 0 0 67 4 0 207 3 1 93 1 1,808 0

検討中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302

移管小計 1,075 2 10 197 7 28 0 4 0 15 155 1,493 0

廃棄小計 50,786 11 22 8,720 2,515 463 303 110 245 1,657 1,132 65,964 0

検討中小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,900

総計 51,861 13 32 8,917 2,522 491 303 114 245 1,672 1,287 67,457 34,900

５年 単年度
令和元年
(2019年)

令和６年度保存期間満了時の措置内訳

令和7年3月31日時点

10年 単年度
平成26年
(2014年)

３年 単年度
令和３年
(2021年)

１年 単年度
令和５年
(2023年)

年度内 単年度
令和６年
(2024年)

10年 継続
平成25年以前
(2013年以前)

５年 継続
平成30年以前
(2018年以前)

３年 継続
令和２年以前
(2020年以前)

１年 継続
令和４年以前
(2022年以前)

今年度ま
で継続

継続
令和５年

(2023年以前)
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大穂町引継分　459件

№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

1 明治22年　大穂村会議事録 明治22年 明治22年 永年 大穂村 簿冊

2 明治25年　大穂村会議事録 明治25年 明治25年 永年 大穂村 簿冊

3 明治25年～昭和7年　町村吏員調控綴 明治25年 昭和7年 永年 大穂村 簿冊

4
明治26年　歳出入精算表　明治27年　議事録及議
決書予算表

明治27年 明治27年 永年 大穂村 簿冊

5 管内官有地調 明治27年 明治38年 永年 大穂村 簿冊

6 財産原簿並関係綴 明治27年 昭和8年 永年 大穂村 簿冊

7 明治29年　大穂村会議事録及議決書綴 明治29年 明治29年 永年 大穂村 簿冊

8 明治31年　大穂村会議事録及議決書綴 明治31年 明治31年 永年 大穂村 簿冊

9 明治33年　村会ニ関スル綴 明治33年 明治33年 永年 大穂村 簿冊

10 明治34年　村会ニ関スル綴 明治34年 明治34年 永年 大穂村 簿冊

11 財産原簿 明治35年 昭和7年 永年 大穂村 簿冊

12 明治36年　村会関係綴 明治36年 明治36年 永年 大穂村 簿冊

13 明治38年　村会議事録 明治38年 明治38年 永年 大穂村 簿冊

14 明治39年　村会議事録綴 明治39年 明治39年 永年 大穂村 簿冊

15 明治41年　村会書類 明治41年 明治41年 永年 大穂村 簿冊

16 明治42年～大正15年　歳入出決算書綴 明治42年 大正15年 永年 大穂村 簿冊

17 明治44年　上申報告綴 明治44年 明治44年 永年 大穂村 簿冊

18 明治45年～大正元年　村会書類 明治45年 大正元年 永年 大穂村 簿冊

19 大正元年～大正12年　衆議院議員選挙人名簿 大正元年 大正12年 永年 大穂村 簿冊

20 大正2年　村会要書 大正2年 大正2年 永年 大穂村 簿冊

令和７年度　歴史公文書移管表（旧市町村分）

（大穂町：P1-P23、旧つくば市：P23）

資料４－３
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

21 大正3年　村会議事録 大正3年 大正3年 永年 大穂村 簿冊

22 大正4年　村会関係書綴 大正4年 大正4年 永年 大穂村 簿冊

23 吏員事務担当書留 大正5年 昭和18年 永年 大穂村 簿冊

24 日計表 大正5年 大正5年 永年 大穂村 簿冊

25 大正6年　村会関係綴 大正6年 大正6年 永年 大穂村 簿冊

26 大正6年～昭和2年　県会議員選挙人名簿 大正6年 昭和2年 永年 大穂村 簿冊

27 大正7年　村会関係綴 大正7年 大正7年 永年 大穂村 簿冊

28 大正7年～昭和7年　担当主任者事務報告書綴 大正7年 昭和7年 永年 大穂村 簿冊

29 大正8年　村会関係綴 大正8年 大正8年 永年 大穂村 簿冊

30 大正8年　郡会議員選挙人名簿 大正8年 大正8年 永年 大穂村 簿冊

31 大正8年～大正9年　文書発送処理簿 大正8年 大正9年 永年 大穂村 簿冊

32
大正9年～昭和12年　役場吏員・使丁報酬給料支給
簿

大正9年 昭和12年 永年 大穂村 簿冊

33 大正9年～大正15年　歳入出決算書綴 大正9年 大正15年 永年 大穂村 簿冊

34 大穂村道認定路線 大正10年 大正10年 永年 大穂村 簿冊

35 大正11年　村会関係書綴 大正11年 大正11年 永年 大穂村 簿冊

36 大正12年　村会関係綴 大正12年 大正12年 永年 大穂村 簿冊

37 大正13年　大穂村会議事録 大正13年 大正13年 永年 大穂村 簿冊

38 大正14年　大穂村会議事録 大正14年 大正14年 永年 大穂村 簿冊

39 大正15年　大穂村会議事録 大正15年 大正15年 永年 大穂村 簿冊

40
昭和3年　衆議院議員・村会議員選挙人名簿調整ニ
関スル綴

昭和3年 昭和3年 永年 大穂村 簿冊

41 昭和4年　大穂村会議決書綴 昭和4年 昭和4年 永年 大穂村 簿冊

42 昭和4年～昭和6年　大穂村会会議録 昭和4年 昭和6年 永年 大穂村 簿冊
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

43 昭和4年～昭和11年　上申報告綴 昭和4年 昭和11年 永年 大穂村 簿冊

44
昭和4年～昭和9年　北条町外一町九ヶ村療養所組
合綴

昭和4年 昭和9年 永年 大穂村 簿冊

45 昭和4年～昭和8年　予算書綴 昭和4年 昭和8年 永年 大穂村 簿冊

46 昭和5年　大穂村会議決書綴 昭和5年 昭和5年 永年 大穂村 簿冊

47 昭和6年　大穂村会議決書綴 昭和6年 昭和6年 永年 大穂村 簿冊

48 昭和6年～昭和17年　予算書綴 昭和6年 昭和17年 永年 大穂村 簿冊

49 昭和6年　諸契約書綴 昭和6年 昭和9年 永年 大穂村 簿冊

50 昭和7年　村会関係綴 昭和7年 昭和7年 永年 大穂村 簿冊

51 昭和7年　大穂村会議決書 昭和7年 昭和7年 永年 大穂村 簿冊

52 昭和7年～昭和8年　大穂村会会議録綴 昭和7年 昭和8年 永年 大穂村 簿冊

53 昭和7年～昭和8年　町村長会関係綴 昭和7年 昭和8年 永年 大穂村 簿冊

54 昭和7年～昭和8年　陳情受付簿 昭和7年 昭和8年 永年 大穂村 簿冊

55 昭和7年～昭和14年　決算書綴 昭和7年 昭和14年 永年 大穂村 簿冊

56 樋管工事ニ関スル綴 昭和7年 昭和14年 永年 大穂村 簿冊

57 昭和8年　大穂村会議書綴 昭和8年 昭和8年 永年 大穂村 簿冊

58 昭和8年～昭和12年　予算書綴 昭和8年 昭和12年 永年 大穂村 簿冊

59 昭和9年～10年　大穂村会会議録綴 昭和9年 昭和10年 永年 大穂村 簿冊

60 昭和9年～昭和11年　村会関係継続事業綴 昭和9年 昭和11年 永年 大穂村 簿冊

61 昭和10年　大穂村会決議書綴 昭和10年 昭和10年 永年 大穂村 簿冊

62 昭和11年　大穂村会決議書綴 昭和11年 昭和11年 永年 大穂村 簿冊

63 昭和11年～昭和14年　大穂村会会議録綴 昭和11年 昭和14年 永年 大穂村 簿冊

64 昭和12年　大穂村会決議書綴 昭和12年 昭和12年 永年 大穂村 簿冊
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

65 昭和12年～昭和18年　予算書綴 昭和12年 昭和18年 永年 大穂村 簿冊

66 昭和13年　大穂村会議決書綴 昭和13年 昭和13年 永年 大穂村 簿冊

67 昭和13年～昭和14年　予算書綴 昭和13年 昭和14年 永年 大穂村 簿冊

68 昭和14年～昭和15年　大穂村会議決書綴 昭和14年 昭和15年 永年 大穂村 簿冊

69 昭和15年～昭和23年　大穂村会会議録綴 昭和15年 昭和23年 永年 大穂村 簿冊

70 昭和15年～昭和22年　決算書綴 昭和15年 昭和22年 永年 大穂村 簿冊

71 昭和17年～昭和19年　大穂村会議決書綴 昭和17年 昭和19年 永年 大穂村 簿冊

72 昭和18年～昭和21年　戦没者並村葬関係綴 昭和18年 昭和21年 永年 大穂村 簿冊

73 昭和18年～昭和23年　予算書綴 昭和18年 昭和23年 永年 大穂村 簿冊

74 昭和19年～昭和34年　会計関係綴 昭和19年 昭和34年 永年 大穂村 簿冊

75 昭和20年～昭和24年　大穂村会議決書綴 昭和20年 昭和24年 永年 大穂村 簿冊

76 吉沼村職員給与関係綴 昭和21年 昭和31年 永年 大穂村 簿冊

77 昭和24年～昭和28年　大穂村会会議録綴 昭和24年 昭和28年 永年 大穂村 簿冊

78 昭和25年～昭和27年　大穂村会議決書綴 昭和25年 昭和27年 永年 大穂村 簿冊

79 昭和25年～昭和51年　登記関係綴 昭和25年 昭和51年 永年
大穂村／大

穂町
簿冊

80 昭和26年～昭和31年　諸請願書綴 昭和26年 昭和31年 永年
大穂村／大

穂町
簿冊

81 昭和27年　大穂村会議決書綴 昭和27年 昭和28年 永年 大穂村 簿冊

82 特別会計領収書綴 昭和27年 昭和28年 永年 吉沼村 簿冊

83 昭和28年　大穂町会議決書綴 昭和28年 昭和28年 永年 大穂町 簿冊

84 昭和28年　町村合併関係綴 昭和28年 昭和28年 永年 大穂町 簿冊

85 昭和28年～昭和39年　諸契約関係綴 昭和28年 昭和39年 永年 大穂町 簿冊

86 昭和29年　大穂町会議決書綴 昭和29年 昭和29年 永年 大穂町 簿冊
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

87 昭和29年～昭和30年　大穂町会会議録綴 昭和29年 昭和30年 永年 大穂町 簿冊

88 昭和29年～昭和30年　議会関係綴 昭和29年 昭和30年 永年 大穂町 簿冊

89 第一保育所租税特別措置法申立書 昭和29年 昭和47年 永年 大穂町 綴

90 事務引継書綴 昭和29年 昭和51年 永年 大穂町 簿冊

91 昭和30年　大穂町会議決書綴 昭和30年 昭和30年 永年 大穂町 簿冊

92 昭和30年　町村合併関係綴 昭和30年 昭和30年 永年 大穂町 簿冊

93 昭和30年　町村合併関係申請書綴 昭和30年 昭和30年 永年 大穂町 簿冊

94 契印簿 昭和30年 昭和33年 永年 大穂町 簿冊

95 昭和31年　大穂町会議決書綴 昭和31年 昭和32年 永年 大穂町 簿冊

96 昭和31年～昭和35年　陳情請願書綴 昭和31年 昭和35年 永年 大穂町 簿冊

97 昭和31年～昭和45年　指令所綴 昭和31年 昭和45年 永年 大穂町 簿冊

98 昭和31年～昭和39年　町村合併関係綴 昭和31年 昭和39年 永年 大穂町 簿冊

99 昭和32年　大穂町会議決書綴 昭和32年 昭和33年 永年 大穂町 簿冊

100 昭和32年～昭和40年　大穂町議会会議録 昭和32年 昭和40年 永年 大穂町 簿冊
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

101 昭和32年　議会関係綴 昭和32年 昭和32年 永年 大穂町 簿冊

102 大穂町町村合併祝賀式協賛会員等関係綴 昭和32年 昭和32年 永年 大穂町 簿冊

103 町村財政調査書 昭和32年 昭和33年 永年 大穂町 簿冊

104 昭和33年　大穂町会議決書綴 昭和33年 昭和34年 永年 大穂町 簿冊

105 昭和33年度　議会関係綴 昭和33年 昭和34年 永年 大穂町 簿冊

106 昭和33年～昭和34年　役場庁舎建築関係書綴 昭和33年 昭和33年 永年 大穂町 簿冊

107 昭和34年　大穂町会議決書綴 昭和34年 昭和35年 永年 大穂町 簿冊

108 昭和34年　議会関係綴 昭和34年 昭和34年 永年 大穂町 簿冊

109 財産区に関する事務提要 昭和34年 昭和36年 永年 大穂町 簿冊

110 大穂町役場庁舎新築記念写真 昭和34年 昭和34年 永年 大穂町 写真

111 昭和35年　大穂町会議決書綴 昭和35年 昭和36年 永年 大穂町 簿冊

112
第10回茨城県消防ポンプ操作競技土浦地方大会賞
状

昭和35年 昭和35年 永年 大穂町 賞状

113 昭和36年　議会関係綴 昭和36年 昭和37年 永年 大穂町 簿冊

114 昭和36年～昭和39年　陳情請願書綴 昭和36年 昭和39年 永年 大穂町 簿冊

115 昭和37年　議会関係綴 昭和37年 昭和38年 永年 大穂町 簿冊

116 狂犬病予防事業に関する感謝状 昭和37年 昭和37年 永年 大穂町 賞状

117 昭和38年　議会関係綴 昭和38年 昭和39年 永年 大穂町 簿冊

118 昭和39年　議会関係綴 昭和39年 昭和40年 永年 大穂町 簿冊

119 昭和39年～昭和40年　大穂町会会議録綴 昭和39年 昭和40年 永年 大穂町 簿冊

120 昭和39年～昭和48年　諸契約関係綴 昭和39年 昭和48年 永年 大穂町 簿冊

121 昭和40年　議会関係綴 昭和40年 昭和40年 永年 大穂町 簿冊

122 昭和40年～昭和42年　大穂町議会会議録 昭和40年 昭和42年 永年 大穂町 簿冊
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

123 昭和40年　大穂町議会関係綴 昭和40年 昭和40年 永年 大穂町 簿冊

124 昭和40年～昭和41年　議会記録簿 昭和40年 昭和41年 永年 大穂町 簿冊

125 昭和40年～昭和47年　陳情請願書綴 昭和40年 昭和47年 永年 大穂町 簿冊

126 昭和41年　議会関係綴 昭和41年 昭和41年 永年 大穂町 簿冊

127 昭和41年　大穂町会議決書綴 昭和41年 昭和42年 永年 大穂町 簿冊

128 昭和41年～昭和42年　議会記録簿 昭和41年 昭和42年 永年 大穂町 簿冊

129 昭和41年～昭和52年　請願陳情書綴 昭和41年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

130 委員選任承諾書綴 昭和41年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

131 道路維持保全に関する感謝状 昭和41年 昭和41年 永年 大穂町 賞状

132 昭和42年　大穂町会議決書綴 昭和42年 昭和43年 永年 大穂町 簿冊

133 昭和42年～昭和53年　請願書受付簿 昭和42年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

134 行政苦情業務に関する感謝状 昭和42年 昭和42年 永年 大穂町 賞状

135 昭和43年　議会関係綴 昭和43年 昭和44年 永年 大穂町 簿冊

136 昭和43年　大穂町会議決書綴 昭和43年 昭和43年 永年 大穂町 簿冊

137 昭和43年～昭和45年　大穂町議会会議録 昭和43年 昭和45年 永年 大穂町 簿冊

138 昭和43年　議会記録簿 昭和43年 昭和43年 永年 大穂町 簿冊

139 町葬関係綴 昭和43年 昭和43年 永年 大穂町 簿冊

140 広報大穂　第48号～第109号 昭和43年 昭和56年 永年 大穂町 冊子

141 昭和44年　議会関係綴 昭和44年 昭和44年 永年 大穂町 簿冊

142 昭和44年　大穂町会議決書綴 昭和44年 昭和44年 永年 大穂町 簿冊

143 吉沼中学校校舎増築陳情書 昭和44年 昭和44年 永年 大穂町 簿冊

144 公印台帳 昭和44年 昭和59年 永年 大穂町 綴
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145 昭和45年　議会関係綴 昭和45年 昭和45年 永年 大穂町 簿冊

146 昭和45年　大穂町会議決書綴 昭和45年 昭和45年 永年 大穂町 簿冊

147 譲渡契約書関係綴 昭和45年 昭和45年 永年 大穂町 簿冊

148 昭和46年　議会関係綴 昭和46年 昭和47年 永年 大穂町 簿冊

149 昭和46年　大穂町会議決書綴 昭和46年 昭和46年 永年 大穂町 簿冊

150 昭和46年～昭和47年　大穂町議会会議録 昭和46年 昭和47年 永年 大穂町 簿冊

151 昭和47年　議会関係綴 昭和47年 昭和47年 永年 大穂町 簿冊

152 昭和47年　大穂町会議決書綴 昭和47年 昭和47年 永年 大穂町 簿冊

153 老人福祉センター敷地買収関係綴 昭和47年 昭和47年 永年 大穂町 簿冊

154 昭和48年　議会関係綴 昭和48年 昭和48年 永年 大穂町 簿冊

155 昭和48年　大穂町会議決書綴 昭和48年 昭和48年 永年 大穂町 簿冊

156 昭和48年　大穂町議会会議録 昭和48年 昭和49年 永年 大穂町 簿冊

157 昭和48年　大穂町議会会議録 昭和48年 昭和49年 永年 大穂町 簿冊

158 昭和48年～昭和52年　陳情請願書綴 昭和48年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

159 町政施行20周年記念事業関係綴 昭和48年 昭和48年 永年 大穂町 綴

160 大穂町町制執行二十周年記念町民大運動会記念 昭和48年 昭和48年 永年 大穂町 写真

161 農業用地等集団化事業に関する表彰状 昭和48年 昭和48年 永年 大穂町 賞状

162 昭和49年　議会関係綴 昭和49年 昭和49年 永年 大穂町 簿冊

163 昭和49年　大穂町会議決書綴 昭和49年 昭和49年 永年 大穂町 簿冊

164 昭和49年　大穂町議会関係綴 昭和49年 昭和49年 永年 大穂町 簿冊

165 昭和49年～昭和52年　諸契約関係綴 昭和49年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

166 社資増強推進運動に関する感謝状 昭和49年 昭和49年 永年 大穂町 賞状

8



№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

167 昭和50年　議会関係綴 昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 簿冊

168 昭和50年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 簿冊

169 昭和50年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 簿冊

170 昭和50年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 簿冊

171 昭和50年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 簿冊

172 昭和50年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和50年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

173 昭和50年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和50年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

174
昭和48年度　大穂町歳入歳出決算書綴（昭和50年3
月28日原案承認）

昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 簿冊

175 物品不用処分調書綴 昭和50年 昭和56年 永年 大穂町 綴

176 桜川行政界図 昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 簿冊

177 昭和50年～昭和51年　88歳以上老人訪問記念 昭和50年 昭和51年 永年 大穂町 写真

178
昭和50年～昭和54年　88歳以上老人訪問記念ネガ
集

昭和50年 昭和54年 永年 大穂町 写真

179 献血事業に関する感謝状 昭和50年 昭和50年 永年 大穂町 賞状

180 昭和51年　議会関係綴 昭和51年 昭和51年 永年 大穂町 簿冊

181 昭和51年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

182 昭和51年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

183 昭和51年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

184 昭和51年　第3回大穂町議会臨時会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

185 昭和51年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

186 昭和51年　第4回大穂町議会臨時会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

187 昭和51年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

188 昭和51年　第5回大穂町議会臨時会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊
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189 昭和51年　第6回大穂町議会臨時会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

190 昭和51年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

191 筑波大学検診関係書類綴 昭和51年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

192 筑波町・大穂町行政界案内図 昭和51年 昭和51年 永年 大穂町 図面

193 昭和51年～昭和57年　登記関係綴 昭和51年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

194 土地売渡承諾書綴 昭和51年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

195 母子衛生の健康管理に関する感謝状 昭和51年 昭和51年 永年 大穂町 賞状

196 茨城県竿頭綬表彰状 昭和51年 昭和51年 永年 大穂町 賞状

197 昭和52年　議会関係綴 昭和52年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

198 昭和52年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和52年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

199 昭和52年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和52年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

200 昭和52年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和52年 昭和52年 永年 大穂町 簿冊

201 昭和52年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和52年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

202 昭和52年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和52年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

203 昭和52年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和52年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

204 昭和52年～昭和53年　請願書陳情書綴 昭和52年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

205 大字・字区域変更について 昭和52年 昭和52年 永年 大穂町 枚

206 昭和52年～昭和54年　88歳以上老人訪問記念 昭和52年 昭和54年 永年 大穂町 写真

207 茨城県ばら賞褒状 昭和52年 昭和52年 永年 大穂町 賞状

208 集団献血事業に関する感謝状 昭和52年 昭和52年 永年 大穂町 賞状

209 昭和53年　議会関係綴 昭和53年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

210 昭和53年　大穂町議会議事録綴 昭和53年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

10



№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

211 昭和53年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和53年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

212 昭和53年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和53年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

213 昭和53年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和53年 昭和53年 永年 大穂町 簿冊

214 昭和53年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和53年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

215 昭和53年　第3回大穂町議会臨時会関係綴 昭和53年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

216 昭和53年　第4回大穂町議会臨時会関係綴 昭和53年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

217 昭和53年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和53年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

218 昭和53年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和53年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

219 昭和53年～昭和56年　陳情請願書綴 昭和53年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

220 親展文書綴 昭和53年 昭和53年 永年 大穂町 綴

221 昭和53年～昭和54年　諸契約関係綴 昭和53年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

222 昭和54年　議会関係綴 昭和54年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

223 昭和54年　大穂町議会議事録綴 昭和54年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

224 昭和54年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和54年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

225 昭和54年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和54年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

226 昭和54年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和54年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

227 昭和54年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和54年 昭和54年 永年 大穂町 簿冊

228 昭和54年　第3回大穂町議会臨時会関係綴 昭和54年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

229 昭和54年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和54年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

230 昭和54年　第4回大穂町議会臨時会関係綴 昭和54年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

231 昭和54年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和54年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

232 大穂町教育施設合同竣工式記念 昭和54年 昭和54年 永年 大穂町 写真
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233 昭和55年　議会関係綴 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

234 昭和54年12月～昭和55年3月　大穂町議会会議録 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

235 昭和55年6月～7月　大穂町議会会議録 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

236 昭和55年9月～12月　大穂町議会会議録 昭和55年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

237 昭和55年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

238 昭和55年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

239 昭和55年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

240 昭和55年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 簿冊

241 昭和55年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和55年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

242 昭和55年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和55年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

243 昭和55年～昭和62年　請願書受付簿 昭和55年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

244 塚本県議会議長就任祝賀会関係綴 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 綴

245 町民運動会関係綴 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 綴

246 昭和55年～昭和57年　諸契約関係綴 昭和55年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

247 大穂町佐集成図 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 図面

248 大穂町玉取集成図 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 図面

249 大穂町大曾根集成図 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 図面

250 大穂町吉沼集成図 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 図面

251 大穂町若森集成図 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 図面

252 昭和55年～昭和57年　88歳以上老人訪問記念 昭和55年 昭和57年 永年 大穂町 写真

253
昭和55年～昭和61年　88歳以上老人訪問記念ネガ
集

昭和55年 昭和61年 永年 大穂町 写真

254 大穂町立吉沼公民館及び支所竣工記念 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 写真
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255
塚本育造先生第72代茨城県議会議長就任祝賀会記
念

昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 写真

256 西高野山林の不発爆弾除去作業 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 写真

257 町村合併二十五周年記念大穂町民大運動会 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 写真

258 国民年金事業推進に関する感謝状 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 賞状

259 個人県民税納税に関する感謝状 昭和55年 昭和55年 永年 大穂町 賞状

260 昭和56年　議会関係綴 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

261 昭和56年3月　大穂町議会会議録 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

262 昭和56年6月～12月　大穂町議会会議録 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

263 昭和56年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

264 昭和56年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

265 昭和56年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

266 昭和56年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

267 昭和56年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

268 昭和56年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

269
スパイ防止法制定促進に関する要望書並びに意見
書提出の御依頼について

昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴

270 郵便貯金の現行制度存続に関する請願 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

271
「金融の分野における官業の在り方に関する懇談
会」報告の早期実現を求める意見書提出に関する
請願書

昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴

272 地方議会議長名による請願の取扱いについて 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴

273 地方議会議長名による請願の取扱いについて 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴

274 農地の固定資産税に関する請願 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 簿冊

275
日本農業再建・食料自給率向上のための食管制度
拡充を求める請願署名

昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴

276
「憲法を改め時代を刷新する」（改憲刷新）運動
に御理解を

昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

277 要請書 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 枚

278
昭和五十六年産生産者米・麦価の引き上げ、なら
びに飼料専用米を転作々物に指定し奨励金を交付
することをもとめる議会決議に関する陳情書

昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 枚

279 商工会館建築に関する要望者 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 枚

280 感謝状 昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 枚

281
朝鮮の自主的平和統一実現のための高麗民主連邦
共和国創立方案を支持する議会決議についての請
願

昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴

282
「韓半島自主統一への南北最高責任者相互訪問実
現」支持決議要請

昭和56年 昭和56年 永年 大穂町 綴

283 旧大穂町役場 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 写真

284 大穂町庁舎竣工記念　その１ 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 写真

285 大穂町庁舎竣工記念　その２ 昭和56年 昭和57年 永年 大穂町 写真

286 昭和57年　議会関係綴 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

287 昭和57年3月～6月　大穂町議会会議録 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

288 昭和57年7月～12月　大穂町議会会議録 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

289 昭和57年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

290 昭和57年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

291 昭和57年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和57年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

292 昭和57年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和57年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

293 昭和57年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和57年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

294 昭和57年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和57年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

295
老人保健法案の廃案を求める意見書提出に関する
陳情書

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

296
軍事費と大企業向け優遇措置を削って国民本位の
行財政改革・大幅減税について政府に対し意見書
提出を求める陳情書

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

297 たばこ専売制度維持に関する請願書 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

298 合併推進協議会設立及び推進助成費の援助要請 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

299
大穂市町村本年度要援護老人対策事業のうち、あ
ん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸サービス事業実
施に関する陳情

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

300
第9次道路整備五箇年計画の策定に関する決議につ
いて（要望）

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

301
「被爆者援護法の即時制定」および「日本非核三
原則」の堅持についての決議要請

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

302
筑波研究学園都市における研究環境等の整備に関
する要望について

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

303
北朝鮮帰還の日本人妻の安否調査及び里帰りに関
する意見書提出についての陳情書

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

304 大穂町商工会館建設に伴う陳情依頼について 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

305 市町村社会福祉協議会の法制化に関する請願 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

306 大穂町指定金融機関の指定申請書 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

307 指定金融機関指定に関する願書 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 簿冊

308 合併後の農協育成費の援助要請について 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚

309
大穂町中央農業協同組合大曾根事業所事務所借用
方要請について

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚

310
人事院勧告完全実施に関する意見書提出を求める
請願書

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚

311
臨調行革と人勧凍結粉砕の全国統一行動について
（要請）

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚

312 優生保護法改正に関する要請書 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚

313 優生保護法改正に関する要望書 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚

314 靖国神社公式参拝実現についての請願 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 枚

315
筑波研究学園都市関係町村の早期合併の実現につ
いて

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

316 旧役場庁舎借用陳情について 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

317 優生保護法改正に反対する請願 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

318 大穂町集成図前野地区 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 図面

319 大穂町集成図篠崎地区 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 図面

320 大穂町集成図長高野地区 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 図面
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321 広報大穂　第110号～第159号 昭和57年 昭和60年 永年 大穂町 冊子

322 慰霊碑除幕式写真集 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 写真

323 慰霊碑建立に関する礼状等綴 昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 綴

324
昭和57年9月12日台風18号による水防活動に関する
感謝状

昭和57年 昭和57年 永年 大穂町 賞状

325 昭和58年　議会関係綴 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

326 昭和58年1月～3月　大穂町議会会議録 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

327 昭和58年6月～12月　大穂町議会会議録 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

328 昭和58年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

329 昭和58年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

330 昭和58年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

331 昭和58年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

332 昭和58年　第3回大穂町議会臨時会関係綴 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

333 昭和58年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

334 昭和58年　第4回大穂町議会臨時会関係綴 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

335 昭和58年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

336 生命尊重国会議員連盟に関する通知 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 綴

337 優生保護法改正に関する陳情 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 綴

338
筑波メディカルセンター病院建設に伴う建設費助
成に関する請願書

昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 綴

339 「外国人登録法」の改正を求める請願 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 枚

340 陳情書の取り下げについて 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 枚

341
北朝鮮帰還の日本人妻の安否調査及び里帰りに関
する意見書提出についての陳情書

昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 枚

342
「被爆者援護法の即時制定」および「日本非核三
原則」の堅持についての決議要請

昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 綴
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343
筑波研究学園都市における研究環境等の整備に関
する要望について

昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 綴

344 合併促進に関する要請書 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 枚

345

国立病院・療養所の統合・廃止や地方自治体・民
間等への移譲、患者サービス部門の民間下請けに
反対し、国立病院・療養所の拡充・強化を求める
政府への意見書提出についての請願書

昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 枚

346
政府の税制調査会、中期答申の記帳義務等導入反
対に関する要請について

昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 枚

347 大穂町職員人事関係綴 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 簿冊

348 昭和58年度　放送徴収料(1) 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

349 昭和58年度　放送徴収料(2) 昭和58年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

350 筑波学園青年会議所創立に関する感謝状 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 賞状

351 写真集の保存について 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 枚

352 昭和58年～昭和62年　88歳以上老人訪問記念 昭和58年 昭和62年 永年 大穂町 写真

353 来庁者記念記録 昭和58年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

354
大穂町中央公民館並に県民センター建設関係記録
集

昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 写真

355 昭和57年度交通災害共済全戸加入運動表彰状 昭和58年 昭和58年 永年 大穂町 賞状

356 昭和59年3月～12月　大穂町議会会議録 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

357 昭和59年　議会関係綴 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

358 昭和59年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

359 昭和59年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和59年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

360 昭和59年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和59年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

361 昭和59年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和59年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

362 昭和59年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和59年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

363 昭和59年～昭和62年　請願陳情書綴 昭和59年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

364 明戸地区畑地整備事業に関する陳情書 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴
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365 陳情書 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

366

国立病院・療養所の統合・廃止や地方自治体・民
間等への移譲、患者給食部門等の民間下請けに反
対し、国立病院・療養所の拡充・強化を求める政
府への意見書提出についての請願書

昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 簿冊

367 国立医療機関の存続に関する要望書 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 枚

368 県内国立医療機関の存続に対する要望書 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 枚

369
医療保険の抜本改悪に反対し、その充実改善を求
める政府への意見書提出についての陳情書

昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

370
土浦市外十五ヶ町村土地改良区篠崎地区圃場整備
に伴う要望書

昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

371 国鉄運賃値上げ反対の議会決議要請書 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

372 公共投資規模の拡大に関する決議について 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

373
「韓国米の輸入に断固反対し、水田利用再編第三
期対策のみなおし、米・麦価の引き上げ等を要求
する決議」の要請について

昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 枚

374
「被爆者援護法の即時制定」、「日本非核三原
則」の堅持および「憲法擁護・非核平和宣言」に
ついての決議要請

昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 枚

375 被爆被爆者援護法の即時制定についての要請書 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 枚

376
「非核三原則」の堅持「非核・平和宣言」につい
ての要請書

昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

377 「シートベルト着用宣言の町」決議について 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

378 決議事項の達成方について 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 枚

379 昭和59年～昭和61年　決議書綴 昭和59年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

380 老人センター用地の土地収用申請 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 綴

381 昭和59年度　放送徴収料(1) 昭和59年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

382 昭和59年度　放送徴収料(2) 昭和59年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

383 大穂町集成図吉沼地区 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 図面

384 北沢直吉先生顕彰碑除幕式写真集 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 写真

385 第1回大穂町産業文化祭写真 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 写真
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386 母子保健推進活動に関する表彰状 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 賞状

387 農用地集団化事業に関する賞状 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 賞状

388 国民年金事業推進に関する感謝状 昭和59年 昭和59年 永年 大穂町 賞状

389 昭和60年　大穂町議会会議録 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

390 昭和60年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

391 昭和60年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

392 昭和60年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

393 昭和60年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

394 昭和60年　第3回大穂町議会臨時会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

395 昭和60年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

396 昭和60年　第4回大穂町議会臨時会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

397 昭和60年　第5回大穂町議会臨時会関係綴 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

398 昭和60年　第6回大穂町議会臨時会関係綴 昭和60年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

399 昭和60年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和60年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

400 研究学園都市街区案内板他工事写真 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 写真

401 分担金・報告・修繕費徴収簿 昭和60年 昭和61年 永年 大穂町 綴

402 昭和60年度　放送徴収料(1) 昭和60年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

403 昭和60年度　放送徴収料(2) 昭和60年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

404 研究学園都市街区案内板他工事竣工図 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 簿冊

405 つくばEXPO'85（大穂町編） 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 写真

406 TSUKUBA EXPO'85　公式記録写真集 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 冊子

407 町村合併30周年記念（第2回産業文化祭） 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 写真
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

408 昭和59年度交通災害共済全戸加入運動表彰状 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 賞状

409 第28回茨城県農業振興共進会賞状 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 賞状

410 第27回自主番組コンクール賞状 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 賞状

411 国際科学技術博覧会に関する感謝状 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 賞状

412 昭和60年度茨城県土づくり実践コンクール賞状 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 賞状

413 昭和60年度交通災害共済全戸加入運動表彰状 昭和60年 昭和60年 永年 大穂町 賞状

414 昭和61年　大穂町議会会議録 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

415 昭和61年　第1回大穂町議会臨時会関係綴 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

416 昭和61年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

417 昭和61年　第2回大穂町議会臨時会関係綴 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

418 昭和61年　第2回大穂町議会定例会関係綴 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

419 昭和61年　第3回大穂町議会臨時会関係綴 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

420 昭和61年　第3回大穂町議会定例会関係綴 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

421 昭和61年　第4回大穂町議会定例会関係綴 昭和61年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

422 昭和61年　第4回大穂町議会臨時会関係綴 昭和61年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

423 昭和61年　請願書綴 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 簿冊

424 昭和61年度　放送徴収料 昭和61年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

425 昭和61年8月4日台風10号豪雨による災害写真 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 写真

426 水田利用再編対策に関する表彰状 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 賞状

427
昭和61年8月4日台風10号による水防活動に関する
表彰状

昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 賞状

428 第10回全国消防操法大会賞状 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 賞状

429 茨城県ばら賞褒状 昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 賞状
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

430
昭和61年8月4日台風10号による水防活動に関する
表彰状

昭和61年 昭和61年 永年 大穂町 賞状

431 昭和62年　大穂町議会会議録 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

432 昭和62年　第1回大穂町議会定例会関係綴 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

433 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

434 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

435 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

436 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

437 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

438 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

439 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

440 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

441 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

442 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

443 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

444 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

445 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

446 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

447 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

448 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

449 筑波研究学園都市合併に関する請願書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

450 ゴルフ場建設に関する陳情書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

451 ゴルフ場建設に関する陳情書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊
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№ 資料名 作成年代 終了年代
保存
年限

作成
市町村

形態

452 ゴルフ場建設に関する陳情書 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 簿冊

453 昭和62年度　放送徴収料(1) 昭和62年 昭和63年 永年
大穂町／

旧つくば市
簿冊

454 昭和62年度　放送徴収料(2) 昭和62年 昭和63年 永年
大穂町／

旧つくば市
簿冊

455 合併関係広報特集号 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 綴

456 食生活改善運動に関する表彰状 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 賞状

457
昭和61年8月4日台風10号による水防活動に関する
表彰状

昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 賞状

458 昭和61年度住民基本台帳移動報告表彰状 昭和62年 昭和62年 永年 大穂町 賞状

459 吉沼村吏員役員名簿 年代不明 年代不明 永年 吉沼村 簿冊

460 大穂村吏員名誉職台帳 年代不明 年代不明 永年 大穂村 簿冊

461 筑波町大字北条・泉(縮尺1/3000) 年代不明 年代不明 永年 大穂町 図面

旧つくば市（大穂庁舎保管分）　11件

1 昭和62年度　放送徴収料(1) 昭和62年 昭和63年 永年
大穂町／

旧つくば市
簿冊

2 昭和62年度　放送徴収料(2) 昭和62年 昭和63年 永年
大穂町／

旧つくば市
簿冊

3 昭和63年度　放送徴収料(1) 昭和63年 平成元年 永年 旧つくば市 簿冊

4 昭和63年度　放送徴収料(2) 昭和63年 平成元年 永年 旧つくば市 簿冊

5 夜間警備活動に関する感謝状 昭和63年 昭和63年 永年 旧つくば市 賞状

6 平成元年度　放送徴収料(1) 平成元年 平成2年 永年 旧つくば市 簿冊

7 平成元年度　放送徴収料(2) 平成元年 平成2年 永年 旧つくば市 簿冊

8 平成2年度　放送徴収料(1) 平成2年 平成3年 永年 旧つくば市 簿冊

9 平成2年度　放送徴収料(2) 平成2年 平成3年 永年 旧つくば市 簿冊

10 合同葬関係綴 平成5年 平成7年 永年 旧つくば市 綴

11 行方不明者発見に関する感謝状 平成5年 平成5年 永年 旧つくば市 賞状
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資料４－４

実施時期 実施回数 受講人数

新規採用職員研修 ４月、10月 2 86

文書実務Ⅰ（主事級） ５月 1 100

文書実務Ⅱ（主任級） ５月 1 53

文書実務Ⅲ（主査級） ６月 1 45

文書実務Ⅳ（係長級） ６月 1 34

文書管理主任研修
（課長補佐級）

5月 1 44

文書管理責任者研修（課長級） 12月 1 17

379

令和６年度公文書等関係研修実施状況

受講者合計



部課等名

文書管理責任者

文書管理主任

文書取扱員

点検日

実施率等 実施できない要因等

１ 基本事項について

(1) 令和５年度文書と令和５年度ファイル基準表とは正しく対応している。

(2) フォルダの保存年限は適切に設定されている。

(3) 令和５年度に作成された文書の作成時点の歴史公文書評価選別は完了している。

(4) 継続終了年が明らかなものは、継続を終了する年度を設定している。

(5) 文書所在カードで管理している文書の所在は明らかである。

２ 文書の作成について

(1) 会議体の会議録を作成し、ファイリングしている。

(2) 打合せ録を作成し、ファイリングしている。

(3) 紙の文書は正しいフォルダに収納されている。

(4) 起案文書に記載された保存年限と、フォルダの保存年限の表記が一致している。

３ ガイド・フォルダのラベル標記

(1) ガイド、フォルダの色とファイル基準票の記載が一致している。

(2) ガイド、フォルダの名称から、収納されている文書の内容を把握できる。

(3) ガイド、フォルダの名称に個人名、法人名を使用していない。使用している場合、文書
管理システム上で個人情報機能を使用した対策をしている。

４ ガイド・フォルダの収納状況

(1) ガイドやフォルダはファイル基準票の順に並べている。

(2) ファイリング文書と物品保管庫は分けている。

(3) 現年度文書と過年度文書が混在していない。

(4) 令和５年度文書は下段（ボックスの場合、青ボックス）へ移動済みである。

(5) 令和５年度末で廃棄する文書（×保存、１年保存）は保管庫に残っていない。

５ 執務環境の整備について

(1) 防災を意識した執務環境の整備を心掛けている。

(2) 室内、壁面、来客用カウンター上に不要なものや貼り紙はなく、きちんと整備してい
る。

(3) 退庁時、文書は全て所定の保管庫等に収納し、机上等に放置していない。

(4) 退庁時、保管庫等は必ず施錠している。特に個人情報は厳重に管理している。

(5) 机上には不要な本立てやレターケースは置いていない。

(6) ファイリング対象外の図書類（カタログ、辞書、電話帳など）は整理し、不要になった
図書類は廃棄している。

６ 研修について

(1) 文書管理責任者は、必要に応じて文書実務の研修に職員を参加させている。

(2) 職員は、文書実務の研修に参加し、公文書管理における技能の習得に努めている。

行政文書の管理に関する自己点検票

実施率等は、プルダウンの選択肢から一番近いものを選択してください。
実施できない要因等がある場合は、状況を簡潔に記載してください。
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（作成年代順）

№ 資料名 作成年代 終了年代
作成

市町村
形態

評価
選別

評価選別理由

1 茎崎- 264-1 - 000435 - 10 下郷九ヶ村為取替証文包紙 天保11年 天保11年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

2 茎崎- 264-1 - 000435 - 11 詫書包紙 天保15年 天保15年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

3 茎崎- 264-1 - 000435 - 30 第二尋常小学校登記手続稟伺 明治42年 明治42年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

4 茎崎- 264-1 - 000435 - 8 給与通知案 明治44年 明治44年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

5 茎崎- 264-1 - 000435 - 3 牛久沼悪水予防に関する証書類入 明治前期 明治前期 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

6 茎崎- 264-1 - 000435 - 24 債券送付文 昭和4年 昭和4年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

7 茎崎- 264-1 - 000435 - 20 具申書案 昭和9年 昭和9年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

8 茎崎- 264-1 - 000435 - 2 茎崎村役場関連写真 昭和(推定) 昭和(推定) 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

9 茎崎- 264-1 - 000435 - 5
茎崎第一第二尋常高等小学校敷地内消防
用貯水池鉄筋コンクリート築造土堀一式
工事入札書

昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

10 茎崎- 264-1 - 000435 - 6
茎崎第一第二尋常高等小学校敷地内消防
用貯水池鉄筋コンクリート築造土堀一式
工事入札書案

昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

11 茎崎- 264-1 - 000435 - 7 資格証明書 昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

12 茎崎- 264-1 - 000435 - 17
茎崎第一第二尋常高等小学校敷地内消防
用貯水池鉄筋コンクリート築造土堀一式
工事入札関係文書案

昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

13 茎崎- 264-1 - 000435 - 18 保証証書案 昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

14 茎崎- 264-1 - 000435 - 22 入札書封筒 昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

15 茎崎- 264-1 - 000435 - 1
写真アルバム（茎崎村役場落成式写真ほ
か）

昭和22年 昭和22年 茎崎村 簿冊 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

16 茎崎- 264-1 - 000435 - 19 請求書 昭和23年 昭和23年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

17 茎崎- 1 - 000293 昭和27年～昭和34年　茎崎村条例集 昭和27年 昭和34年 茎崎村 簿冊 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

18 茎崎- 264-1 - 000435 - 28 オートバイ使用契約書 昭和28年 昭和28年 茎崎村 枚 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

19 茎崎- 246 - 000392 昭和29年　村会議決書類綴 昭和29年 昭和29年 茎崎村 簿冊 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

20 茎崎- 246 - 000393 昭和30年　村会議決書類綴 昭和30年 昭和30年 茎崎村 簿冊 移管
(5) 昭和30年度
までに作成・取
得された文書

茎崎町文書評価選別表

資料番号

資料５
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№ 資料名 作成年代 終了年代
作成

市町村
形態

評価
選別

評価選別理由資料番号

21 茎崎- 246 - 000394 昭和31年　村会議決書類綴 昭和31年 昭和31年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

22 茎崎- 246 - 000395 昭和32年　村会議決書類綴 昭和32年 昭和32年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

23 茎崎- 264-1 - 000435 - 27 手紙 昭和32年 昭和32年 茎崎村 枚
検討
中

24 茎崎- 246 - 000396 昭和33年　村会議決書類綴 昭和33年 昭和33年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

25 茎崎- 246 - 000397 昭和34年　村会議決書類綴 昭和34年 昭和34年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

26 茎崎- 246 - 000398 昭和35年　村会議決書類綴 昭和35年 昭和35年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

27 茎崎- 1 - 000294 昭和35年～昭和42年　公布條例綴 昭和35年 昭和42年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

28 茎崎- 246 - 000399 昭和36年　村会議決書類綴 昭和36年 昭和36年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

29 茎崎- 246 - 000400 昭和37年　村会議決書類綴 昭和37年 昭和37年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

30 茎崎- 246 - 000401 昭和38年　村会議決書類綴 昭和38年 昭和38年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

31 茎崎- 246 - 000402 昭和39年　村会議決書類綴 昭和39年 昭和39年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

32 茎崎- 246 - 000403 昭和39年　村会関係書類 昭和39年 昭和39年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

33 茎崎- 246 - 000404 昭和40年　村会議決書類綴 昭和40年 昭和40年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

34 茎崎- 1 - 000295 昭和40年～昭和49年　告示綴 昭和40年 昭和49年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

35 茎崎- 247 - 000405 昭和41年　村会議決書類綴 昭和41年 昭和41年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

36 茎崎- 247 - 000406 昭和42年　村会議決書類綴 昭和42年 昭和42年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

37 茎崎- 247 - 000407 昭和42年～昭和43年　村会関係書類 昭和42年 昭和43年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

38 茎崎- 226-1 - 000340
昭和42年～昭和57年　叙位叙勲に関する
綴

昭和42年 昭和57年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

39 茎崎- 247 - 000408 昭和43年　村会議決書類綴 昭和43年 昭和43年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

40 茎崎- 247 - 000409 昭和43年～昭和45年　村会関係書類 昭和43年 昭和45年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

41 茎崎- 12 - 000316 昭和43年～昭和50年　公布規則綴 昭和43年 昭和50年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

42 茎崎- 1 - 000296 昭和43年～昭和44年　公示登録簿 昭和43年 昭和44年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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43 茎崎- 247 - 000410 昭和44年　村会議決書類綴 昭和44年 昭和44年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

44 茎崎- 247 - 000411 昭和44年　村会関係書類 昭和44年 昭和44年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

45 茎崎- 247 - 000412 昭和45年　村会議決書類綴 昭和45年 昭和45年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

46 茎崎- 12 - 000315 昭和45年～昭和56年　専決処分書綴 昭和45年 昭和56年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

47 茎崎- 247 - 000413 昭和46年　村会議決書類綴 昭和46年 昭和46年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

48 茎崎- 250 - 000429 議会関係文書 昭和46年 昭和52年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

49 茎崎- 226-1 - 000341 栄典事務提要 昭和46年 昭和46年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

50 茎崎- 247 - 000414 昭和47年　村会議決書類綴 昭和47年 昭和47年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

51 茎崎- 240-2 - 000383 体育館プール建設陳情書 昭和47年 昭和47年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

52 茎崎- 247 - 000415 昭和48年　村会議決書類綴 昭和48年 昭和48年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

53 茎崎- 247 - 000416 昭和49年　村会議決書類綴 昭和49年 昭和49年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

54 茎崎- 248 - 000417 昭和50年　村会議決書類綴 昭和50年 昭和50年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

55 茎崎- 240-1 - 000374
茎崎第一小学校新増築促進に関する陳情
書

昭和50年 昭和50年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

56 茎崎- 1 - 000297 昭和50年～昭和56年　告示控 昭和50年 昭和56年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

57 茎崎- 248 - 000418 昭和51年　村会議決書類綴 昭和51年 昭和51年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

58 茎崎- 12 - 000317 昭和51年～昭和56年　公布規則綴 昭和51年 昭和56年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

59 茎崎- 6-1 - 000307 公布条例綴 昭和51年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

60 茎崎- 248 - 000419 昭和52年　村会議決書類綴 昭和52年 昭和52年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

61 茎崎- 248 - 000420 昭和53年　村会議決書類綴 昭和53年 昭和53年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

62 茎崎- 230 - 000345 - 1 昭和53年　茎崎村議会会議録（閲覧用） 昭和53年 昭和53年 茎崎村 簿冊 廃棄
(6) 同様の文書
が２つ以上保存
されていたため

63 茎崎- 230 - 000345 - 2 昭和53年　茎崎村議会会議録（正） 昭和53年 昭和53年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

64 茎崎- 230 - 000345 - 3 昭和53年　茎崎村議会会議録（副） 昭和53年 昭和53年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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65 茎崎- 248 - 000421 昭和54年　村会議決書類綴 昭和54年 昭和54年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

66 茎崎- 230 - 000346 - 1 昭和54年　茎崎村議会会議録（閲覧用） 昭和54年 昭和54年 茎崎村 簿冊 廃棄
(6) 同様の文書
が２つ以上保存
されていたため

67 茎崎- 230 - 000346 - 2 昭和54年　茎崎村議会会議録（正） 昭和54年 昭和54年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

68 茎崎- 230 - 000346 - 3 昭和54年　茎崎村議会会議録（副） 昭和54年 昭和54年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

69 茎崎- 240-1 - 000375 昭和54年　陳情書 昭和54年 昭和54年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

70 茎崎- 226-1 - 000342 昭和54年～昭和62年8月　叙勲関係綴 昭和54年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

71 茎崎- 250 - 000430 昭和55年　村会議決書類綴 昭和55年 昭和55年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

72 茎崎- 230 - 000347 - 1 昭和55年　茎崎村議会会議録（閲覧用） 昭和55年 昭和55年 茎崎村 簿冊 廃棄
(6) 同様の文書
が２つ以上保存
されていたため

73 茎崎- 230 - 000347 - 2 昭和55年　茎崎村議会会議録（正） 昭和55年 昭和55年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

74 茎崎- 230 - 000347 - 3
昭和55年12月　第4回定例会会議録
（副）

昭和55年 昭和55年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

75 茎崎- 250 - 000431 昭和56年　村会議決書類綴 昭和56年 昭和56年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

76 茎崎- 230 - 000348 - 1 昭和56年　茎崎村議会会議録（閲覧用） 昭和56年 昭和56年 茎崎村 簿冊 廃棄
(6) 同様の文書
が２つ以上保存
されていたため

77 茎崎- 230 - 000348 - 2 昭和56年　茎崎村議会会議録（正） 昭和56年 昭和56年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

78 茎崎- 230 - 000348 - 3 昭和56年　茎崎村議会会議録（副） 昭和56年 昭和56年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

79 茎崎- 12 - 000319 昭和59年～昭和60年　公布規則綴 昭和56年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

80 茎崎- 240-1 - 000376
昭和56年2月～昭和57年2月　陳情・要望
文書綴

昭和56年 昭和57年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

81 茎崎- 1 - 000298 昭和56年～昭和57年　告示控綴 昭和56年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

82 茎崎- 250 - 000432 昭和57年　村会議決書類綴 昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

83 茎崎- 230 - 000349 昭和57年　茎崎村議会会議録（閲覧用） 昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 廃棄
(6) 同様の文書
が２つ以上保存
されていたため

84 茎崎- 230 - 000350 - 1
昭和57年1月～6月　茎崎村議会会議録
（正）

昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

85 茎崎- 230 - 000350 - 2
昭和57年1月～6月　茎崎村議会会議録
（副）

昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

86 茎崎- 230 - 000351 - 1 昭和57年7月　第2回臨時会会議録（正） 昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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87 茎崎- 230 - 000351 - 2 昭和57年7月　第2回臨時会会議録（副） 昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

88 茎崎- 230 - 000352 - 1 昭和57年9月　第3回定例会会議録（正） 昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

89 茎崎- 230 - 000352 - 2 昭和57年9月　第3回定例会会議録（副） 昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

90 茎崎- 230 - 000353 - 1
昭和57年11月　第3回臨時会会議録
（正）

昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

91 茎崎- 230 - 000353 - 2
昭和57年11月　第3回臨時会会議録
（副）

昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

92 茎崎- 230 - 000354 - 1
昭和57年12月　第4回定例会会議録
（正）

昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

93 茎崎- 230 - 000354 - 2
昭和57年12月　第4回定例会会議録
（副）

昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

94 茎崎- 240-1 - 000377
昭和57年　牧園地区における請願・陳
情・要望綴

昭和57年 昭和57年 茎崎村 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

95 茎崎- 12 - 000318 昭和57年～昭和58年　公布規則綴 昭和57年 昭和58年
茎崎村/
茎崎町

簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

96 茎崎- 250 - 000433 昭和58年　議決書類綴（1） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

97 茎崎- 250 - 000434 昭和58年　議決書類綴（2） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

98 茎崎- 230 - 000355 昭和58年　茎崎町議会会議録（閲覧用） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 簿冊 廃棄
(6) 同様の文書
が２つ以上保存
されていたため

99 茎崎- 230 - 000356 昭和58年3月　第1回定例会会議録 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

100 茎崎- 230 - 000357 昭和58年5月　第1回臨時会会議録 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

101 茎崎- 230 - 000358 - 1 昭和58年6月　第2回定例会会議録（正） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

102 茎崎- 230 - 000358 - 2 昭和58年6月　第2回定例会会議録（副） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子
検討
中

103 茎崎- 230 - 000358 - 3 昭和58年6月　第2回定例会会議録（副） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子
検討
中

104 茎崎- 230 - 000358 - 4 昭和58年6月　第2回定例会会議録（副） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子
検討
中

105 茎崎- 230 - 000359 昭和58年9月　第3回定例会会議録 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

106 茎崎- 230 - 000360 昭和58年12月　第4回定例会会議録 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

107 茎崎- 240-1 - 000378 昭和58年8月～昭和61年9月　陳情書等 昭和58年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

108 茎崎- 249 - 000423 昭和59年　議決書（1） 昭和59年 昭和59年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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109 茎崎- 249 - 000424 昭和59年　議決書（2） 昭和59年 昭和59年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

110 茎崎- 249 - 000425 昭和59年　議決書（3） 昭和59年 昭和59年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

111 茎崎- 231-1 - 000361 - 1 昭和59年　会議録（正） 昭和59年 昭和59年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

112 茎崎- 231-1 - 000361 - 2 昭和59年　会議録（副） 昭和59年 昭和59年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

113 茎崎- 2 - 000300 昭和59年～昭和61年3月　公示 昭和59年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

114 茎崎- 12 - 000322 告示・条例・規則関係文書 昭和59年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

115 茎崎- 236 - 000373 西部地区工業団地特別委員会関係書類 昭和59年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

116 茎崎- 249 - 000426 昭和60年　議決書（1） 昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

117 茎崎- 249 - 000427 昭和60年　議決書（2） 昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

118 茎崎- 249 - 000428 昭和60年　議決書（3） 昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

119 茎崎- 12 - 000321 昭和60年～昭和63年　公布規程綴 昭和60年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

120 茎崎- 240-1 - 000379 - 1
「牛久沼聖地公苑」に関する陳情書
（1）

昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

121 茎崎- 240-1 - 000379 - 2
「牛久沼聖地公苑」に関する陳情書
（2）

昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

122 茎崎- 240-1 - 000379 - 3
「牛久沼聖地公苑」に関する陳情書
（3）

昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

123 茎崎- 240-1 - 000379 - 4
「牛久沼聖地公苑」に関する陳情書
（4）

昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

124 茎崎- 240-1 - 000380 - 1
心身障害者及び老人福祉施設建設促進に
関する陳情書（1）

昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

125 茎崎- 240-1 - 000380 - 2
心身障害者及び老人福祉施設建設促進に
関する陳情書（2）

昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

126 茎崎- 6-1 - 000308 昭和60年6月～昭和61年6月　公示（控） 昭和60年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

127 茎崎- 231-1 - 000362 - 1 昭和60年　会議録（正） 昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

128 茎崎- 231-1 - 000362 - 2 昭和60年　会議録（副） 昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

129 茎崎- 236 - 000372 西部地区工業団地特別委員会会議録 昭和60年 昭和60年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

130 茎崎- 217-1 - 000323 昭和61年　議決書 昭和61年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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131 茎崎- 231-2 - 000363 - 1 昭和61年　会議録（正） 昭和61年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

132 茎崎- 231-2 - 000363 - 2 昭和61年　会議録（副） 昭和61年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

133 茎崎- 240-1 - 000381 昭和61年9月～昭和63年3月　陳情書等 昭和61年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

134 茎崎- 12 - 000320 昭和61年～昭和63年　公布規則綴 昭和61年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

135 茎崎- 3-2 - 000303 昭和61年～昭和62年　公布・告示 昭和61年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

136 茎崎- 2 - 000301 昭和62年12月～昭和63年4月　公示 昭和61年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

137 茎崎- 6-1 - 000309
昭和61年6月～昭和61年12月　公示
（控）

昭和61年 昭和61年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

138 茎崎- 1 - 000299 昭和61年～昭和63年　公布条例綴 昭和61年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

139 茎崎- 217-1 - 000324 昭和62年　議決書（1） 昭和62年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

140 茎崎- 217-1 - 000325 昭和62年　議決書（2） 昭和62年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

141 茎崎- 231-2 - 000364 - 1 昭和62年　会議録（正） 昭和62年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

142 茎崎- 231-2 - 000364 - 2 昭和62年　会議録（副） 昭和62年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

143 茎崎- 6-1 - 000310 昭和62年1月～昭和62年7月　公示（控） 昭和62年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

144 茎崎- 6-2 - 000311
昭和62年8月～昭和62年12月　公示
（控）

昭和62年 昭和62年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

145 茎崎- 6-2 - 000312
昭和62年12月～昭和63年3月　公示
（控）

昭和62年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

146 茎崎- 217-2 - 000326 昭和63年　議決書（1） 昭和63年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

147 茎崎- 217-2 - 000327 昭和63年　議決書（2） 昭和63年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

148 茎崎- 232-1 - 000365 - 1 昭和63年　会議録（正） 昭和63年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

149 茎崎- 232-1 - 000365 - 2 昭和63年　会議録（副） 昭和63年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

150 茎崎- 240-1 - 000382 昭和63年4月～昭和63年4月　陳情書等 昭和63年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

151 茎崎- 2 - 000302 昭和63年4月～昭和63年12月　公示 昭和63年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

152 茎崎- 6-2 - 000313
昭和63年4月～昭和63年12月　公示
（控）

昭和63年 昭和63年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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153 茎崎- 226-1 - 000343 昭和63年～平成6年　叙勲関係綴 昭和63年 平成6年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

154 茎崎- 217-2 - 000328 平成元年　議決書（1） 平成元年 平成元年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

155 茎崎- 217-2 - 000329 平成元年　議決書（2） 平成元年 平成元年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

156 茎崎- 232-1 - 000366 - 1 平成元年　会議録（正） 平成元年 平成元年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

157 茎崎- 232-1 - 000366 - 2 平成元年　会議録（副） 平成元年 平成元年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

158 茎崎- 240-2 - 000384 昭和64年～平成2年10月陳情書等 昭和64年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

159 茎崎- 240-2 - 000385 平成元年　要望書 平成元年 平成元年 茎崎町 枚 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

160 茎崎- 6-2 - 000314 昭和64年1月～平成2年12月　公示（控） 昭和64年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

161 茎崎- 3-2 - 000304 平成元年～平成2年　公布・告示 平成元年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

162 茎崎- 232-2 - 000367 - 1 平成2年　会議録（正） 平成2年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

163 茎崎- 232-2 - 000367 - 2 平成2年　会議録（副） 平成2年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

164 茎崎- 218 - 000330 平成2年　議決書（1） 平成2年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

165 茎崎- 218 - 000331 平成2年　議決書（2） 平成2年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

166 茎崎- 240-2 - 000386 平成2年8月～平成3年2月　陳情書等 平成2年 平成3年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

167 茎崎- 240-2 - 000387
つくばね自由ケ丘団地の地下水(水道水
源)汚染防止と環境悪化防止を求める陳
情書

平成2年 平成2年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

168 茎崎- 218 - 000332 平成3年　議決書（1） 平成3年 平成3年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

169 茎崎- 218 - 000333 平成3年　議決書（2） 平成3年 平成3年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

170 茎崎- 232-2 - 000368 - 1 平成3年　会議録（正） 平成3年 平成3年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

171 茎崎- 232-2 - 000368 - 2 平成3年　会議録（副） 平成3年 平成3年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

172 茎崎- 240-2 - 000388 政策・制度要求と提言 平成3年 平成3年 茎崎町 冊子 廃棄
(6) 他団体が作
成した冊子のた
め

173 茎崎- 240-2 - 000389 岩崎地区架橋陳情書 平成3年 平成3年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

174 茎崎- 226-1 - 000344 平成3年～平成4年　陳情書 平成3年 平成4年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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175 茎崎- 3-2 - 000305 平成3年～平成4年　公布・告示 平成3年 平成4年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

176 茎崎- 219 - 000334 平成4年　議決書（1） 平成4年 平成4年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

177 茎崎- 219 - 000335 平成4年　議決書（2） 平成4年 平成4年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

178 茎崎- 233 - 000369 - 1 平成4年　会議録（正） 平成4年 平成4年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

179 茎崎- 233 - 000369 - 2 平成4年　会議録（副） 平成4年 平成4年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

180 茎崎- 240-2 - 000390 平成4年7月～平成6年3月　陳情書等 平成4年 平成6年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

181 茎崎- 219 - 000336 平成5年　議決書（1） 平成5年 平成5年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

182 茎崎- 219 - 000337 平成5年　議決書（2） 平成5年 平成5年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

183 茎崎- 233 - 000370 - 1 平成5年　会議録（正） 平成5年 平成5年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

184 茎崎- 233 - 000370 - 2 平成5年　会議録（副） 平成5年 平成5年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

185 茎崎- 3-2 - 000306 平成5年～平成6年　公布・告示 平成5年 平成6年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

186 茎崎- 240-2 - 000391 平成5年　要望書 平成5年 平成5年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

187 茎崎- 220-1 - 000338 平成6年　議決書（1） 平成6年 平成6年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

188 茎崎- 220-1 - 000339 平成6年　議決書（2） 平成6年 平成6年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

189 茎崎- 233 - 000371 - 1 平成6年　会議録（正） 平成6年 平成6年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

190 茎崎- 233 - 000371 - 2 平成6年　会議録（副） 平成6年 平成6年 茎崎町 簿冊 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

191 茎崎- 248 - 000422 - 1 稲荷川地区大字字界変更図 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

192 茎崎- 248 - 000422 - 2
稲荷川地区大字字界変更図№1
（1/1000）

年代不明 年代不明 茎崎村 枚 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

193 茎崎- 248 - 000422 - 3
稲荷川地区大字字界変更図№2
（1/1000）

年代不明 年代不明 茎崎村 枚 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

194 茎崎- 248 - 000422 - 4
稲荷川地区大字字界変更図№3
（1/1000）

年代不明 年代不明 茎崎村 枚 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

195 茎崎- 248 - 000422 - 5
稲荷川地区大字字界変更図№4
（1/1000）

年代不明 年代不明 茎崎村 枚 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書

196 茎崎- 248 - 000422 - 6
稲荷川地区大字字界変更図№5
（1/1000）

年代不明 年代不明 茎崎村 枚 移管
(2)イ旧市町村に
おける重要な文
書
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№ 資料名 作成年代 終了年代
作成

市町村
形態

評価
選別

評価選別理由資料番号

197 茎崎- 264-1 - 000435 - 4 図面 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

198 茎崎- 264-1 - 000435 - 9 地引帳案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

199 茎崎- 264-1 - 000435 - 12
大字上下岩﨑ヨリ引受牛久沼古書類在中
包紙

年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

200 茎崎- 264-1 - 000435 - 13 小作権名義更正願案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

201 茎崎- 264-1 - 000435 - 14 包紙 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

202 茎崎- 264-1 - 000435 - 15 文書 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

203 茎崎- 264-1 - 000435 - 16 地引帳案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

204 茎崎- 264-1 - 000435 - 21 特約証案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

205 茎崎- 264-1 - 000435 - 23 土地賃貸借契約書封筒 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

206 茎崎- 264-1 - 000435 - 25 役場建設敷地契約書封筒 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

207 茎崎- 264-1 - 000435 - 26 入札予定書 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中

208 茎崎- 264-1 - 000435 - 29 入札者心得 年代不明 年代不明 茎崎村 枚
検討
中
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(1) 昭和58年6月第2回定例会会議録について

資料5
№

資料名 作成年代 終了年代
作成

市町村
形態

評価
選別

102 昭和58年6月　第2回定例会会議録（副） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 検討中

103 昭和58年6月　第2回定例会会議録（副） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 検討中

104 昭和58年6月　第2回定例会会議録（副） 昭和58年 昭和58年 茎崎町 冊子 検討中

(2)【№12】写真アルバム（茎崎村役場落成式写真ほか）に保存されていた文書について

資料5
№

資料名 作成年代 終了年代
作成

市町村
形態

評価
選別

1 下郷九ヶ村為取替証文包紙 天保11年 天保11年 茎崎村 枚 移管

2 詫書包紙 天保15年 天保15年 茎崎村 枚 移管

3 第二尋常小学校登記手続稟伺 明治42年 明治42年 茎崎村 枚 移管

4 給与通知案 明治44年 明治44年 茎崎村 枚 移管

5 牛久沼悪水予防に関する証書類入 明治前期 明治前期 茎崎村 枚 移管

6 債券送付文 昭和4年 昭和4年 茎崎村 枚 移管

7 具申書案 昭和9年 昭和9年 茎崎村 枚 移管

9
茎崎第一第二尋常高等小学校敷地内消防用貯水池鉄
筋コンクリート築造土堀一式工事入札書

昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管

10
茎崎第一第二尋常高等小学校敷地内消防用貯水池鉄
筋コンクリート築造土堀一式工事入札書案

昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管

11 資格証明書 昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管

12
茎崎第一第二尋常高等小学校敷地内消防用貯水池鉄
筋コンクリート築造土堀一式工事入札関係文書案

昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管

13 保証証書案 昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管

14 入札書封筒 昭和12年 昭和12年 茎崎村 枚 移管

16 請求書 昭和23年 昭和23年 茎崎村 枚 移管

18 オートバイ使用契約書 昭和28年 昭和28年 茎崎村 枚 移管

23 手紙 昭和32年 昭和32年 茎崎村 枚 検討中

197 図面 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

198 地引帳案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

199 大字上下岩﨑ヨリ引受牛久沼古書類在中包紙 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

200 小作権名義更正願案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

201 包紙 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

茎崎町文書評価選別表（31件抜粋） 資料５（補足資料）
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資料5
№

資料名 作成年代 終了年代
作成

市町村
形態

評価
選別

202 文書 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

203 地引帳案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

204 特約証案 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

205 土地賃貸借契約書封筒 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

206 役場建設敷地契約書封筒 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

207 入札予定書 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中

208 入札者心得 年代不明 年代不明 茎崎村 枚 検討中
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 会 議 録 

会議の名称 令和７年度(2025 年度)第２回つくば市公文書管理推進会議 

開催日時 令和７年 12 月 17 日(水) 午後２時から午後３時 45 分まで  

開催場所 つくば市役所コミュニティ棟３階 会議室Ａ・Ｂ 

事務局（担当課) 総務部総務課 

出 

席 

者 

委員 小野村順子委員、白井哲哉委員、髙村恵美委員、富田任委員、

依田健委員 

事務局 

 

総務部総務課課長 渡邉健、課長補佐 木口明則 

係長 高橋道子、主任 木田花緒里、主事 飯島里美 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

報告 つくば市歴史公文書評価選別基準の改正について 

議事 令和７年度保存期間満了文書評価選別について 

会議録署名人  確定年月日   年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開 会 

２ 報 告 

  つくば市歴史公文書評価選別基準の改正について 

３ 議 事 

令和７年度保存期間満了文書評価選別について 

４ その他 

５ 閉 会 

６ 事務連絡 

 ＜審議内容＞ 

○事務局 定刻となりましたので、ただいまから令和７年度第２回つくば市公

文書管理推進会議を開催いたします。本日の予定ですが、午後４時頃の終

了を予定しております。御協力のほどよろしくお願いします。なお、御発
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言の際は、AI 議事録を使っておりますので、マイクの使用をお願いいたし

ます。それでは早速ですけれども、白井座長よろしくお願いいたします。 

○白井座長 お忙しいところ会議にお集まりいただきありがとうございます。

始める前にまず確認をすべきことがありまして、この会議の公開・非公開

について、公文書管理推進会議は、つくば市附属機関の会議及び懇談会等

の公開に関する条例第４条に規定する非公開とすることができる会議には

該当しないので、配布資料及び会議録も含め、公開するものとして進めて

いきます。それでは、本日は報告が１件と議事が１件と数は少ないですけ

ども大きい問題だと思っております。それでは早速ですが、「２報告」に

入りたいと思います。「つくば市歴史公文書評価選別基準の改正について」

ということで事務局からお願いいたします。 

○事務局 本日お手元に報告資料として追加でお配りしておりますが、市長部

局のつくば市歴史公文書評価選別基準を 12 月１日付けで施行しましたの

で、改正の御報告をさせていただきたいと思います。評価選別基準の他に

新旧対照表の方もお手元にお配りしております。簡単に説明させていただ

きますと、つくば市では平成 30 年に歴史公文書評価選別基準の策定検討会

をいたしまして、令和元年度から運用を開始しました。これについて、現

在まで市の制度変更に伴う簡易な改正が１度あったのみだったため、５年

を経過した昨年度にこちらの会議の方で御議論していただきまして、今年

度改正いたしました。つくば市では情報公開条例に基づく実施機関ごとに

歴史公文書評価選別基準を策定しておりますので、今回お配りしているも

のについては市長部局のものになります。他の実施機関についても、まだ

施行が間に合ってないところもありますが、全庁的に進めておりまして、

今年度中には全てホームページに掲載できる予定でおります。 

歴史公文書評価選別基準のほうを開いていただきまして、１ページ目か

ら３ページ目までは変更がございません。ここは一番大切なところなので
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変更はしておりません。４ページ目から 30 ページ目までが、「業務単位で

の保存期間満了時の措置」ということで、表を掲載しております。こちら

の方にこれまでこの表で確認することができなかった項目を追加している

というのがまず主な改正となります。 

それから、32 ページの「(2) 政策単位での保存期間満了時の措置」とい

うところで、こちらが原則として移管するものとするという内容だったの

ですけれども、今回の改正で、「ただし、定例様式を用いた文書に対し、3

の基本的考え方に照らして軽易なものとみなすことができる場合にはこれ

を除くことができる。」という文言を追加しております。新旧対照表の方

ですと８ページになります。 

33 ページの「ク 災害又は事故事件への対処」という項目が元はあった

のですけれども、こちらの表現を「災害対策本部を設置するなど全庁的な

対応を行った災害又は事故事件への対処」というふうに変更しております。

それから、評価選別基準の 35 ページ、新旧対照表の 9 ページになりますが、

「(6) 歴史的緊急事態に対応に関するもの」という項目を追加しており、

こちらの方で「新型コロナウイルス感染症対策」を追加しています。これ

までは(6)で、「(1)から(5)に記載のない文書に関しては、３の基本的考え

方に照らして、個別に判断するものとする。」していましたが、項目の番

号がずれまして(7)で、個別に判断するものについて記載しております。 

１つ追加で説明させていただきますと、表の方で「叙位・叙勲」の項目

について、新旧対照表で言うと７ページのところの 57 番で、評価選別基準

で言うと 29 ページのところに当たりますが、以前会議で 57(1)の具体例の

ところで、「被叙位・叙勲者名簿、褒章者名簿」というものが存在するの

かという御質問を会議の中でいただいていたのですけれども、こちらにつ

いても担当課に確認しまして、茨城県市町村課を通じて総務省からの事務

連絡が市に届きまして、そちらの連絡に名簿形式で誰が受賞対象者で何を
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受賞したのかというところを把握できるというところまで確認しておりま

す。以上です。 

○白井座長 ただいまの報告で私たちの作業に大きい影響を与えるつくば市歴

史公文書評価選別基準の改正点についての説明を事務局からいただいたわ

けであります。大きく細かいところが冒頭からいろいろありますが、大き

くは、28 ページの 53 以降の項目が大きく新設されているということです。

それから、32 ページ以降でいくつか特に 35 ページのところで、新しく項

目が立てられているというところがあります。お手元に新旧対照表がある

のでそちらでも御確認いただけると思いますが、これにつきまして、委員

の皆様から御質問あるいは御意見等があれば、お出しいただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。新型コロナウイルスは 33 ページ辺りにあった

のでしょうか。災害対策本部を設置するなどというのは元々なかったので。 

○事務局 (2)クで考えていました。 

○白井座長 そうですよね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 それが歴史的緊急事態に関するものというのを別項目で立てて、

こちらで評価選別していくという立て付けになったということですね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。富田委員、お願いい

たします。 

○富田委員 文字の確認ですけれども、29 ページの 57 番に「受章等に関する

もの」と書いてあって、そこに「(1) 叙位・叙勲に関するもの」と書いて

あるのですけれども、新旧対照表の方では(1)の表現で、「褒章」が追加さ

れていて、これはどちらが正しいのかというところを確認したいのですが。

それから、「受章」の「章」という漢字は、「章」で良いのかどうかお聞

きしたいです。 
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○事務局 大変失礼しました。「褒章」が追加になりました。こちらは担当課

に確認の上、追加になりましたので新旧対照表の方が正しいものになって

います。 

○白井座長 新旧対照表の 7 ページの 57 番「(1)叙位・叙勲・褒章の受賞に関

するもの」で、評価選別基準では「叙位・叙勲」となっているけれど、新

旧対照表の方は中黒で「褒章」というのが入っているということですね。 

○富田委員 その上でなんですけれども、新旧対照表の(1)(2)(3)を見ると、賞

状の「賞」の字を使っているのに、57 番の項目の方だけ１章の「章」の字

を使かっていて違和感があるので、ここを確認したいなと思いました。 

○事務局 「叙位・叙勲」だけが「受章等に関するもの」の「章」になりまし

て、「等」の中に(2)(3)の賞状の「賞」の方が含まれるというのが正しい

です。 

○富田委員 そうだとすれば、(1)の「受賞」は１章の「章」を使うべきという

ふうに思うところもあるのですが。 

○事務局 はい。おっしゃる通りだと思います。 

○富田委員 そこだけ確認してもらえればいいのかなと思います。 

○白井委員 誤字のレベルですが、大事な話なので、確認をいただいて、きち

んと 1 回直していただきたいというところですね。他にいかがでしょうか。

依田委員お願いします。 

○依田委員 今の 29 ページの叙勲のところで、「以下について移管」となって

いるところの「上申に関するもの」と「受章の連絡」が移管になるという

ことですけれども、この具体例でいくと、「申請書」、「功績調書・履歴

書」、「被叙位・叙勲者名簿、褒章者名簿」とかが移管になるということ

でよろしいでしょうか。 

○事務局 はい。事前確認などが廃棄になり、申請書以降が移管になるという

ふうに考えております。 
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○依田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○白井座長 事前確認の場合、全てが受章するとは限らないということがあり

ますからね。だから事前確認は具体例には挙がっているけれども、それ以

下のものが具体的には想定されると移管対象として想定されるということ

ですね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 はい。ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

○依田委員 評価選別基準は、市長部局のものと他の実施機関のものを含めて

全てホームページに載っていますか。 

○事務局  これから掲載します。 

○依田委員 今までも載っていたということですよね。 

○事務局 過去のものに関しては、全実施機関分をこれまでも掲載してありま

す。 

○依田委員 分かりました。 

○白井座長 私もホームページで確認した記憶があるので、載っていたと思い

ます。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それがよろしけれ

ば誤字の問題などがありましたが、基本的には本日はこれを適用しながら、

この後の議事にも携わっていきたいと思いますので、委員の皆様よろしく

お願いいたします。 

続きまして、議事に入っていきます。議事は 1 件でして、「令和７年度

保存期間満了文書評価選別について」ということであります。資料の確認

がかなり必要かと思いますので、それを含めてまず事務局から説明お願い

いたします。 

○事務局 まず資料１ですが、令和７年度に保存期間満了文書として評価選別

をするフォルダー数は 64,377 件です。実施機関ごとの評価選別の内訳数は

これから集計のため、２月が中間報告になる予定です。 
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次に、今回の相談案件について資料の説明についてですが、資料１に今

回の相談案件の概要にまとめており、資料２に相談案件の中心部分となる

文書の発生時期である令和２年度組織図となっております。黄色のマーカ

ー部分に新型コロナウイルス感染症対応のために設置された部署を記載し

ております。次に資料３については、資料１の下の表を御覧ください。今

回の評価選別をするに当たり、新設された４つの部署を含む全庁で発生し

た文書について、「感染症対策」、「経済支援」、「その他」に分類し、

業務別に５種類に分類しております。それぞれの文書については、資料３

－１から３－６にまとめております。資料３－４と資料３－５の関係です

が、資料３－４は交付金に関する事業一覧となっております。更に、交付

金の使用用途によって事業を分類しており、資料３－５は分類ごとに発生

した文書の具体例として、今回取り上げております。これらの文書は原則

移管としていますが、一部「廃棄」と考えている文書もあるため、全体的

な方針を提案の上、次回に具体的な文書の評価選別を検討していただきた

いと考えております。事務局からは以上です。 

○白井座長 この資料１に基づきまして、今回の検討課題となっている新型コ

ロナウイルス感染症対策の関連文書で５年保存のものが中心にその概要が

示されており、３－１から３－６までの６つの表に分かれ、それについて

の事務局における評価選別の案というのが、表の方には示されています。

ただし、３－４というのは、事業の概要の一覧であって、文書の評価案で

はないですよね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 資料２及び資料３－４というのは、全体を理解するためのものと

してあって、資料３－４を除く資料３－１から３－６までの５種類の表で、

評価選別の案についての質疑応答及び検討というのが、ここでの課題にな

るということでよろしいですね。 
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○事務局 はい。 

○白井座長 まず枠組みの方から委員の皆様には御確認いただきたいと思いま

す。資料１では、「感染症対策」と「経済支援」の２種類と「その他」が

あるということになります。その枠組みとしては、この資料１に文書の分

類は示されており、またこの文書に関わる所管につきましては、資料２に

黄色で示されている感染症対策室が中心となるということですね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 その辺を御確認いただき、「経済対策」については資料３－４を

参考資料として見ながら検討していくということですので、既に文書を事

前に御覧になっているところもあろうかと思いますので、それに基づいて

いろいろ御意見をいただきたいと思います。 

先に聞いてしまいますが、５年保存の文書ですから、令和２年度が発生

年度ですよね。新型コロナウイルスが流行し出したのが、令和２年３月辺

りからだったという記憶がありますけれども、初年度の文書と事実上理解

していいかと思いますが、この後の体制が続いたのは資料２で見ると令和

５年度までということになりますから、この４年間は同様の枠組みでこれ

は示されてくるということになりますか。 

○事務局 はい。 

○白井座長 その間に担当課が変わってはいくかと思いますけれども、内容と

してはこれが基本になるということですね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 はい。分かりました。そうしますと、一番大変だった令和２年度

の文書がこれだけありますから、この後は基本的にまた変わっていくと思

いますが、ここが一番大変な時期でいろんなことがあったところだと思い

ますので、その点も委員の皆様に御確認をいただければありがたいです。    

では、1 つ 1 つを取り上げていきたいと思いますが、まず資料３－１と
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いうことでありますが、これは感染症対策でかつ感染症対策室の所管の文

書ということになります。これは感染症対策ですから、国の方針や県から

の連絡というのを受ける等の実際に中心となって行っていたという部署で

しょうか。小野村委員、もし御存じであればお願いします。 

○小野村委員 感染症対策室が協力して行っていたところになります。 

○白井座長 保健所は県が置いていますか。 

○小野村委員 県です。 

○白井座長 保健所との連絡を取っていたのはどこになりますか。 

○小野村委員 感染症対策室が取っていました。 

○白井座長 保健所は県の直轄で、そこに市民の方とかも行くけれども、保健

所で何が起きているかというようなことについても連絡が来ていました

か。 

○小野村委員 そうですね、市役所から問い合わせて保健所から情報をもらう

ことが多かったようには思います。 

○白井座長 市として何か応援をするとかありましたか。 

○小野村委員 市としては、保健所や学校で実施した PCR 検査のお手伝いや保

健所が緊迫していたときには、市から保健所に職員派遣していた時期もあ

ります。 

○白井座長 ありがとうございます。依田委員お願いします。 

○依田委員 個々の話に移る前にお聞きしておきたいことがあります。ここに

あるものは５年前に作られた文書だと思うのですけれども、その５年前に

作られた例えば 10 年保存文書とか 30 年保存文書には他にどういう文書が

あるか、ということをお聞きしたいのが１点です。もう１点は、県とかだ

ったら、コロナ対策等を全体的にまとめたもの、感染状況を含め、県では

どういう対応・対策をしたとかをまとめて１つの報告書にしている場合が

多いのですけれども、つくば市ではそのような報告書を作っていないのか、
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その２点をお尋ねしたいのですが。 

○白井座長 まず 1 点目は、これは気になるところで、結局部分的なので、全

体は総務課として第 1 種・第２種を含めて、まだ対象ではないとはいえ、

チェックされたことがあるかどうかということかと思います。 

○事務局 全体の把握はしきれてなくですが、当時例規改正していますので、

そちらが 30 年保存で残っているだろうという推定はしてはいます。 

○依田委員 そうしますと、10 年保存とか 30 年保存の別のファイルがある可

能性もあるということですか。 

○事務局 今回表でお配りしているものに関しては、令和２年度発生の文書を

見て全体を把握している状況でして、資料３－５で事例を挙げているもの

ですけれども、これに関しては令和２年度に発生した同じ分類になってい

るものについて把握して記載しております。 

○白井座長 依田委員の御質問は、総括的につくば市で新型コロナウイルス感

染症対策を何かの形でまとめているかどうかということが１つあったかと

思いますが。 

○事務局 把握していないので、調べて回答できればと思います。 

○白井座長 髙村委員お願いします。 

○髙村委員 私もそれについて知りたいなと思うところですけれど、例えばフ

ァイル基準表が年度の初めに原課の方で作られると思うのですが、タイト

ルとかで管理されている限りで、そういった中間的にまとめたものがある

のかどうか。 

○白井座長 収束に向かう過程でこういうことがあったということだから、つ

くば市内ではこれだけの感染者がどうこうとか、PCR 検査をこういう風に

行ったとか、部署を閉じるに当たり、そういうまとめをしたことがあるか

どうかですが、小野村委員お願いします。 

○小野村委員 感染症対策室として令和２年の 12 月から令和４年の３月まで
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の分は、１回まとめてはあります。県の発生状況、つくば市の第 1 号の発

生、その後のつくば市と県の感染者数の変動、県が実施したこと、つくば

市が実施したことを記載しています。担当者の変更がありましたので引継

ぎの中ではそれをお願いしています。 

○白井座長 まとめようとしたというのは、年度の終わりに市長に報告とかそ

ういうことをなさる文書という、そういう意味合いですか。 

○小野村委員 そうです。自分たちの感染症対策室としての今までの経過とい

うのをまとめて、それを上の方に提出したと思います。その後も引き継い

で収束までのところをはまとめてくれているのではないかなという期待を

しているところです。 

○白井座長 小野村委員のお話は、令和３年度末の段階で、２年分は一旦まと

めを報告として作成して、市長や上司に向けて提出しているということで

すね。これが５年保存かどうかということがありますが。それがもしある

とするならば、依田委員の御質問に戻ると、そこで報告で挙がったものを

踏まえた評価が必要だろうというそういうことになるのでしょうか。 

○依田委員 例えば、分かりやすい例でいうと、この資料１に経済支援がある

のですけど、特別定額給付金に関する文書では５年保存のものは個別のも

のがありますが、これらをまとめて、つくば市では何年度に何人に対して

全体で幾ら支給しているとか、そういうまとめた報告書が 10 年保存や 30

年保存に別にあるのかどうか、その辺も含めて判断をしたいなと思ってい

るところです。 

○白井座長 事務局お願いできますか。 

○事務局 令和２年度で発生した文書を確認したのですけれども、５年保存し

か残っていなくて、おそらく大事なものはコロナが収束するまで常用にな

っているのではないかと。 

○白井座長 今の確認は５年前に発生した事案ですから、５年保存で多くのも
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のが保存期間満了することになるだろうと思いますが、そもそも発生時点

から５年保存以外があまりないということですか。 

○事務局 そうですね、他は臨時給付金室で 30 年保存文書が 1 つありますが、

事務要項だけです。 

○白井座長 なるほど。 

○事務局 補足で申し上げると、臨時給付金室の場合、資料３－３の 24 番で「補

助事業実績報告書」というのを挙げているので、移管になることを見越し

て５年にしているという部分もあるのかなというふうに考えています。そ

れから、経済支援の方でもう１つ、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金に関する文書というのがあるのですけれども、資料３－４に

挙げているものに関しては、全ての事業の取りまとめをした企画経営課と

いうところが一覧にしていまして、事業の評価として効果があったのかど

うかとか、幾ら使ったのかというところはホームページにも掲載して、令

和２年と令和３年に関しては報告が挙がっています。 

○白井座長 なるほど。 

○依田委員 フォルダーがどれになるのか、分かりますか。 

○事務局 資料３－５の最初の表の５番が実績報告になっているので、そちら

の方で国に報告を挙げているはずです。 

○白井座長 令和２年度の実績報告を年度末に提出しているということです

か。普通だと年度が終わってから翌年度当初に提出するようなイメージが

あるのですが、新型コロナのこの事業補助に対しては年度末に提出してい

るのですか。 

○事務局 この実績報告のフォルダーに登録されている文書は、県からの提出

依頼があった文書のみで、実績報告自体はこちらには登録されていないで

す。 

○白井座長 次年度の話ですよね。だからそうすると、令和２年度の実績報告
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は当然と言えば当然ですが、令和３年度の文書としてありますが、５年保

存ということですよね。 

○事務局 ５年保存になります。 

○白井座長 少し分かってきましたが、先ほどの依田委員の御質問の中には、

県からの報告書があるかないかという話もありましたが、富田委員その辺

について、もし御存じであればお願いします。 

○富田委員 申し訳ありませんが、承知しておりません。 

○白井座長 そうすると、何かを作成しているかもしれないけれど、それが保

存期間満了するのはまだ先の話であり、まだ分からないというとこかもし

れません。そういう意味では、つくば市に関わる新型コロナの問題につい

ては、ここで初めて文書の姿が出てきて、評価を行うということになった

のでかなり大事な一覧を僕らは見ているのかというふうに理解をします。

依田委員、ここまでの御質問に対する回答とか、情報としてはこの辺でよ

ろしいですか。もう少しあれば、お出しいただきたいのですが。 

○依田委員 先ほど保健所の話がありましたが、保健所は県で設置していたり、

中核市以上の市は設置していたりするのですけれども、つくば市は保健所

を設置していないのですが、つくば保健所というところから送付された文

書も今回現物確認した中にあったのですけれども、保健所から送付された

文書や保健所へ報告した文書は資料一覧を見て分かるのかなという点があ

りました。国の機関とか団体が、保健所の文書は第一線で対応したところ

なので大変重要だから残すように、というような要望が出されていて、今

回の文書中に、保健所から送付された文書や保健所に提出した文書があっ

たのか、文書の事前確認時に見たものの中にあったのか分からないのです

けれど、つくば保健所関係の文書がこの中にあるのかどうかが知りたいな

と思ったところです。 

○白井座長 先ほどの小野村委員の話だと感染症対策室が取りまとめているの
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かなと思いましたけれども、そちらで入ってくるとしたら、今我々の手元

に提示されているのは資料３－１が感染症対策室で、定額給付金がかかる

かどうかはちょっと別ですけれども資料３－３があり、特に医療関係だと

３－１かなという気もします。この中に保健所とのやり取りが含まれてく

るというのが依田委員の御質問の意図だとは思うのですが、事務局お願い

します。 

○事務局 資料３－１の感染症対策室の 20 番から 25 番のところに入っている

のではないかと考えられます。 

○白井座長 これは新型コロナウイルス感染症関係通知ということで、国と県

と保健所というのがあるから、これは保健所から市に対して定例の報告を

情報提供ということ形かもしれませんけれども、頂いているということで

しょうか。小野村委員、そういう理解でよろしいですか。 

○小野村委員 覚えている限りでは、保健所の方針は保健所が決めるのではな

く、県から来ているので、保健所経由で入ってきた文書というのはたくさ

んありますけれども、保健所長文書というのは、ほとんど覚えてはいない

です。県の方針に従って、保健所に報告することはありましたけれども、

県宛てだったりとか、厚労省宛てだったりとかで、宛名としての保健所と

いうのが少なかったような気はします。 

○白井座長 市から保健所長宛の文書というのはちょっとあまり記憶にないで

すか。 

○小野村委員 はい、あまり記憶にないです。 

○白井座長 その前におっしゃっていたのは、国なり県からのそういう方針に

従って、保健所の管轄地域の自治体に対する報告というのは、定例で行う

ことになっていたというふうな理解でよろしいですか。 

○小野村委員 定例ではなかったと思います。 

○白井座長 必要に応じて求められたときには、情報提供するようにというの
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があって、それでつくば市の方から感染者とかの情報を依頼すると保健所

から情報が来ていて、それがこの中に入っているということですね。 

○小野村委員 保健所とのやり取りというのは入っているはずです。 

○白井座長 そうすると、市が把握する保健所の情報はこの部分にあるという

ことになるので、先ほどの事務局からの御指摘だと、資料３－１の 20 番か

ら 25 番の辺りに入っていることになるということです。今我々の目の前に

来ているものがどういうものかが少しずつ分かりつつあるような気がしま

すが、大事な話なので、手前の話で結構なので他に確認すべき事項あれば、

御発言いただきたいのですが、いかがでしょうか。小野村委員お願いしま

す。 

○小野村委員 資料２ですけれども、感染症対策室ができたのは令和２年９月

なので、その前には健康増進課で行っており、新型コロナウイルス対策会

議の方は市長公室の方で行っていたので、ぜひそれは入れといていただけ

たらなというふうに思います。 

○白井座長 この資料２においては、健康増進課の下にある感染症対策室は９

月１日に設置されたということですけれども、市長公室では何をしていま

したか。 

○小野村委員 市長公室で対策会議の運営は何十回も行っていただいていたと

思います。 

○白井座長 市長公室の仕事として、担当としては、最初の半年ぐらいは行っ

ていたと。 

○小野村委員 感染症対策室ができたので、いろんな文書で、業務が移管され

てきたという感じです。 

○白井座長 そうすると、初期の文書は市長公室のものがあるということです

ね。 

○小野村委員 もしかしたら二重に来ている可能性があります。市長公室にも
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来ているし、健康増進課も担当課ということで来ているかもしれません。 

○白井座長 確認ですが、コロナ対策が始まった時は、当然でしょうけども健

康増進課と市長公室が共同で行っていた時期があるということですね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 仕事の割り振りとかというのはあったのですか。 

○小野村委員 全庁的な対策会議は市長公室が担当して、市民からの問い合わ

せ、保健所とのやり取り等は、健康増進課で行っていました。 

○白井座長 全庁の取りまとめを市長公室で行っていたということですね。 

○小野村委員 はい。 

○白井委員 ありがとうございます。依田委員お願いします。 

○依田委員 その関連で、これを見ると感染症対策室は令和２年９月設置とい

うことですけれど、その半年以上前からコロナは発生していると思うので

すけれども、その半年間で作成された文書は、この感染症対策室にきちん

と引き継がれているのか、それとも他の部署に残ったままなのかその辺は

分かりますでしょうか。 

○白井座長 確か令和２年度当初ではなくて、その直前ぐらいから年明けぐら

いからこの問題は始まっていたと私も記憶しているので、その時の対応と

かがあれば、それはどこにどう引き継がれて、今どこにあるのかというそ

ういう話だと思います。 

○事務局 感染症対策室が設置されるまでは、健康増進課で事務を担当してお

りまして、感染症対策室が設置された時にそれまで作成していた健康増進

課の文書を全て感染症対策室に引き継いでいます。 

○白井座長 前年度末の話も感染症ですから、基本的に健康増進課の所管とい

うことで、それはずっと扱ってらっしゃって、それがそのまま健康増進課

で蓄積され、そして基本的には感染症対策室に引き継がれていくというそ

ういう文書の記録の流れではあるということですね。 
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○事務局 はい。 

○依田委員 そういうことであれば、その感染症対策室のものを見ていけば、

大体の文書が入っているのかなと思ったところです。もう 1 点気になると

ころとしては、市長部局ではない、例えば教育委員会の文書もあるはずで、

例えば、令和２年の２月か３月に、全国で学校の一斉休校とかでいろいろ

通知が出されたと思うのですけれども、その辺の文書というのは、今はど

の辺にありそうなものなのかなと思ったところです。 

○白井座長 はい、ありがとうございます、これは大事な話で、教育関係のも

のは、ここにはまだ来てないように思ったのですが。 

○事務局 資料３－６のその他に挙げてはおりまして、29 番から 34 番までが

全て教育委員会のものになります。教育総務課以外に施設的なところでは

教育施設課、児童生徒の体温を測るという部分の保健、あとマスクを配布

したりとかというのは健康教育課の方で対応しています。その他に学び推

進課でも対応した部分があるということで、部署によって内容によって棲

み分けている部分はあり、それも抽出はしております。 

○白井座長 分かりました。今回の５年保存文書としては、全体の中には含ま

れているということだと思います。全体の知識がたくさん必要でたくさん

お伺いしているところですが、他にいかがですか。髙村委員お願いします。 

○髙村委員 はい。先ほどのお話で移管されることを念頭に置いて５年保存に

しているというような、あくまで現用期間に効力を発揮すればいいわけな

のでそういうこともあるのかなと思うのですけれど、総務課で文書管理す

る方からはコロナ関係の文書について、集約しますとか、文書の作り方と

して分かるようにしておきなさいとか、方針は示されたのか。単年度文書

の１年保存文書については、普通捨てられちゃうものだと思うのですけど

も、その辺りはどのような対応されたのか、もし分かっていれば教えてい

ただきたいです。 
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○白井座長 今の髙村委員のお話は以前ここで 1 年保存文書が出てきた時に何

か話をした記憶がありますが、その辺についてお願いできますか。 

○事務局 はい。新型コロナウイルスのものに関しては、令和２年２月ぐらい

に総務課の方から全庁に残しますということで通知しまして、できるだけ

フォルダーを作成して残すという形にはしていますが、軽易なものに関し

ては普通の庁内通知とかというところに入ってしまっているものもあるか

もしれないのですが、基本的には残すということで全庁に通知しており、

そのような形で対応していただいています。 

○白井座長 実際１年保存文書も確か選別をしたという記憶がありますし、３

年保存の記憶はあまりないのですが、その辺はどうでしたか。 

○事務局 そうですね、３年保存の時にはおそらく軽易なものぐらいしかなか

ったのかなと思います。 

○白井座長 即時対応の１年保存文書でいくつか選別したという記憶がありま

すが、３年保存文書は記憶にないぐらい無くて、５年保存文書にたくさん

出てきているというところですね。しかも 10 年保存以上が設定されていな

いようなので、ここにつくば市におけるコロナ関係の文書は集中している

という、そういう理解でよろしいですね。 

○事務局 はい。それから事前に相談があった課もありまして、細かい文書が

たくさんあるけれどどうしたら良いかというので、例えば申請書のような

ものと、制度の策定みたいなものはフォルダーを分けて作成し、申請書み

たいなものは廃棄できるようにしてくださいという指示をした部署もあり

ます。 

○白井座長 髙村委員、何かあれば追加でも結構ですが。 

○髙村委員 分かりました。私も 10 年保存のものが思ったより無いのだなとい

うことと、作り方にいろいろ考え方があるのだなというふうに思いました。 

○白井座長 ちなみに常陸大宮市はどうですか。 
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○髙村委員 おそらく 10 年とか 30 年のものがたくさんあると思います。だか

ら、まだまだ今年度辺りのものだと、本当に重要なものはまだ出てきてな

くて、だんだんこれから出てくるという感じなのかなと思うので、結構作

り方が違うのだなというふうに思いました。 

○白井座長 はい。ありがとうございます。逆につくば市は５年に全てなって

いるので、比較的早い段階で、コロナの記憶を十分に持っている中で見て

いるというところがあろうかと思いますが、他によろしいですか。 

○富田委員 常陸大宮市の保存期間の例が出たのですが、茨城県はほとんど５

年だと思います。 

○白井座長 そうですか。 

○富田委員 10 年、30 年は多分作らないで、５年保存で出てくるような形がほ

とんどだと思うので、私は違和感を持たないで聞いていました。ですから、

30 年 10 年はあまり無いということで、これで判断していけばいいかなと

思いました。県の文書で、例えば保健所を通じてつくば市などから県の保

健福祉部や、支援金などの場合には市町村課の方から補助金は通知すると

思うのですけれども、ある程度県全体の様子というのは県の方で文書を残

しているので、つくば市で何を残したいのかということを考えながら、評

価選別していけばいいのかなと思っております。 

○白井座長 はい。ありがとうございます。髙村委員お願いします。 

○髙村委員 先ほども少し出ました常用文書は、どこの段階で把握されるのか、

個別に保存年限が終わったので、ここで廃棄なり移管なりしますというこ

とで、随時出てくるものなのでしょうか。 

○事務局 全て文書管理システムに登録しており、保存期間が満了する年度の

ものは全部リストでこちらに来るので、それを確認するので、最終的に廃

棄するか移管するかの判断のときに把握になるかと思います。 

○白井座長 今の質問ですが、常用扱いにしているものは、システム上で確認
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できるものですか。 

○事務局 はい、確認できます。 

○白井座長 例えば健康増進課が常用にして、これは相当持っているような気

がしますけれども、まだコロナの状況が今落ち着いたと言えるのかどうか

という問題がまだあるでしょうから、そういうデータを全部持っているの

かもしれないので、それはその保存期間満了時にということです。そうし

ますと、令和元年度末ぐらいから始まってきたこの感染症の蔓延とその対

策に関わる直接的な行政の文書記録を評価するということになるかと思い

ます。富田委員お願いします。 

○富田委員 今回我々が移管か廃棄かというのを判断する際に、作成年度で見

るのか、終了年度で見るのか、確認したかったのですが、中には終了年度

が令和４年度であったり、令和６年度のものが幾つかちょっと見られたも

のですから、その辺を教えていただければと思います。 

○白井座長 これは作成年度で記載しているのですか。終了年度が昨年度のも

のも含めて載っているということになりますが。 

○事務局 今年度保存期間を満了するものを全部一覧にしている関係で、５年

保存文書、３年保存文書、１年保存文書が混ざった形で掲載しております。 

○白井座長 終了年度が令和６年度ということは、１年保存文書がここに載っ

ているということですね。まだまだあろうかと思いますが、かなり重要な

仕事になっていると思うので、第３回が年明け以降にありますから、今の

ところの情報で、案を御確認いただくとして、これを判断するにはさらに

必要なものがあるという場合には、それをお願いして次回に最終的な結論

を出すということでもよろしいかと思います。緊急事態宣言の話もありま

したが、依田委員、国の方針で確かコロナの文書はできるだけ残すという

ことになっていましたよね。 

○依田委員 はい。 
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○白井座長 それの方針も元々あり、おそらくかなり全体として移管する方向

で、この案は作られているかと思うので、その辺を念頭に置いてここでの

表の一覧と、それから総務課における移管廃棄の提案について御検討いた

だきたいと思います。 

○依田委員 国の方針ですけれども、少し紹介すると、コロナは特に重要な政

策事項として指定されているので、通常であれば廃棄となるものであって

も、コロナであれば移管になるという方針の下で選別することになります。

ただ、例えば、個人から出された申請書や、個々の部署の出勤表、テレワ

ーク表といったもの、あるいは患者の発生状況とかそういった個々の文書

については、それらをまとめたものがあれば、個々の文書は要らないとい

う方針があるので、その辺も参考にされたら良いかなと思ったところです。 

○白井座長 はい。ありがとうございます。資料３－１でいうと、廃棄になっ

ているのは、35 番の備蓄品関係で、「保管期限物品の庁内配布」が軽微な

ものだから廃棄ということになっています。それから基本移管になってい

るのですが、資料３－１でいうと冒頭の依頼文と報告が「検討中」で軽微

だからとなっております。先ほどこの文書を見たのですが、体制の構築依

頼が県から来ていて、県に対する報告としては、担当課がどこで担当者は

誰という報告だったように思いますので、これが先ほどの資料２の組織の

中に収まる話であるのであれば、軽微なものかなというのは個人的には思

っておりました。このような流れで見ていきますと、次に資料３－２が新

型コロナウイルスワクチン接種に関するもので、冒頭にあるのが、これも

県の調査のもので、３番目の「交付申請」というのはワクチン事業の負担

金で、これは国からの補助ですか。 

○事務局 これは国の交付金になります。 

○白井座長 ワクチン接種というのは、これは全市町村義務的なものですか。

○小野村委員 はい。 
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○白井座長 これは義務的に実施するものだから、実施計画を立てて、補助金

の交付申請を行ってということですね。それから 17 番から 26 番までは職

員とか従事者に関するものですか。 

○事務局 これはそれぞれの伝票の写しです 

○白井座長 伝票の写しですね。 

○事務局 伝票についてですが、原本は会計事務局の文書の中に入っていて、

原本を抽出してくるというのはかなり作業的に難しく、かといってこれは

写しなので残す価値があるのかどうかというところで、廃棄にしておりま

す。この部署で使用した全ての伝票の写しだと思います。 

○白井座長 伝票を全部会計に提出してしまうから、担当部署として控えを取

っていたということですね。これが 26 番までずっと続いていて、27 番か

らワクチン配送の同梱資料なりますが、これは薬の箱の中に入っていた説

明書ですか。 

○事務局 はい。 

○白井座長 事務連絡というのが 32 番にあり、これは県とのやり取りですね。

あと最後の「副反応疑い報告・間違い報告」というのは移管になっていま

すが、これはワクチンが始まった時には既にこういう報告があり、過去の

部分についても、移管されているのと逆に思ったんですが。 

○事務局 これは中身を確認したところ、接種後に体調不良になったらここに

連絡してくださいというチラシが入っていまして、移管だと判断しました。 

○白井座長 分かりました。報告ではないということですね。 

○事務局 報告ではないです。 

○白井座長 資料３－２のところは、伝票等もあるのでかなり検討や廃棄が必

要ということになっております。順に見ておりますが、何かあれば委員の

皆様からも御質問をいただければありがたいです。 

資料３－３からは臨時給付金になるのですけれども、ここでは基本移管
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となっている中で、１ページ目の 13 番の「派遣職員勤務簿（市控え）」が

廃棄になっています。それから２ページ目に 26 番からの伝票類が廃棄とあ

って、それから 32 番からは「特別定額給付金給付対象者リスト」の個別の

市民に対する取り扱いデータが並んでいて、さらに現金振込給付に関する

文書が下まであるという形になります。ですから、26 番以降は基本全部廃

棄の案となっております。35 番の「勧奨通知(7/3 施行分)」と 36 番の「死

亡者対応」が移管になっているというのは、個人の問題ではなくて、対応

方針ということですか。 

○事務局 個々の文書も入っているのですが、対応方針に関する文書がこちら

に含まれていたので、今のところ移管にしております。 

○白井座長 富田委員お願いします。 

○富田委員 46 番も移管になっていますが、それも同様ですか。 

○白井座長 「重複振込への対応」ですね。 

○事務局 こちらも事務手続文書が入っていたので、移管にしております。 

○白井座長 フォルダー単位で移管か廃棄を決めていますから、重要なものが

あるときは、それをフォルダーごと移管し、実際にそれを閲覧提供するか

どうかはまた別の話ということになろうかと思います。はい、富田委員お

願いします。 

○富田委員 実際に現物を確認したときに、12 番から 23 番まで移管となって

いるのですが、重要かどうかということで、どういう判断をされたのかと

いうことで判断根拠を教えてもらえばと思います。また、その上の５番か

ら９番の国及び県からの通知は全市町村向けではなく、つくば市への通知

なのか教えてもらえればと思います。 

○事務局 はい。まず 12 番からの契約に関する文書に関しては、当時こういっ

たことがあったということを記録として残したいというのがありまして移

管にしております。国及び県からの通知に関しては、つくば市だけではな
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く、県から全市町村宛ての通知となっております。 

○白井座長 逆に県で残してくれるのかどうかという問題がありますが、個人

的にはさっきも見ていて思ったのは、15 番の「２臨給特別定額給付金案内

チラシ印刷業務」に実際につくば市から市民に配られた定額給付金の案内

のチラシの見本が入っていて、これが先ほど小野村委員とお話しましたけ

ど、全市町村で作成したチラシが違いまして、埼玉県の事例１つと神奈川

県の事例１つを知っていますが、つくば市でも全然違いますので、印刷委

託業務ですけれども、現物が残っていない限り、ここにしか残らないので、

これは移管しても良いのではないかと思っていたところです。 

○白井座長 はい、お願いします。 

○富田委員 分かりました。最初に依田委員の方からも話があったのですが、

通常だと廃棄する文書も、新型コロナウイルス感染症の対応ということで、

残していくという方針だということですね。 

○白井座長 ただこの部分の精査は必要だという御意見だと思いますので、こ

れはもう一度場合によって５番から 23 番までの辺を再度精査するという

のはあろうかと思います。もし再度確認をして、変更があれば第３回のと

きに再度御提案をいただくということでよろしいかと思います。依田委員

お願いします。 

○依田委員 今のところについては、そのような形で良いと思っています。例

えば５番からの「国及び県からの通知」については、おそらく国と県でも

残すと思いますが、つくば市でも残しておきたいということであれば残し

ておいてもいいと思います。また、契約の関係ですが、通常は契約書とか

は要らないですけれども、例えば、そういう見本や実績があれば、残して

おいてもいいと思います。１点だけ聞きたいのが、32 番の「定額給付金の

対象者リスト」というのは、廃棄と判断されているのですけれども、これ

は例えば他のもので分かるから廃棄するのか、その理由を教えていただき
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たいです。 

○事務局 こちらを廃棄した理由といたしましては、基本的に住民基本台帳に

登録があった方は全員御案内しており、全員が対象なので、特別な条件が

あるわけではないので、残す理由があまりないかなというふうに判断して

おります。 

○白井座長 住民基本台帳には長期滞在の留学生とか外国の方も全部入ってい

るということなので、その辺はどうなっていますかということもあります

が、それには対応できるということですよね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 その時の人だからということで、それ自体はデータとしては取れ

るものですか。ちなみに、住民基本台帳に何年何月何日現在で何人おりま

したというのは、データとしては情報公開請求になりますか。要するに、

住民基本台帳の数と同じだということであれば、個人名をおそらく教えて

くださいではないとはできないでしょうけども、どういう方がどれだけい

たのかという総数が分かるのであれば、それはそれで廃棄の理由になろう

かと思いますので、御確認いただけるとありがたいです。 

○事務局 はい。 

○依田委員 今の 32 番を廃棄とした理由は分かりましたが、この定額給付金を 

給付した人の数とかは何らかの報告としてはどこかに残っているのかも教

えていただきたいと思いました。 

○白井座長 対象者の数が分かると、それに対して本当に受けた人は何人とか

で、死亡者対応や取り下げとか出てくるので、最終的な交付を受けた人の

数量データというのが分かるのかという話ですね。 

○事務局 当時ホームページで公表しておりましたので、記録としては残って

いると思います。 

○依田委員 ホームページに残っていても、そのホームページを削除したら終
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わり、つまり、何も残らないので、そういうホームページの情報を、ファ

イル登録して残しているかということはまた別の問題ですけども、その辺

の確認をお願いできますでしょうか。 

○白井座長 ホームページに掲載した元データがどこかにあって、それが要す

るに移管対象になっているかということだと思います。 

○事務局 24 番の「補助事業実績報告書」に入っています。 

○白井座長 これ自体も令和２年度の実績報告書の依頼ですよね。おそらくこ

こにあるのは、実際の実績報告書自体は次年度の当初に出ているのではな

いかと思いますが、実績報告書はそもそも重要なものだから、それを移管

にしているというのは正しいことだと思いますけれども、今の依田委員と

のやり取りはここにホームページに掲載したデータが記載されているので

あれば、それを根拠としていいということになるので、これはちゃんと押

さえておいた方が、後々のためにはよろしいかと思います。 

○事務局 起案のデータとして残っております。 

○白井座長 依田委員、ここにホームページに掲載したデータの起案があるそ

うです。国への報告とホームページのデータが同じものなのでしょうか。 

○事務局 エクセルファイルで全伝票とかのデータも残っているので、問題な

いです。 

○白井座長 分かりました。資料３－３ですけれども、よろしいでしょうか。

御確認いただくことはいくつかあろうかと思いますので、それは次回の会

議で先ほど言いました５番から 23 番までの部分については再度御確認い

ただきたいということでお願いします。そうしますと、資料３－４が一覧

ということなので、それは参考としまして、資料３－５が定額給付金では

なくて、各種補助事業の経済対策の関係だと思います。企画経営課、高齢

福祉課、それから管財課、総務課、人事課と文書が並んでおります。この

うち廃棄としているのは２ページ目のところで、高齢福祉課の「生活市民
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生活応援商品券交付対象者」と「市民生活応援商品券換金１」というもの

です。「市民生活応援商品券換金１」は 50 まであるという話ですけど、こ

れは商品券そのものでしたよね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 これは商品券が実際にお店で使われて、それを市が回収したもの

なので、廃棄であるということです。それから、管財課、総務課、人事課

で空欄になっているところはまだ保存期間満了していないものがあるとい

うものです。人事課のところで、会計年度任用職員の募集選考というのが

あり、これは合否判定書類だから廃棄となっているということです。その

上にある人事課の３番目の「配置希望調査」は何でしょうか。 

○事務局 これは全庁から会計年度を配置して欲しいという人事課に対する報

告になります。 

○白井座長 コロナ対応のためですか。 

○事務局 はい。 

○白井座長 会計年度任用職員を各課から配置希望を調査した結果ということ

ですね。それから、その上の「コロナ雇用対策_通知」が廃棄になっていま

す。これも選考結果だからですね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 分かりました。特に御意見はございませんでしょうか。依田委員

お願いします。 

○依田委員 高齢福祉課のところの７番の「市民生活応援商品券交付対象者」

が廃棄になっているのですけれども、実際に商品券をどのくらい交付した

かという実績は別のところで残してあるということでよろしいでしょう

か。 

○白井座長 これは全員に何枚渡したのかがどうかことですが。 

○事務局 担当課から取りまとめ課の企画経営課に報告していまして、企画経
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営課の方で実績の統計をまとめてはおります。 

○白井座長 企画経営課の方で取りまとめていて、高齢福祉課の方にあるのは、

高齢者に配ったからここにあるのですか。この商品券の山のような 50 箱は

高齢福祉課にあるのがどういうことなのか。 

○事務局 企画経営課の方は臨時交付金事業の全体の中で、どこに幾ら給付し

てそれが何件であったのかというところを取りまとめていまして、各事業

に関しては、各課でそれぞれ実施しているので、実施に際して発生した文

書は各課にあります。なので、企画経営課が行っていることというのは、

こういうことをしますよというのを周知して、どういった希望があります

か、どういった事業がありますかっていうのを 1 回集約して国に申請して、

またその結果を取りまとめるというところが企画経営課の役割になりま

す。 

○白井座長 高齢福祉課の１番から５番目に関わるのですけれども、高齢福祉

課で市民生活応援商品券を配っていたということで、これは高齢者対策で

つくば市独自のものですか。 

○事務局 つくば市独自ですね。つくば市でこういう事業をしますということ

を申請して、承認されたものです。 

○白井座長 なるほど。それは大事なことです。常陸大宮市にはないですか。 

○髙村委員 子育て世帯向けのものがありました。 

○白井座長 市独自の施策としては、特筆すべきものだと思いますから、商品

券は別にして重要なものかというのはよく分かりました。高齢福祉課の事

業でこういうことをやったというのは、企画経営課の方で取りまとめて、

そちらにデータがあるということで、対象者の文書を廃棄にしているとい

うことですね。 

○事務局 はい。 

○白井座長 よろしいでしょうか。それでは最後に、先ほども質疑で出ました
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資料３－６について、資料１でいうと「その他」ということで、今まで出

てきた部署とは違うところに残っている文書の一覧ということになりま

す。市長公室の会議資料とかがあり、危機管理課、広報戦略課、広報室、

危機管理課、産業振興センター、スポーツ振興課が並んでいて、社会福祉

課、産業振興課、観光推進課、教育総務課、教育施設課、健康教育課、学

び推進課、水道総務課、下水道総務課、広報戦略課、健康増進課があり、

さらに最後全庁というのがあります。今見ている中で移管以外のものは、

35 番の水道総務課のところで、いくつか検討中となっているものがありま

すが、これは県の通知だけですか。 

○事務局 はい。県からの調査に対する報告です。 

○白井座長 報告も入っていますね。これは令和元年からありますね。それか

ら、広報戦略課と健康増進課は管理職の勤務実績の記録で、41 番の「特殊

勤務命令簿」ですね。これは豊里ゆかりの森で行った無症状軽症者の受け

入れ対応職員とありますが、無症状経営継承者を受け入れ対応をやったと

いうことですか。 

○事務局 豊里ゆかりの森というのが宿泊施設になっていまして、宿泊施設で、

軽症者とか受け入れていたときに、その対応を職員が対応したものになり

ます。 

○白井座長 軽症者ということは重症者ではなくて、感染者の隔離を行うため

にそういうことをやったということですか。 

○事務局 はい。 

○白井座長 その仕事自体の文書というのはどこかに残っていますか。これは

県が主導ですか。それとも国ですか。 

○小野村委員 市独自での事業になります。ですので、感染症対策室、健康増

進課の時代ですけれども、そこで実施している事業になります。 

○白井座長 今のところ出てきてないと思いますが。 
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○小野村委員 そうですね。冊子にもまとめてありますし、軽症者の受け入れ

について、住民の説明会も行っていますので、その経緯も全て残してある

はずです。もしかしたら、令和３年度なのかもしれないですが。 

○白井座長 令和２年度からあるので令和３年度にまとめがある可能性がある

ということですね。これは確認をしていただけますか。何も無いのだった

ら残さざるをえないかもしれないので。 

○事務局 確認いたします。 

○白井座長 それがあれば、特殊勤務簿は要らないだろうとそういうことです。

この痕跡が市独自の施策として文書記録が残っていないというのは良くな

いという話であって、そうでなければ、普通は個別の勤務実績ですから、

それは要らないのではないかなということだと思います。その意味では、 

39 番と 40 番を検討中とした理由は何かありますか。 

○事務局 個人情報には当たるので、どうするかというところで今のところは

検討中にしています。 

○白井座長 それは検討中としますが、次回の第３回で最終案を出していただ

くということでお願いいたします。 

○事務局 はい。 

○白井座長 最後の４ページ目に廃棄が２点ありますが、在宅勤務命令書は本

当に個人に対するものですから、これは廃棄だろうなと思います。その上

の会議報告というのは、これを廃棄にしている理由というのは何ですか。 

○事務局 こちらは農業行政課が会議の参加後に、課内周知するのにまとめた

資料になっておりますので、元が残れば良いというところで廃棄にしてお

ります。 

○白井座長 そこにいろいろと農業行政課の政策に関する何かの提案があると

かということでなければ、それは軽微なものと判断するということかと思

います。依田委員お願いします。 
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○依田委員 資料３－６の関係で幾つか教えていただきたいことがあります。

１ページ目から２ページ目にかけてつくばマラソンのものが大量に移管と

なっています。これは、新型コロナの影響により、３年ぶりに開催した大

会のため移管とするということですけれども、その３年前の令和２年に開

催を中止にした記録は残っていないのかということをお聞きしたいので

す。例えば、同じ資料の３ページ目の一番上に、「まつりつくば 2020」と

いうのが、開催中止の記録のために残すということになっているので、つ

くばマラソンも中止した記録として、そういうものがないのかということ

を、教えていただければなと思ったところです。 

○事務局 確認します。 

○白井座長 他にいかがでしょうか。つくばマラソンが大量に残っているなと

思ったのですが、特に医療部会や感染症対策室のところが残っているとい

うのは大事かなという気はいたしますが。髙村委員、お願いします。 

○髙村委員 30 番に「新型コロナウイルスガイドライン（2021.8.3 改訂）」と

なっているのですが、初版が対策会議とかの中に出てくるものなのか、も

し御存じでしたら教えてください。 

○事務局 こちらに登録されている文書で以前の文書が見え消しになっていた

りして、分かる状態ではありますが、当初の方も確認します。 

○白井座長 変遷が分かるということは、その都度その都度の対応が変わって

きているということの証明で、見え消しになっている文章が第 1 版かどう

かというのも分からないとこかと思います。これはレベルが下の方になっ

てもガイドラインですから、最初はもっと厳しいはずなので、ぜひこれを

確認していただけますか。その上での評価は、これで良いのですけれども、

それは次回調べがついたら報告いただきたいと思いますのでお願いしま

す。おおよそ見ていて、委員の皆様から何かございますか。それでは幾つ

かお願いしたこともありますが、そのことは次回の第３回に改めて御報告
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いただき、最終的に全体の表としてお示しいただけるとありがたいです。 

○事務局 はい、承知いたしました。 

○白井座長 そのことをお願いして、３の議事は一旦ここまでといたします。

引き続きよろしくお願いいたします。では続きまして、「４ その他」とあ

るのですが事務局から何かございますか。 

○事務局 本日は特にございませんので、何か委員の方からお話がありました

らお願いします。 

○白井座長 委員の皆様から今日のこの議事に関わらなくても、全体の話でも

結構ですので何かございますか。依田委員お願いします。 

○依田委員 先ほども話させていただいたのですけれども、この資料３－４で

交付金事業一覧という結果をまとめていただいた資料があるのですけれど

も、何かこれ以外に、例えばつくば市でこの対策をどのようにやったとか

そういうまとめた資料が別にどこかにあるのであれば、それも準備してい

ただければと思います。 

○白井座長 はい、ありがとうございます。やはり市の文書の評価なので、市

独自の対応というものを記録として残していくということが大事かと思う

ので、それが分かる一覧などが御提供いただけるなら、それを最終的な判

断の材料にしたいということなので、御検討いただきたいと思います。他

にはよろしいでしょうか。 

今日事務局からお話をいただき、文書のこの一覧を見たことで、市の公

文書の評価をするから、おそらくつくば市はこの新型コロナウイルス感染

症対策の行政的な記録が残されていくのではないかという気がします。常

陸大宮市は評価選別を実施していますが、その他の茨城県内市町村で評価

選別を実施していないと思いますので、これは少し時間が経ってくると、

あれは何だったのだろうかということを知りたい人たちが、つくば市にこ

れが残っていることが分かると、やっぱり調査にいらっしゃる可能性があ
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るので、そのことを我々もちょっと心に留めておきたいと思います。それ

と同時に、継続審議している、つくば市公文書の閲覧提供のシステムの問

題を、お忙しい中ではございますけども進めていただきたいと思いますの

で、今年度最初のときもこの話をしていたような気がするので、それにつ

いて御提案があれば、進捗など教えていただきたいと思いますので、これ

は座長としてお願いしたいと思います。他に特にないようでしたら、今日

は議事１件だったのですけれど、結構大事な検討課題だったかと思います。

第３回に見送っておりますが、これをもちまして、令和７年度の第２回公

文書推進管理推進会議を、終わりにしたいと思います。それでは事務局に

お返しいたします。 

○事務局 ありがとうございました。それでは事務局の方から事務連絡等をさ

せていただきます。次回の日程ですけれども、先日決定しましたとおり、

２月 10 日の予定で進めて参りたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。本日は長時間に渡り誠にありがとうございます。今後ともつくば市公

文書管理推進会議の運営に御理解御協力を賜りますようお願い申し上げ、

これで本日の会議を終了させていただきます。誠にありがとうございまし

た。 

 



令和７年度(2025 年度)第２回つくば市公文書管理推進会議 次第 

 
日時 令和７年(2025 年)12 月 17 日（水） 

      午後２時から午後４時まで 

場所 つくば市役所コミュニティ棟３階 

会議室 A・B 

 

 

１ 開 会 

 

２ 報 告 

  つくば市歴史公文書評価選別基準の改正について 

 

３ 議 事 

令和７年度保存期間満了文書評価選別について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

６ 事務連絡 

 

 

 

※配付資料一覧 

資料 1  令和７年度保存期間満了文書の歴史公文書評価選別 

資料 2  令和２年度行政組織図（令和 3 年 2 月 1 日） 

資料 3-1 新型コロナウイルス感染症対策に関する文書（感染症対策室） 

資料 3-2 新型コロナウイルスワクチン接種に関する文書（新型コロナウイルス

ワクチン接種対策室） 

資料 3-3 特別定額給付金に関する文書（臨時給付金室） 

資料 3-4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧 

資料 3-5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業文書 

資料 3-6 その他の新型コロナウイルス感染症対応に関する文書 

(参考)  つくば市歴史公文書評価選別基準（市長部局_R7.12 改正） 

 



 
資料１ 

令和７年度保存期間満了文書の歴史公文書評価選別 

 

１ 令和７年度の保存期間満了文書（2025年 12月時点） 

  評価選別対象文書 64,377件（学校を除く。） 

 

２ 新型コロナウイルス感染症対策関連文書の評価選別について  

  つくば市では、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴い発生した業務を処理するた

め、令和２年度に４部署（臨時給付金室、経済支援室、感染症対策室、新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策室）を設置した。これらの部署を含む全庁で作成した新

型コロナウイルス感染症対策関連の文書を評価選別するに当たり、方針を整理した

い。 

評価選別するに当たり、新型コロナウイルス感染症対策関連文書を感染症対策、

経済支援、その他に分類し、更に事業別に分類した。感染症対策に関する文書（表

①②）は評価選別基準(6)に基づき、「移管」とし、経済支援に関する文書（表③④）

は評価選別基準(1)ア 53 又は(6)に基づき「移管」としている。給付金関連の申請

に関わる文書は、評価選別基準の「３ 基本的な考え方」に基づき、長期的に市民生

活や市政に影響を及ぼすものではないとし、「廃棄」としている。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（表④）については、実施し

た事業が 82 事業を資料 3-4 で事業の種類に分類し、資料 3-5 にそれぞれの分類ご

とに発生した文書の類型が分かる事例を挙げている。 

  その他の新型コロナウイルス感染症対応に関する文書（表⑤）は、全庁の各部署

で発生した文書を資料 3-6にまとめている。 

  表 

 

 区分 1 区分２ 作成部署 資料 

①  

感染症対策 

新型コロナウイルス感染症対

策に関する文書 
感染症対策室 資料 3-1 

②  
新型コロナウイルスワクチン

接種に関する文書 

新型コロナウイルス

ワクチン接種対策室 
資料 3-2 

③  

経済支援 

特別定額給付金に関する文書 臨時給付金室 資料 3-3 

④  

新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金に関す

る文書 

経済支援室等の部署 
資料 3-4 

資料 3-5 

⑤  その他 
その他の新型コロナウイルス

感染症対応に関する文書 
全庁 資料 3-6 



科学技術振興課
防 犯 交 通 安 全 課

住 宅 政 策 課
情 報 ネ ッ ト ワ ー ク セ ン タ ー

つ く ば メ モ リ ア ル ホ ー ル

水 道 監 視 セ ン タ ー

男 女 共 同 参 画 室

地 域 改 善 対 策 室

文 化 芸 術 課

中 学 校

教 育 施 設 課

義 務 教 育 学 校

小 学 校

ス ポ ー ツ 振 興 課

幼 稚 園

総 務 部 総 務 課

危 機 管 理 課

総 合 交 通 政 策 課

法 務 課

契 約 検 査 課

建 設 部 道 路 計 画 課

(令和２年４月27日設置、令和３年３月31日廃止)

開 発 指 導 課

周辺市街地振興室
す ぐ 対 応 室

建 築 指 導 課

人 事 課

市街地振興課

学園地区市街地振興室

スマートシティ戦略室
（※）

都 市 計 画 道 路 整 備 推 進 室

公 共 施 設 整 備 課

広 聴 室 公有地利活用推進課

広 報 戦 略 課 沿 線 開 発 整 備 室

つくば市行政組織図　令和３年(2021年)２月１日現在

市 長 副 市 長 市 長 公 室 秘 書 課 都 市 計 画 部 都 市 計 画 課

公 園 ・ 施 設 課

情 報 政 策 課

持続可能都市戦略室
道 路 管 理 課

オ リン ピッ ク・ パラ リン ピッ ク推 進室

政策イノベーション部 企 画 経 営 課
道 路 整 備 課

臨時給付金室

管 財 課

環 境 衛 生 課

財 務 部 財 政 課

生 活 環 境 部 環 境 政 策 課

産 業 振 興 セ ン タ ー

環 境 保 全 課つ く ば イ ノ ベ ー シ ョ ン プ ラ ザ

ス タ ー ト ア ッ プ 推 進 室

納 税 課

市 民 税 課

上 下 水 道 総 務 課

公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 室
サ ス テ ナ ス ク エ ア 南 分 所

水 道 業 務 課

市 民 部 市 民 活 動 課

水 道 工 務 課

国 際 交 流 室

資 産 税 課

スポーツ未来室
（※） 会 計 管 理 者 会 計 事 務 局

消 費 生 活 セ ン タ ー

下 水 道 課

教 育 長

学 務 課

教 育 委 員 会
教 育 局 教 育 総 務 課

市 民 窓 口 課

学 び 推 進 課

障 害 福 祉 課

働 く 婦 人 の 家

健 康 教 育 課

給食センター

地 区 相 談 セ ン タ ー

地 域 交 流 セ ン タ ー

市 民 ホ ー ル

窓 口 セ ン タ ー

地 区 相 談 課

高 齢 福 祉 課

生 涯 学 習 推 進 課

経 済 部 産 業 振 興 課

南 消 防 署

こ ど も 育 成 課

児　童　館

北 消 防 署

桜 分 署

並 木 分 署

保　育　所

子 育 て 相 談 室

幼 児 保 育 課

筑 波 分 署

茎 崎 分 署

豊 里 分 署

障 害 者 地 域 支 援 室

福 祉 支 援 セ ン タ ー

老 人 福 祉 セ ン タ ー

中 央 図 書 館

介 護 保 険 課

視 聴 覚 セ ン タ ー

ジ オ パ ー ク 室

公 平 委 員 会 事 務 局 （ 総 務 部 法 務 課 ）

土 地 改 良 課

観 光 推 進 課

議 会 議 会 事 務 局 議 会 総 務 課

地 域 消 防 課

農 業 委 員 会 農 業 委 員 会 事 務 局 農 業 行 政 課

消 防 指 令 課

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

(令和３年２月１日設置、令和５年３月31日廃止)

感染症対策室

(令和２年９月１日設置、令和５年３月31日廃止)

※印はプロジェクト・チーム

こ ど も 部

ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス 推 進 課

サ ス テ ナ ス ク エ ア 管 理 課

下 水 道 経 営 室

豊 里 ゆ か り の 森

固定資産評価審査委員会 事 務 局 （ 財 務 部 納 税 課 ）

筑 波 ふ れ あ い の 里

茎 崎 こ も れ び 六 斗 の 森

オ ン ブ ズ マ ン 事 務 局

農 業 政 策 課

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

鳥 獣 対 策 ・ 森 林 保 全 室

監 査 委 員 監査委員事務局

経済支援室

(令和２年４月27日設置、令和５年３月31日廃止)

予 防 広 報 課

地 域 包 括 支 援 課

消 防 長 消 防 本 部 消 防 総 務 課
医 療 年 金 課

保 健 福 祉 部 社 会 福 祉 課

文 化 財 課

国 民 健 康 保 険 課

桜 歴 史 民 俗 資 料 館

総 合 教 育 研 究 所

特 別 支 援 教 育 推 進 室

教 育 相 談 セ ン タ ー
こ ど も 未 来 室

中 央 消 防 署

消 防 救 助 課

救 急 課

こ ど も 政 策 課

保 健 セ ン タ ー

健 康 増 進 施 設 い き い き プ ラ ザ

健 康 増 進 課

資料２

新型コロナウイルス対策室

（令和５年４月１日設置、令和６年３月31日廃止）



新型コロナウイルス感染症対策に関する文書（感染症対策室）

移管：32件　廃棄：1件　検討中：2件

№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1 室共通 対外文書
新型コロナウイルスワクチン接種体制の構築に関

する依頼文
令和 2年 令和 2年 検討中

(1)ア42（県調査のため）

(6)軽易文書のため

2 室共通 対外文書
新型コロナウイルスワクチン接種体制の構築関係

の報告
令和 2年 令和 2年 検討中

(1)ア42（県調査のため）

(6)軽易文書のため

3 契約全般 契約全般 防護服購入契約 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

4
新型コロナウイルス感染症

対策
国・県文書 国・県文書 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

5
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
R2新型コロナウイルス感染症関連 調査・報告 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

6
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
新型コロナウイルス感染症広報関係書類 令和元年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

7
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
R2新型コロナウイルス感染症関連　HP問合せ 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

8
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般

R2新型コロナウイルス感染症関連 要望等処理

カード
令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

9
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
寄附申込書関係 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

10
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
新型コロナウイルス関連飛び込み案件 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

11
新型コロナウイルス感染症

対策

よくあるご意見・お問い合

わせ（つくば市HP）

よくあるご意見・お問い合わせ（９月～12月更新

分）
令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

12
新型コロナウイルス感染症

対策

よくあるご意見・お問い合

わせ（つくば市HP）

よくあるご意見・お問い合わせ（R３.１月～３月

更新分）
令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

13
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

拡大等への対応について

新型コロナウイルス感染症拡大等への対応につい

て
令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

14
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染患

者受入事業費交付金

新型コロナウイルス感染患者受入事業費交付金全

般
令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

15
新型コロナウイルス感染症

対策本部会議

新型コロナウイルス感染症

対策本部会議資料
新型コロナウイルス感染症対策会議議事録 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

資料３-１
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№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

16 備蓄品・寄附関連 寄附関係 寄附申込書 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

17 備蓄品・寄附関連 備蓄品関係 備蓄品台帳 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

18 備蓄品・寄附関連 備蓄品関係 備蓄品配布関係 令和 2年 令和 2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

19 医師会文書 医師会文書 県・市医師会文書 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

20
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般

新型コロナウイルス感染症関係通知（国・県・保

健所）4～5月
令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

21
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般

新型コロナウイルス感染症関係通知（国・県・保

健所）6～7月
令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

22
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般

新型コロナウイルス感染症関係通知（国・県・保

健所）8～9月
令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

23
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般

新型コロナウイルス感染症関係通知（国・県・保

健所）10～11月
令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

24
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般

新型コロナウイルス感染症関係通知（国・県・保

健所）12～1月
令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

25
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般

新型コロナウイルス感染症関係通知（国・県・保

健所）2～3月
令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

26
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
基本的対処方針・催物開催制限（4～6月） 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

27
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
基本的対処方針・催物開催制限（7～9月） 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

28
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
基本的対処方針・催物開催制限（10～12月） 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

29
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
基本的対処方針・催物開催制限（1～3月） 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

30
新型コロナウイルス感染症

対策

新型コロナウイルス感染症

全般
団体・市民からの要望書関係等 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

31
新型コロナウイルス感染症

対策
茨城県感染者発表資料 県感染者発表資料 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

32
新型コロナウイルス感染症

対策
つくば市独自ＰＣＲ検査 PCR検査総括表 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

33
新型コロナウイルス感染症

対策本部会議

新型コロナウイルス感染症

対策本部会議資料
飛び込み案件報告書 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

2



№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

34 備蓄品・寄附関連 寄附関係 お礼状関係 令和 4年 令和 4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

35 備蓄品・寄附関連 備蓄品関係 保管期限物品の庁内配布 令和 4年 令和 4年 廃棄
(1)ア42

(6)庁内通知で、軽易文書のため

3



新型コロナウイルスワクチン接種に関する文書（新型コロナウイルスワクチン接種対策室）

移管：14件　廃棄：11件　検討中：8件

№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1 室共通 接種体制確保事業補助金 見込額調査 令和2年 令和2年 検討中
(1)ア42（県調査のため）

(6)軽易文書のため

2 室共通 接種体制確保事業補助金 事業完了予定期日変更報告 令和2年 令和2年 検討中
(1)ア42（県調査のため）

(6)軽易文書のため

3 室共通 ワクチン接種事業負担金 令和２年度交付申請 令和2年 令和2年 検討中
(1)ア42（県申請のため）

(6)軽易文書のため

4 契約 ワクチン接種支援業務委託 参考見積・仕様設計 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

5 契約 ワクチン接種支援業務委託 報告書・納品書 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

6 契約 接種記録データ連携 参考資料（接種記録データ連携） 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

7 契約 接種記録データ連携 執行伺・契約伺・請書 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

8 契約 備品 ディープフリーザー参考見積 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

9 契約 備品 スキャナー購入 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

10 契約 備品 ２音声応答転送装置設置工事 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

11 契約 備品 ヘッドセット・電話機購入 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

12 契約 備品 ２ワクチン用超低温冷凍庫電源増設工事 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

13 契約 物品 保冷袋 契約 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

14 契約 印刷製本 ２コロナワクチン接種対策案内チラシ等印刷業務 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

15 調査 医療機関 サテライト型調査 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

16 調査 高齢者施設 接種場所調査 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

17 室共通 伝票 報酬 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

18 室共通 伝票 旅費 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

19 室共通 伝票 消耗品費 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

20 室共通 伝票 印刷製本費 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

21 室共通 伝票 通信運搬費 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

資料３-２
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№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

22 室共通 伝票 手数料 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

23 室共通 伝票 委託料 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

24 室共通 伝票 賃借料 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

25 室共通 伝票 管理用備品 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

26 室共通 伝票 使用料 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文書）

(6)軽易文書のため

27 ワクチン配送 配送計画 コミナティ筋注(ﾌｧｲｻﾞｰ) 同梱資料 令和4年 令和4年 検討中 (6)新型コロナウイルス感染症対策

28 ワクチン配送 配送計画 コミナティ筋注(ﾌｧｲｻﾞｰｵﾐｸﾛﾝ) 同梱資料 令和4年 令和4年 検討中 (6)新型コロナウイルス感染症対策

29 ワクチン配送 配送計画 スパイクバックス筋注(ﾓﾃﾞﾙﾅ)　同梱資料 令和4年 令和4年 検討中 (6)新型コロナウイルス感染症対策

30 ワクチン配送 配送計画 スパイクバックス筋注(ﾓﾃﾞﾙﾅｵﾐｸﾛﾝ)　同梱資料 令和4年 令和4年 検討中 (6)新型コロナウイルス感染症対策

31 ワクチン配送 配送計画 ヌバキソビット筋注(ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ)　資料 令和4年 令和4年 検討中 (6)新型コロナウイルス感染症対策

32 事務連絡 茨城県 調査・回答 令和4年 令和4年 廃棄
(1)ア42（県調査のため）

(6)軽易文書のため

33 副反応疑い報告・間違い報告 副反応疑い報告 新型コロナワクチン接種後の体調不良について 令和4年 令和4年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策
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特別定額給付金に関する文書（臨時給付金室）

№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1 臨時給付金室共通 臨時給付金室全般 広報活動 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

2 臨時給付金室共通 臨時給付金室全般 料金受取人払手続き 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

3 臨時給付金室共通 特別定額給付金実施要項 つくば市特別定額給付金給付事業実施要領 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)イ)

4 臨時給付金室共通 特別定額給付金実施要項 各種事務取扱 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)イ)

5 臨時給付金室共通 各種通知 国及び県からの通知（４月） 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

6 臨時給付金室共通 各種通知 国及び県からの通知（５月） 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

7 臨時給付金室共通 各種通知 国及び県からの通知（６月） 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

8 臨時給付金室共通 各種通知 国及び県からの通知（７月） 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

9 臨時給付金室共通 各種通知 国及び県からの通知（８月） 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

10 臨時給付金室共通 各種通知 庁内通知及び依頼 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

11 臨時給付金室共通 各種通知 庁外　各種調査・依頼 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

12 臨時給付金室共通 各種契約
２臨給特別定額給付金（仮称）申請受付補助等人

材派遣業務委託
令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

13 臨時給付金室共通 各種契約 派遣職員勤務簿（市控え） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア35

14 臨時給付金室共通 各種契約 ２臨給特別定額給付金（仮称）支給支援業務委託 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

15 臨時給付金室共通 各種契約 ２臨給特別定額給付金案内チラシ印刷業務 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

16 臨時給付金室共通 各種契約 ２臨給庁舎電話配線改修工事 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

17 臨時給付金室共通 各種契約 ２臨給事務用備品借上げ 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

18 臨時給付金室共通 各種契約 ２臨給外国人等応対用端末賃借 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

19 臨時給付金室共通 各種契約 ２臨給外国人等対応用機能使用契約 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53

20 財務会計 補助金 補助金交付額等事前調査 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

21 財務会計 補助金 補助交付申請及び概算払請求書 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

22 財務会計 補助金 補助金交付及び概算払決定通知 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

23 財務会計 補助金 補助金調書 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

【特別定額給付金】

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年 ４月20日閣議決定）において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、（中略）人々が連帯

して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、迅速かつ的確に家計への支援を行うため、市区町村を実施主体として、特別定額給付

金事業（対象者1人につき10万円の給付）を実施した。基準日（令和２年４月27日）に住民基本台帳に記録されている住民に給付し、つくば市では約10万世帯に給付した。

移管：27件　廃棄：203件

資料３-３
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№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

24 財務会計 補助金 補助事業実績報告書 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

25 財務会計 補助金 補助額確定通知 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)ア)

26 財務会計 歳入・歳出伝票 歳出伝票　節10　需用費 令和2年 令和2年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文

書）

27 財務会計 歳入・歳出伝票 歳出伝票 節10需用費（２） 令和2年 令和2年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文

書）

28 財務会計 歳入・歳出伝票 歳出伝票　節11　役務費 令和2年 令和2年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文

書）

29 財務会計 歳入・歳出伝票 歳出伝票　節12　委託料 令和2年 令和2年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文

書）

30 財務会計 歳入・歳出伝票 歳出伝票　節13　使用料及び賃借料 令和2年 令和2年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文

書）

31 財務会計 歳入・歳出伝票 歳出伝票　節18　交付金 令和2年 令和2年 廃棄
(1)ア45（伝票の写しのため、軽易な文

書）

32 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
特別定額給付金給付対象者リスト 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

33 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
給付対象者リスト追加分 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

34 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
宛名注意リスト 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

35 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
勧奨通知(7/3施行分) 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)イ)

36 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
死亡者対応 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)イ)

37 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
申請取下げ書 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

38 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
追加対象者（転出取消） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

39 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
追加対象者（帰国者） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

40 特別定額給付金給付事務
特別定額給付金給付事務全

般
追加対象者（基準日後転入） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

41 特別定額給付金給付事務 ＤＶ等要注意対応者 返還請求(DV等) 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)
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№ 第１ガイド 第２ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

42 特別定額給付金給付事務 オンライン申請 申請付属書類 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

43 特別定額給付金給付事務 再発行希望者 一括再発行(筑波大学留学生分) 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

44 特別定額給付金給付事務 振込給付 給付決定通知 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

45 特別定額給付金給付事務 振込給付 給付伝票（写し） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

46 特別定額給付金給付事務 振込給付 重複振込への対応 令和2年 令和2年 移管 (1)ア53(2)イ)

47 特別定額給付金給付事務 現金給付 現金給付伝票 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

48 特別定額給付金給付事務 現金給付 現金給付決定通知起案 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

49 特別定額給付金給付事務 現金給付 領収書（５月25日～６月15日分） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

50 特別定額給付金給付事務 現金給付 領収書（６月16日～30日分） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

51 特別定額給付金給付事務 現金給付 領収書（７月分） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

52 特別定額給付金給付事務 現金給付 領収書（８月以降分） 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

53 特別定額給付金給付事務 不備処理 単身死亡　№1 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

54 特別定額給付金給付事務 不備処理 単身死亡　№2 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

55 特別定額給付金給付事務 不備処理 書類不備者リスト 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

56 特別定額給付金給付事務 不備処理 書類不備者への通知文 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

57 特別定額給付金給付事務 供託事務 供託申請 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

58 特別定額給付金給付事務 供託事務 供託書 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

59 特別定額給付金給付事務 供託事務 通知 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

60 申請書（黒） 黒（No.1～9000） 黒　No.1～600 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

～

236
申請書（青・赤・緑・オン

ライン）
申請期限超過（不受理） 申請書（消印締切超過）No.２ 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア53(2)ウ)

（№61～№235までの176フォルダは、申請書のため省略する。）

3



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】

　

１　経済的な支援に関する事業

№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

1
創業期技術系中小企業者等事

業支援事業

コロナウイルスの影響を受けている市内の創業期技術系中

小企業者に対し、賃料の一部を補助。
スタートアップ推進室 5

2 臨時休校中の食の支援事業

新型コロナウィルス感染拡大防止による臨時休校で給食が

なくなったことにより、家庭の経済的な理由や保護者の疾

病等で昼食を取ることが困難な小・中学生に対し、弁当等

を配布し食の支援を実施する。

こども未来室 7

3 障害者総合支援事業費補助金
特別支援学校等の臨時休業に関連し、放課後等デイサービ

スの利用が増加した分など。
障害福祉課 2

4 市民生活応援商品券事業

新型コロナウイルス感染症によって影響を受けている家庭

や地域経済の支援を目的として、市内店舗で利用できる商

品券を交付する。

高齢福祉課 57

5 高齢者マスク配布事業
敬老福祉大会の中止に関する通知（約37,000通）にマスク

を３枚同封し配布する。
高齢福祉課 5

6 高齢者等買物支援事業

外出機会が少なくなっている高齢者世帯等への買物支援と

見守り等を目的として、市内の移動販売事業者に対し補助

金を交付する。

地域包括支援課 16

7
新型コロナウイルス感染患者

受け入れ支援事業

市内大病院に対し、受入れ陽性者数に応じた給付金を給付

する。
健康増進課 1

8
子育て世帯応援給付金事業

（児童扶養手当）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている児童扶養

手当受給世帯の生活の安定を図るため、つくば市独自の給

付金を支給する。

こども政策課 2

9 子ども・子育て支援交付金

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第61条の

規定に基づき市町村が策定する市町村子ども・子育て支援

事業計画に基づく措置のうち、同法第59条に規定する地

域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるため交付

することにより、子ども・子育て支援の着実な推進を図る

ことを目的とする。

こども育成課 10

10
子ども・子育て支援交付金

（地方単独分）
4月、5月の利用自粛に伴う児童クラブ利用料の歳入減 こども育成課 10

11
テイクアウト推進支援給付事

業

３密を防ぎながら市内飲食店を支援する目的で、テイクア

ウトを推進するため、賛同事業者に協力金10万円を交

付。

産業振興課 9

12
キャッシュレス決済利用促進

事業

非接触決済の普及や消費喚起を目的とし、市内中小企業を

対象としたポイント還元や、新生児がいる世帯にポイント

を付与する。

経済支援室 10

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止とともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図る

ため、地方公共団体が地域の実情に応じて、きめ細やかに必要な事業を実施できるよう、国によって創設された交付金である。つ

くば市では企画経営課が全庁の取りまとめを行い、令和２年度に41部署で82事業が実施され、761件の文書が作成された。ただ

し、評価選別のため、総務課で82事業を類似文書が発生すると考えられる「１ 経済的な支援に関する事業」、「２ 物品購入・委託

契約に関する事業」、「３ 環境整備に関する事業」、「４ 雇用に関する事業」に分類した。

（「事業名」「事業概要」は「令和２年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業一覧及び効果検証結果」抜粋

URL：https://www.city.tsukuba.lg.jp/material/files/group/15/r2rinjikofukinichiran_2.pdf）

資料３-４

1



№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

13
市民生活応援・物産事業者支

援事業

コロナ禍において、売上が落ち込む物産事業者等の生産品

等を買上げ、生活に困窮する就学援助世帯や帰省自粛学生

等に対する食品等の支援を実施する。

経済支援室 13

14 雇用促進交付金交付事業
市内に事業所を持つ企業等が、失業者・休業者を新たに雇

用した場合、賃金の一部を補助。
経済支援室 155

15 テナント等賃料助成事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続が困難

となっている事業者に対してテナント等賃料助成を行う。

国の支援制度の対象外となる事業者を本事業の対象とする

ことで国の支援を補完し、事業継続を支援する。

経済支援室 65

16 事業継続給付金事業

国の持続化給付金・家賃支援給付金、市のテナント等賃料

助成事業のいずれにも対象とならない事業者（自己所有の

事業所で一定の要件を満たすもの）に給付金を支給する。

経済支援室 120

17 中小企業販路拡大支援事業

市内中小企業に対し、新型コロナウイルス感染症対策を含

む販路拡大のための経費の一部を補助する。併せて、小規

模事業者持続化補助金不採択となった小規模事業者も対象

とする。（非対面型のビジネスモデルへの転換、テレワー

ク環境の整備などが対象）

経済支援室 88

18
事業者経営支援ワンストップ

窓口事業

新型コロナウイルス感染症関連の経済支援施策に係る案内

や申請の補助を行うための無料相談窓口を設置し、事業者

の取組を支援する。併せて、必要に応じて専門家の助言・

指導を無料で受けられる体制を整える。

経済支援室 21

19 タクシー買物代行支援事業

売上減少の大きいタクシー事業者を支援するため、タク

シー買物代行（タクシー事業者が市民から依頼された買物

を行い、自宅まで配送する事業）の利用費の一部を補助す

る。

経済支援室 1

20

新型コロナウイルス感染症対

策市内宿泊事業者支援金給付

事業

新型コロナウイルス感染症の全国的な広がりにより、特に

経営に早期から影響を受けている市内宿泊事業者に対し

て、事業の継続を下支えし、再起を応援するため、支援金

を給付する。

観光推進課 2

21
新型コロナウイルス感染症対

策公共交通支援金給付事業

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛などか

ら、収益低迷等の厳しい経営環境にある市内の公共交通事

業者が既存系統の減便や、台数の減少により、３密になら

ないよう運営を支援する。

総合交通政策課 8

22

子育て世帯応援給付金事業

（R2新規就学援助・家計急変

世帯）

令和２年度に新規で認定された就学援助世帯及びコロナウ

イルスの影響で収入が減少し、就学援助の認定判断基準額

を満たす世帯に３万円を給付する。

（子育て世帯応援給付金非対象世帯）

学務課 1

23 家計急変世帯支援給付金事業

コロナウイルスの影響で収入が減少し、就学援助の認定判

断基準額を満たす世帯の児童一人につき６万円、生徒一人

につき８万円を給付する。（子育て世帯応援給付金（就学

援助・児童扶養手当）非対象世帯）

学務課 4

24
子育て世帯応援給付金事業

（就学援助）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている準要保護

児童・生徒世帯のうち、児童扶養手当を受給している世帯

を除いた世帯の生活の安定を図るため、つくば市独自の給

付金を支給する。

学務課 6

2



№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

25
修学旅行における企画費用等

負担軽減事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、市内全校の

修学旅行が中止となったことに伴い、旅行を企画していた

旅行業者に対し、企画料等の追加経費分を支払うことで、

保護者の経済的な負担の軽減を図る。

学び推進課 1

26
学校給食安定供給支援金給付

事業

小中学校及び義務教育学校の臨時休業（４月６日～６月５

日）に伴い、食材を納入できない等の影響を被った事業者

が、一時的な代替販路の確保や衛生管理の徹底など学校再

開後の安定供給に向けた取組を行っていることを踏まえ、

支援金を給付する。

健康教育課 4

27 学校臨時休業対策費補助金

学校臨時休業（３月）に伴い、契約変更等を行った食材納

入業者に対し、食材キャンセル及び破棄に係る経費を補助

することによって、当該経費を保護者に求めることなく、

保護者の負担軽減に資する。

健康教育課 5

28 特別成人祝金事業

令和３年つくば市成人の集い開催の中止が決定し、新成人

に式典に代わりお祝いするため、特別成人祝金を支給す

る。

生涯学習推進課 12

２　物品購入・委託契約に関する事業

№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

1
避難所における新型コロナウ

イルス感染症対策事業

避難所における新型コロナウイルス感染症対策として、消

毒液やパーティション等を整備する。
危機管理課 6

2
感染防止用アクリル板購入

事業

庁内での職員相互等の感染防止対策として、アクリルパー

ティションを購入し、打合せスペースや執務室へ設置す

る。

総務課 3

3
感染症拡大防止のための物品

購入事業

新型コロナ感染症拡大防止に緊急的に対応すべく、地域の

実情に応じた物品等の調達を実施する。
管財課等 9

4
1歳６か月児・３歳児健康診

査事業

母子健診の感染症予防として、回数増加分の委託料や医療

用消耗品等。
健康増進課 1

5 高齢者健康マイレージ事業

外出機会が少なくなっている高齢者の健康維持を促進する

ため、各参加者が運動・食事における目標を設定し、継続

的に取り組めるよう支援する。

健康増進課 1

6
感染症拡大防止のための物品

購入事業③

新型コロナ感染症拡大防止に緊急的に対応すべく、観光施

設等における物品等の調達を実施する。
観光推進課 0

7 パブリックスペース活用事業

三密の回避など感染症拡大を予防しながら市民の居場所づ

くりを行うため、屋外空間での飲食を提供する場の創出や

屋外イベントに対する活動支援を行う。

学園地区市街地振興室 3

8
学校保健特別対策事業費補助

金

学校内の共用物品や設備等の消毒作業を委託するととも

に、学校における感染対策及び学習保障として、液体石鹸

やフェイスシールド等の消耗品及び電子黒板やサーキュ

レーター等の備品を購入する。

教育総務課 7

9
学校における感染症対策のた

めの消毒液等配付事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、小中学校及

び義務教育学校に対し、手指消毒液、ビニールエプロン及

び非接触型体温計を配付する。

健康教育課 1

10
学校保健特別対策事業費補助

金

学校再開にあたり、感染リスク低減のため、マスク（着用

せずに登校した児童生徒用）、消毒液、体温計を購入。
健康教育課 3

11
感染症拡大防止のための物品

購入事業②

新型コロナ感染症拡大防止に緊急的に対応すべく、地域の

実情に応じた物品等の調達を実施する。
救急課 1

12 投票所・開票所環境整備事業
選挙における感染対策として、マスクや消毒液などを購入

する。
選挙管理委員会事務局 2

3



３　環境整備に関する事業

№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

1
避難所用アルコール消毒液保

管庫整備事業

避難所の衛生環境を保つため、アルコール消毒液を一定量

貯蔵する消防法対応の危険物対応保管庫を整備する。
危機管理課 3

2 動画配信型研修導入事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため集密型の職員

研修が難しい中、業務上喫緊に必要となるスキル及び知識

を習得するため、受講において時間や場所を選ばない動画

配信型の研修を導入する。

総務課 4

3 議事録自動化機器等整備事業

ワイヤレスマイクセット及び自動議事録作成システムを導

入することで、会議の場の密の回避や、行政のIT化を推進

する。

ワークライフバランス

推進課
3

4
業務効率化対策ソフトウエア

整備事業

接触機会減少の観点における行政のデジタル化に対する機

運の高まりを背景としつつ、新型コロナウイルス感染症の

影響で行政の業務が拡大したことに対応すべく、DBソフ

トを使うことで業務自動化を図り、職員の負担を軽減をす

る。

ワークライフバランス

推進課
2

5
庁内データ共有システム実証

事業

新型コロナウイルス感染症関連等、データを活用して、住

民のニーズに応じた判断を迅速に行うことや、複数のデー

タを一気通貫で庁内利用すること等を目指し、庁内横断的

にデータを共有できる仕組みを実証する。

情報政策課 2

6
サテライトオフィスネット

ワーク整備事業

新型コロナウイルス感染症対策として、市内2ヶ所に設置

するサテライトオフィスのネットワーク環境を整備する。
情報政策課 2

7
テレワーク用タブレットパソ

コン整備事業

庁内イントラへ接続できるテレワーク用タブレットパソコ

ン50台を導入し、首都圏等からの通勤者等の在宅勤務環

境を整備する。

情報政策課 1

8
除菌・消毒ロボットによる感

染症拡大防止事業

市内公共施設において、人による除菌作業の代替手段とし

て自動の除菌ロボットを導入し、新型コロナウイルス感染

症の感染リスクの回避を図り、安心安全に施設管理を実施

する。

科学技術振興課 2

9
情報連携システム基盤等整備

事業

新型コロナウイルス感染症関連等、住民のニーズに応じた

情報を通知機能等で迅速に届けることや、対面を避けて複

数のサービスを一気通貫で提供すること等を目指し、つく

ばスマートシティ協議会において、情報連携システム基盤

やアプリを整備する。

スマートシティ戦略室 3

10

産業振興センター監視カメラ

及びオンライン配信機材整備

事業

産業振興センターにて非対面のイベント等を実施するた

め、オンライン配信機材を購入する。また、当該施設の職

員のテレワークを推進するに伴い、職員に代わる警備方法

として、監視カメラを導入する。

スタートアップ推進室 1

11
申告受付予約システム構築事

業

確定申告相談における感染予防対策として、受付システム

を導入するとともに、予約コールセンターを設け、予約業

務を委託する。

市民税課 1

12
スマート申請システム構築事

業

スマートフォンから住民票発行と転出届の請求を行えるよ

うにし、窓口の混雑緩和とマイナンバーカードの普及を啓

発。

市民窓口課 1

13
窓口支援システム構築運用事

業

住所異動を始めとした行政手続きにおいて、マイナンバー

カードを起点としたサービス設計を進め、申請書を何度も

記入することなく、自宅や職場等からも手続きができるよ

うにするため、行政手続きのデジタル化を実現する。

市民窓口課 1

4



№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

14 交流センター等施設改修事業

空調設備（エアコン）の改修をすることにより、窓を開け

ての換気に伴う室温の急激な上下を防止し、利用者の健康

面の安全性を保持する。また、手洗い栓の交換をすること

で、接触感染のリスクを軽減させる。

文化芸術課 7

15
つくばカピオ及びノバホール

サーマルカメラ設置事業

文化施設・市民交流施設に感染症拡大防止のため体温計測

カメラを設置する。
文化芸術課 1

16
文化芸術プラットフォーム創

造事業

インターネット上のポータルサイトを整備し、過去の文化

芸術に触れる機会や個人が発信できる環境を創造すること

で、新型コロナウイルス感染症によりアーティストの表現

の場や市民の鑑賞・発表機会が失われている現状を打開す

る。

文化芸術課 1

17
春日交流センター換気設備修

繕事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、春

日交流センターのホールの換気設備修繕を行う。
文化芸術課 1

18
福祉支援センターさくら空調

設備整備事業

感染症対策として、換気率の向上のため空調設備配管の改

修を行う。
障害者地域支援室 1

19
福祉支援センターさくら空調

環境改善事業

福祉支援センターさくらにおいて、これまで未設置だった

網戸設置することで、換気効率の向上を図る。エアコンに

ついても、より換気効率の良いものへ改修する。

障害者地域支援室 1

20
老人福祉センター空調設備設

置事業

桜老人福祉センター及び茎崎老人福祉センターにおいて、

エアコンを設置することで換気率の向上を図る。
高齢福祉課 2

21
新型コロナウイルス軽症者受

入れ施設整備事業

市の公共施設を提供し、新型コロナウイルス感染症の無症

状者、軽症者の受入れを行うための防犯カメラの設置や外

壁囲い工事等の整備をする。

健康増進課 1

22
後期高齢者健康診査事業（当

初）

「春の集団健診」について、感染防止のため人数制限を設

け、予約制で実施することに係る案内用はがきの作成・送

付。

医療年金課 1

23
後期高齢者健康診査事業（補

正）

「春の集団健診」について、感染防止のため人数制限を設

け、予約制で実施することに係る案内用はがきの作成・送

付。

医療年金課 1

24 公園施設改修事業
公園での感染予防のため、衛生的なトイレの設置・改修及

び空調の増設工事を実施する。
公園・施設課 4

25
し尿処理受付管理システム構

築整備事業

し尿処理の受付について、ナンバープレートの読取りシス

テムを導入することで、非接触（無人）で実施する。

サステナスクエア管理

課
1

26
つくばメモリアルホール感染

症対策事業

待合室における感染防止対策として、空気清浄機を購入し

設置する。また、火葬後の収骨時における感染防止対策と

して、参列者が使用する御箸の消毒をするために、紫外線

殺菌器を購入する。

つくばメモリアルホー

ル
1

27 学習用端末整備事業
ＧＩＧＡスクール構想により、児童生徒に対して１人に１

台の学習用パソコン端末等を整備する。
総合教育研究所 2

5



№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

28 普通教室用電子黒板購入事業

小学校への電子黒板整備を前倒して整備する（５・６年生

分）。電子黒板で子供の意見を大きく取り上げ、全体に共

有することで、密にならずに多様な考えに触れる授業が展

開できる。

総合教育研究所 2

29

公立学校情報機器整備費補助

金（GIGAスクールサポーター

配置支援事業）

学校教育の情報化の推進に関する法律に基づく「つくば

GIGAスクール構想」事業において、令和２年12月以降に

本格化する各学校でのICT環境の整備や、環境整備後のク

ラウド環境・ICT機器の運用が、円滑かつ効率的に行われ

るよう、学校現場等で技術的なサポートを行うパートタイ

ム会計年度任用職員（GIGAスクールサポーター）を任用

するもの。

総合教育研究所 2

30 オンライン学習環境整備事業

GIGAスクール構想に関連し、自宅にインターネット接続

環境及び端末等がない児童生徒に対し、オンライン学習の

ための端末等を整備する。

総合教育研究所 1

31 中学校特別教室空調設置事業

市内中学校15校の特別教室へ空調設備を設置するための

設計業務のうち、来年度以降に発注予定であった10校分

について、新型コロナウイルス感染症対策として教室環境

の早急な改善を目指すため、前倒して実施する。

教育施設課 1

32
児童生徒の体温・体調管理事

業

新型コロナウイルス感染症対策として導入した、児童生徒

等の体温・体調管理とデータ集計ができる「LEBER for

School」を、令和２年度下半期も引き続き小中学校及び

義務教育学校で活用する（９月30日までは無料）。

健康教育課 1

33
家庭教育学級オンライン・動

画配信整備事業

家庭教育学級講座や出前講座などの生涯学習事業に対し

て、オンライン講座や動画配信を行うことで、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けずに事業を継続して行える環

境を整備する。

生涯学習推進課 3

34
成人の集いにおける新型コロ

ナウイルス感染症対策事業

成人の集い（成人式）における新型コロナウイルス感染症

の拡大防止対策を行う。
生涯学習推進課 4

35
桜歴史民俗資料館空調設備改

修事業

桜歴史民俗資料館展示室の感染防止対策として、換気不良

を改善するため、熱交換器付換気設備３基の新設等の改修

を行う。

文化財課 2

36 議会ICT推進事業

市議会でのオンラインによる会議や連絡ができる体制を構

築するため、議員及び事務局職員２名分のセルラー型タブ

レット型コンピュータを30台賃借（付属品購入含）し、

事務局職員用のWi-Fi型タブレット型コンピュータを10台

購入するもの。

議会総務課 2

37

高規格救急自動車更新整備及

び既存救急車用感染症対策資

機材購入事業

救急車更新整備事業により、来年度更新予定である茎崎分

署配備の救急車を更新することで万全なコロナ対策を図る

とともに、各種救急活動に迅速に対応する為。また、感染

症対策資機材として、現在10台保有している救急車それ

ぞれに、常時使用可能な除染システムを装備することで、

安全な救急車内環境を保つことができるとともに、帰署後

の消毒作業時間を短縮することができる。

救急課 2
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４　雇用に関する事業

№ 事業名 事業概要 令和２年度担当部署 フォルダ数

1

新型コロナウイルス感染症

の影響に伴う緊急雇用対策事

業

新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の悪化を

受け、企業等から内定を取り消された者や離職を余儀なく

された者等を対象とし、任期付職員及び会計年度任用職員

を雇用する。

人事課 7

2

学校における夏季休業期間短

縮に伴う会計年度任用職員の

報酬等の支給

小中学校及び義務教育学校の夏季休業期間短縮に対応し、

会計年度任用職員の勤務日数を増加させる。
人事課 1

3
経済対策業務に係る時間外勤

務手当の支給

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う市民及び事業

者に対する支援を円滑に実施するために設置した、経済支

援室における時間外勤務手当分の人件費。

人事課 1

4
固定資産税の減免制度整備事

業

新型コロナウイルス感染症の影響により、固定資産税の減

免制度が新たに実施されるに伴い、資産税課において専従

の会計年度任用職員を雇用する。（３名 １月～３月）

人事課 1

5
生活困窮者就労準備支援事業

費等補助金

住居確保給付金について、滞りなく申請処理を行えるよう

事務職員１名を配置する。
社会福祉課 3
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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業文書

№ 第１ガイド 第2ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1 まち・ひと・しごと創生
新型コロナ感染症対応地方

創生臨時交付金
地方創生臨時交付金通知 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

2 まち・ひと・しごと創生
新型コロナ感染症対応地方

創生臨時交付金
第一次申請関係 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

3 まち・ひと・しごと創生
新型コロナ感染症対応地方

創生臨時交付金
第二次申請関係 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

4 まち・ひと・しごと創生
新型コロナ感染症対応地方

創生臨時交付金
第三次申請関係 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

5 まち・ひと・しごと創生
新型コロナ感染症対応地方

創生臨時交付金
実績報告 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

6 まち・ひと・しごと創生
新型コロナ感染症対応地方

創生臨時交付金
Ｒ３事業分 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

№ 第１ガイド 第2ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
市民生活応援商品券通知文関連 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

2
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
広報関連（市民生活応援商品券） 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

3
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
２つくば市市民生活応援商品券印刷請負契約書 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

4
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
取扱事業所・商工会資料（市民生活応援商品券） 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

5
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業

２つくば市市民生活応援商品券事務取扱業務委託

契約書
令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

資料3-4の実施事業で作成した文書のうち、取りまとめ課の企画経営課文書及び資料3-5にそれぞれの分類ごとに発生した文書の類型が分かる事例を挙げている。

新型コロナ感染症対応地方創生臨時交付金申請文書（企画経営課）

「１  給付金等支援事業」№４ 市民生活応援商品券事業　(高齢福祉課)

資料３-５

1



6
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
市民生活応援商品券事業実施要項 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

7
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
市民生活応援商品券交付対象者 令和2年 令和2年 廃棄

(6)「3 基本的考え方」の(2)に基づい

て、軽易と判断したため。

8
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
市民生活応援商品券換金１ 令和2年 令和2年 廃棄

(6)「3 基本的考え方」の(2)に基づい

て、軽易と判断したため。

～

57
新型コロナウイルス対策関

連事業

市民生活応援商品券交付事

業
市民生活応援商品券換金50 令和2年 令和2年 廃棄

(6)「3 基本的考え方」の(2)に基づい

て、軽易と判断したため。

№ 第１ガイド 第2ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1 管財課共通 新型コロナ対策 ２庁舎アクリルカウンター購入 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

2 管財課共通 新型コロナ対策
２新型コロナウイルス感染防止対策一般用マスク

購入
令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

3 管財課共通 新型コロナ対策
２新型コロナウィルス感染防止対策一般用マスク

購入その②
令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

4 管財課共通 新型コロナ対策 ２新型コロナウイルス感染防止対策用マスク購入 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

5 管財課共通 新型コロナ対策
２新型コロナウイルス感染防止対策医療用マスク

購入
令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

6 管財課共通 新型コロナ対策
２新型コロナウイルス感染防止対策小児用マスク

購入
令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

7 管財課共通 新型コロナ対策
２新型コロナウイルス感染防止対策市民生活応援

事業用マスク
令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

8 管財課共通 新型コロナ対策
２新型コロナウイルス感染防止対策アイソレー

ションガウン購入
令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

9 管財課共通 新型コロナ対策 コロナ消毒見積 令和2年 令和 5年 ※5年保存文書

（№9～№56までの48フォルダは、№8と同様の文書のため省略する。）

「2 物品購入・委託契約」№３ 感染症拡大防止のための物品購入事業　(管財課)
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№ 第１ガイド 第2ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1 文書共通 文書事務研修（内部） ２つくば市研修動画作成・編集業務委託 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

2 文書共通 文書事務研修（内部） ２つくば市研修動画用ナレーション収録業務委託 令和2年 令和2年 移管 (6)新型コロナウイルス感染症対策

3 文書共通 文書事務研修（内部）
２つくば市研修動画作成・編集業務委託用

PowerPoint及び音声原稿
令和2年 令和2年 ※10年保存文書

4 文書共通 文書事務研修（内部）
２つくば市研修動画用ナレーション収録業務委託

（成果物）
令和2年 ※継続で5年保存文書

№ 第１ガイド 第2ガイド フォルダ名 作成年度 終了年度 総務課案 理由

1 職員採用 任期付職員採用 コロナ雇用対策_試験実施 令和2年 令和2年 移管 (6)

2 職員採用 任期付職員採用 コロナ雇用対策_通知 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア14(2)（選考結果通知のため）

3 職員採用
緊急雇用対策会計年度任用

職員
配置希望調査 令和2年 令和2年 移管 (6)

4 職員採用
緊急雇用対策会計年度任用

職員
募集選考 令和2年 令和2年 廃棄 (1)ア14(2)（合否判定書類のため）

5 職員採用 任期付職員採用 任期付職員採用について 令和2年 令和2年 ※30年保存文書

6 職員採用 任期付職員採用 初任給計算書 令和2年 令和2年 ※30年保存文書

7 職員採用 任期付職員採用 コロナ雇用対策_合否 令和2年 令和2年 ※30年保存文書

「4 雇用」№１ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急雇用対策事業　(人事課)

「3 環境整備」№２ 動画配信型研修導入事業　(総務課)
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その他の新型コロナウイルス感染症対応に関する文書
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